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市民通報システムの導入について 

  

１ 事業概要 

道路損傷による事故等を未然に防止し、安全安心に暮らせる社会を目指すため、

道路や公園設備の損傷、不法投棄等に関する情報をスマートフォン等から、写真

や位置情報を添付して通報できる市民通報システムを導入した。 

 

２ 導入システム                       Android 

市民通報アプリ「おだわら忍報」 

 

３ 運用開始日 

令和４年（2022年）12月１日               iPhone 

 

４ システム開発事業者 

株式会社アーバングラフィック 

（公募型プロポーザルによる）              ※使用には、ダウン

ロードが必要です。 

 

５ 通報項目                      （令和４年12月１日現在） 

通報カテゴリ 通報内容 

道路 

舗装（穴、振動）、排水施設（側溝、溝蓋、つまり等）、 

マンホール（段差、振動等）、街路樹・草刈り、ごみ、 

その他（ガードレール、カーブミラー、照明等） 

河川・水路 護岸・フェンス、土砂の堆積、樹木・草刈り、ごみ、その他 

公園・ 

城址公園 

遊具・設備、樹木・草刈り、城址公園の施設等、ごみ、その他 

ごみ 

集積場所の違反ごみ等、道路上のごみ※、河川・水路内のごみ※、 

公園内のごみ※、その他 

※道路上のごみ等はそれぞれの通報カテゴリからも選択できます。 

※時間帯等により、すぐに通報内容を確認できない場合があるため、緊急のも

のは除く。 

※火災・救急・救助等に関する通報は除く。 

資料１ 
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６ 利用方法 

(1) 利用登録  ニックネームとメールアドレスによるユーザー登録が必要 

(2) 通報方法  以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③不具合項目を選択し、 
不具合の内容を入力 

②通報カテゴリを選択 ①通報を選択 

⑥通報内容を送信 
（通報完了） 

⑤位置を確認 ④近景と遠景の写真を撮影 
（スマートフォン等内の写真も可） 

〇〇〇〇 

〇〇〇〇 
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第３次小田原市行政改革実行計画（案）の策定について 

 

１  第３次小田原市行政改革実行計画の位置付け 

本計画は、本市が2030年に目指す将来都市像「世界が憧れるまち“小田原”」

を実現するため、まちづくりを着実に進めていくための推進エンジンの一環

として、令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とし推し進める

行政改革の取組をまとめたものである。 

 

２  計画の目標と行政改革の視点 

「将来を見据えた行財政運営の推進」を目標に、減量型の改革と行政サー

ビスの質の向上を両輪として進める。これらの改革により生み出された行政

経営資源は、市民ニーズ等を的確に把握しつつ、「世界が憧れるまち“小田

原”」の実現に向けた施策に適切に配分し、市民満足度の向上を目指す。計

画の推進に当たっては、次の３つの視点により進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

効率的・効果的な 
行財政運営 

視点１ 

取組 73 項目 

・会議等の在り方の検討  

・コロナ禍を契機とした

業務の効率化  

・事業の集約化  

など  

・公民連携の推進  

・デジタル技術の活用に

よる事務の効率化  

 

など  

・ふるさと納税の更なる活

用  

・市有財産の有効活用  

・補助金・負担金の適正化  

など  

行政サービスの 
質の向上 

視点２ 

取組 61 項目 

持続可能な 
財政基盤の確立 

視点３ 

取組 33 項目 

資料２ 
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３  想定効果額 

各取組については目標を設定し、行政改革を推進する。想定効果額は、計

画期間内での実施に向け調整していく取組を含め、概ね 20 億円（一般会計

のみ）とする。 

（単位 千円） 

会 計 
事業費ベース

（①） 

人件費ベース

（②） 

想定効果額 

（①＋②） 

一 般 会 計 1,425,250 569,764 1,995,014 

特 別 会 計 25,128 27,393 52,521 

企 業 会 計 3,096 5,955 9,051 

 

４  進捗管理について 

両副市長以下で構成される行財政改善推進委員会を中心に進捗管理を実

施する。 

 

５  受益者負担の在り方について 

市の附属機関である行政改革推進委員会の答申を踏まえ、平成 30 年策定

の「受益者負担の在り方に関する基本方針」を次のとおり変更し、取り組む

ものとする。 

（１）主な変更点 

ア  公費負担と受益者負担割合 

使用料の負担割合について、他市の事例等を参考に、よりきめ細かく設

定する。 

イ  使用料の柔軟な運用 
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施設の特性や利用者のニーズ等に鑑み、曜日や時間帯別の需要の多寡等

により、柔軟な料金設定ができるようにする。 

ウ  見直しの時期 

定期的な見直しについては、コロナ禍等による影響があることに鑑み、

柔軟性を持たせ、原則５年ごととせず適切な時期とする。 

エ  公共施設の駐車場 

施設の性質や施設周辺の状況、市民の利用実態などに一定の配慮をしつ

つ、公共交通機関の利用を促進することによるゼロカーボンの推進や市有

財産の有効活用などの観点から、公共施設の駐車場有料化について検討を

進める。 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和５年（2023年）〇月 

小田原市 

第３次小田原市行政改革実行計画  

～世界が憧れるまち“小田原”の実現に向けた行財政運営の推進～ 

（案） 

（令和５年度～令和９年度） 

 

 

参考資料２－１ 
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第１章 概要 

１ 実行計画の策定にあたって 

本市は、第２次行政改革実行計画において「将来を見据えた行財政運営の推進」を掲げ、

歳入増・歳出減といった財政効果額の創出に関わる「量の改革」と、行政サービスの質の向

上に重きを置いた「質の改革」を両輪に取組を進め、一定の成果を上げてきました。 

  しかしながら、人口減少や少子高齢化による税収の減や扶助費の増、さらには公共施設等

の老朽化への対応など、本市を取り巻く行財政運営の課題から、今後も厳しい財政状況が想

定されます。 

  加えて、激甚化する災害やコロナ禍により生じた課題、そして高度化・複雑化した新たな

市民ニーズにも真摯に向き合い、行政サービスの質の向上にもさらに注力していくことが必

要です。 

第３次行政改革実行計画においては、これまでの考え方を軸に、新たな視点や手法を取り

入れることにより、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズへ柔軟に対応し、効率的な

行財政運営を進めます。 

 

２ 行財政運営の現状と課題 

（１）財政状況 

本市の財政は、人口減少や少子高齢化の進展に伴う社会構造の変化で、市税をはじめと

する歳入の大幅な伸びは期待できません。歳出においては、これまでの行政改革の取組に

より、人件費や公債費の抑制を図ってきましたが、扶助費等の増加に加え、公共施設の更

新や大規模事業の進捗等に伴う経費の増加が見込まれます。 

 

市税決算額の推移、歳出決算額の推移（普通会計） 

 

 
  

義
務
的
経
費 
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（２）人口の動向 

本市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、平成 27 年（2015

年）から令和 27 年（2045 年）までの 30 年間におよそ４.８万人もの人口減少が予測され

ています。年齢区分別の人口構成としては、高齢者人口（65 歳以上）が増加を続ける一

方で、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）は減少を続ける見込みとな

っています。 

 

小田原市の年齢区分別人口 

 
参考：国立社会保障・人口問題研究所 

  

(11.8) (11.1) (10.4) (10.0) (9.7) (9.6) (9.6)

(60.3)
(58.6)

(57.9)
(56.6)

(54.5)
(51.6) (5o.2)

（27.9）
(30.3)

(31.7)
(33.4)

(35.9)
(38.8)

(40.3)

194
189

180
173

164
155

146

50

100

150

200

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

人口（千人）

合計

65歳以上

15～64歳

0～14歳

（  ）内は構成比％ 
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（３）公共施設等の老朽化 

昭和 40 年代から 50 年代にかけて集中して整備された多くの公共施設等は老朽化が進

み、今後多くの施設が大規模修繕や更新の時期を迎えることから、修繕や更新などに要す

る経費が急増し、大きな財政負担が生じることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：市有施設の管理運営に係る基本方針 改訂版（令和 4 年 3 月） 

 

  

 

参考：公共建築物マネジメント基本計画（平成 29（2017）年 3 月） 

 

将来の修繕・更新費の推計（公共施設） 
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３ 行政改革の基本的な考え方 

（１）行政改革の目標と視点・推進項目 

本市が 2030 年に目指す将来都市像「世界が憧れるまち“小田原”」を実現するため、

「将来を見据えた行財政運営の推進」を目標に、市民ニーズ等を的確に把握しつつ、行政

経営資源を適切に配分することにより、減量型の改革と質の向上を両立させ、市民満足度

の向上を目指します。計画の推進に当たっては、次の３つの視点と８つの推進項目に基づ

き着実に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来を見据えた行財政運営の推進 
～持続可能な行財政運営の確立“量の改革” 

市民ニーズに即応した行政サービスの確立“質の改革”～ 

【視点・推進項目】 

視視 点 ２ 

 行政サービスの質の向上 

（１）公民連携の推進 

（２）デジタル技術の活用 

（３）市民の視点に立った行政サービスの提供 

（１）歳入確保の取組 

（２）歳出抑制の取組 

視視 点 ３ 

持続可能な財政基盤の確立 

視視 点 １ 

効率的・効果的な行財政運営 

（１）事業見直しの徹底  

（２）業務の効率化・生産性の向上 

（３）効率的な組織体制の構築 

第３次行政改革実行計画 
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（２）計画期間 

令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とします。 

※中間年度の令和７年度に改定。 
 

（３）推進体制 

両副市長を委員長、副委員長とする「小田原市行財政改善推進委員会」を中心に全庁的

な行政改革に取り組みます。また、第三者による検証の機会を設けるなど、より客観的な

検証や評価の方法について検討します。 
 

（４）進行管理と情報の共有 

計画の進行管理は、小田原市行財政改善推進委員会において毎年度、検証します。 

市議会への報告及び広報紙やホームページによる情報公開を行い、市民との情報共有を

推進します。 
 

（５）想定効果額 

各取組については目標を設定し、行政改革を推進します。想定効果額は、計画期間内で

の実施に向け調整していく取組を含め、概ね 20 億円（一般会計のみ）とします。 
 

（単位 千円） 

会 計 
事業費ベース

（①） 

人件費ベース

（②） 

想定効果額 

（①＋②） 

一 般 会 計 1,425,250 569,764 1,995,014 

特 別 会 計 25,128 27,393 52,521 

企 業 会 計 3,096 5,955 9,051 

    ※事業費ベースとは、取組により見込まれる歳入・歳出から、取組実施に伴う投資的経

費を差し引いたもの。 

    ※人件費ベースとは、事務事業の見直しによって削減できる業務量を、人件費に換算し

たもの。 

 

４ 重点推進項目について 

効果の大きい取組や全庁的に定着させ取り組まなければならない重要な６項目を「重点推

進項目」と位置づけ、行政改革を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 事業見直しの仕組みの構築 ① 

 公民連携の推進 ② 

 デジタル化の推進 

 

③ 

 市有財産の有効活用 ④ 

 受益者負担の適正化 ⑤ 

 補助金・負担金の適正化 

 

⑥ 

第３次行政改革実行計画 
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５ 行政改革の財政効果額の考え方について 

各取組について、可能な限り行政改革による財政効果額を算出し、計画を推進していきま

す。その算出方法等は次のとおりとします。 

 

（１）財政効果額の考え方 

 

（２）人件費の考え方 

事務事業の実施にあたっては、実際に支出した事業費だけでなく、その事務事業に要し

た人件費も発生しています。事務事業に投じたコストを把握するには、個々の業務に携わ

った職員の人件費を考慮する必要があります。 

そこで、次の式により個々の事務事業にかかる人件費を算出します。 

 

 

 

 

（３）財政効果額の測定方法 

財政効果額は、取組実施前と取組実施後の決算額との比較により測定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

考え方 具体例 

歳入増加額 

・新たな広告収入等の確保 
・ふるさと納税やクラウドファンディングの積極的な活用 
・事業スキームを見直すことで、より補助率の高い国庫補助金を確保 

など 

歳出削減額 

・実績に基づいた事業費の削減 
・対象者が増となる見込みのため、スケールメリットを生かした単価の
見直しを行い、経費の増加を抑制 

・発注の方法や基準を見直し、当初計画していた当該年度支出額よりも
経費の増加を抑制 

・業務執行方法の見直しによる業務の効率化を図り、これによる業務負
担の軽減を人工の減に換算し、人件費を抑制 

など 

原則３ 取組実施前の年度の決算額を基に事業費で算出 

原則４ 財政効果額は、見直しに伴い増加する経費を差し引いて算出 

個々の事務事業にかかる人件費 ＝ 標準給与費 × その事務事業に携わる職員数 

原則５ 見直しに伴い職員数（人工）が削減される場合は、その人件費も考慮 

原則１ 計画期間中の行政改革の取組については、計画期間中に限り効果額を計上 

原則２ 財政効果額は、歳入増加額と歳出削減額に分けて算出 

第３次行政改革実行計画 
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（４）財政効果額の具体的な算出方法 

 

 

 

＜例１：市有施設を廃止し 2,000 千円で建物等を解体撤去、その後 5,000 千円で土地を 

売却した場合＞ 
   〈売却前〉  〈売却後〉      

    
 

 

効果額 

3,000 
  

 

 

 

 
   

  

   

 令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  令和９年度  

  3,000 千円（財政効果額）＝ 5,000 千円（売却額）－ 2,000 千円（除却費） 

  ※市有施設を廃止したことによる歳出削減も考えられるが、歳入増加のみ例示 

 

 

 

＜例２：令和５年度及び令和６年度に事業を段階的に縮小した場合＞ 
 〈縮小前〉  〈縮小後①〉  〈縮小後②〉      

 

事業費 

1,000 

 
効果額① 

300 
 

効果額① 

300 
 

効果額① 

300 
 

効果額① 

300 
 

  
事業費 

700 

 
効果額② 

300 
 

効果額② 

300 
 

効果額② 

300 
 

   
事業費 

400 
 

事業費 

400 
 

事業費 

400 
 

 令和４年度  令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和９年度  

 

＜例３：直営で実施していた事業を令和５年度から委託した場合＞ 
 〈委託前〉  〈委託後〉        

 人件費

1,000 

 
効果額 

500 
 

効果額 

500 
 

効果額 

500 
 

効果額 

500 
 

  
委託料 

1,000 

 
委託料 

1,000 

 
委託料 

1,000 

 
委託料 

1,000 

 

 
事業費 

500 
     

 令和４年度  令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和９年度  

 

 

 

 

 計画期間中に実施した取組については、計画期間の最終年度である令和９年度まで毎年

度財政効果額を計上します。 

＜例４：令和５年度末に施設を廃止した場合＞ 
 〈廃止前〉  〈廃止後〉        

 
事業費 

1,000 
 

効果額 

1,000 
 

効果額 

1,000 

 
効果額 

1,000 

 
効果額 

未計上 

 

   

   

 令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和９年度  令和 10 年度  

   

 

 

 

4,000 千円（財政効果額の累計）＝計画期間中５年間の財政効果額の累計  

歳入増加額 取組実施前の年度と取組実施後の年度との歳入決算額の比較 

歳出削減額 取組実施前の年度と取組実施後の年度との歳出決算額の比較 

財政効果額の累計 
計画期間中に実施した取組については、計画期間中に限り、

財政効果額を計上 

計画期間（令和５年度～令和９年度）の 
財政効果額を累計します。 計画期間外 
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第２章 取組の内容 

１ 取組一覧 

 【第１章 ３行政改革の基本的な考え方】に基づき、体系ごとに取組項目を設定していま

す。掲載する項目は、計画期間に進行管理を行っていきます。 

 

視点１ 効率的・効果的な行財政運営 41項目 

  

（１）事業見直しの徹底 16項目 

   量の改革  

 

1 神奈川県西部広域行政協議会の在り方の検討 

2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の在り方の検討 

3 地球環境保全協定の廃止 

4 子ども・子育て会議の委員数の見直し 

質の改革 

 

5 サマーレビューの実施による予算編成事務の軽減 

6 電話機能の見直し（業務終了アナウンスの導入） 

7 小田原競輪事業の収益の向上 

8 おだわら市民学校事業の見直し 

9 小田原文学館管理運営事業の見直し 

10 ごみ減量・資源化の推進 

11 市有施設への省エネ・再エネ設備の導入 

12 一般財団法人小田原市事業協会における委託事業の見直し 

13 空き店舗等の利活用促進に係るエリアの拡大 

14 新規就農者に対する市単独事業補助金の見直し 

15 消防団車両・資機材の再整備 

16 小田原市デザインマンホール蓋設置事業の区域拡大・見直し 

（２）業務の効率化・生産性の向上 24項目 

   量の改革  

 

1 職員に対する各種式典の見直し 

2 紙媒体での昇給通知書の見直し 

3 文書管理・電子決裁システムの導入による文書管理事務の効率化 

4 財務会計システムと文書管理システムの連携による収入・支出伝票の電子決裁導入 

5 文化財公開事業の見直し 

6 地球温暖化対策に係る各種普及啓発事業の統合 

7 国民健康保険の限度額適用認定証一斉更新に係る手続き勧奨通知の廃止 

8 つくしんぼ教室行事の見直し 

9 イベント周知に係る逓送便を活用した業務の効率化 

10 パンフレットの定期便化による業務の効率化 

11 小田原市低炭素都市づくり計画の立地適正化計画への統合 

12 公共料金の口座引落の促進 

13 救急蘇生法における各種講習の合理化 

14 上級救命講習における講習時間の合理化 
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15 消防団イベントの見直し 

 

 16 設計・積算手法の改善（概算数量設計の導入） 

 17 情操教育充実事業の見直し 

  質の改革 

 

18 多様な働き方の促進によるワーク・ライフ・バランスの充実 

19 リモート会議の推奨 

20 庁内ネットワーク構成機器の見直し 

21 災害対策本部チーム制の見直し 

22 農林道等に係る要望等への対応・処理の効率化 

23 消防職員への教育・研修の効率化 

24 DBO事業における情報共有の効率化 

（３）効率的な組織体制の構築                                  1項目 

質の改革 

 1 消防署所の再整備 

視点２ 行政サービスの質の向上 50項目 

  （１）公民連携の推進 14項目 
    量の改革  

 

 

1 スマホ教室の運営の見直し 

 2 みんなで消防士さんを応援しよう！プロジェクト事業 

 3 放課後子ども教室の運営の見直し 

   質の改革 

 

 

4 市ホームページへの障がい者アートデザインの活用 

 5 包括管理委託導入による公共施設管理業務の水準向上 

 6 ＡＩ等を活用したコンサルティングによる市税等の徴収業務の高度化 

 7 環境保全活動に係るプラットフォーム機能の強化 

 8 地域資源の力を活用した子ども・若者に対する相談支援の実施 

 9 外国人来訪者おもてなし事業の充実 

 10 一般社団法人小田原市観光協会主催事業の拡充 

 11 小中学校の用務業務の在り方の見直し 

 12 学校と地域の連携・協働の推進体制の構築 

 13 ESCO事業による市内小中学校の照明器具の省エネ化 

 14 期日前投票立会人へ若年層世代を起用 
 （２）デジタル技術の活用                                    20項目 

 量の改革 

 

 

1 システム導入による職員採用事業の効率化 

 2 RPA・AI-OCR利用による業務の効率化 
 3 契約事務の効率化 

 4 議事録作成に係る業務の効率化 

 5 生活保護利用者訪問調査の効率化 

 6 生活保護利用者の預貯金調査の効率化 

 7 生活保護費返還金に係る事務の効率化 

 8 防災・発災時におけるタブレット端末の活用による議員への情報提供等 
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 質の改革 

 
 

9 デジタル技術を活用した「書かない窓口」の導入 

 10 平和啓発事業におけるデジタル化の推進 

 

 

11 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化 

 12 課税調査に使用する家屋図面のデジタルデータ化 

 13 タブレット端末を使用した自治会事務の負担軽減 

 14 避難行動要支援者名簿と個別避難計画のシステム化 

 15 国民健康保険被保険者証に係る届出手続きの電子化 

 16 建築指導に係る窓口業務における電子データ化の推進 

 17 開発許可履歴の閲覧システム導入による窓口業務の効率化 

 18 水道スマートメーターの試験的導入 

 19 小中学校副読本の在り方の検討 

 20 図工展、美術展、科学展の在り方の検討 

 （３）市民の視点に立った行政サービスの提供 16項目 

   質の改革 

 

 

1 提案型協働事業及び市民活動応援補助金の見直し 

 2 防災意識向上に向けた研修等の実施 

 3 市民ホール施設使用料のキャッシュレス化 

 4 生涯学習センター施設使用料の支払い日の見直し 

 5 図書館ネットワーク等運営の見直しによる利便性の向上 
 6 中央図書館の管理運営体制の見直し 

 7 ごみの分別ガイドの多言語化 

 8 指定ごみ袋発注方法のデジタル化 

 9 野猿等対策事業に係る H群全頭捕獲の更なる連携の推進 

 10 ふれあい収集（戸別収集）の拡大の検討 

 11 国民健康保険の医療費通知再発行に係る電子申請の導入 

 12 屋外広告物規制図のデジタル化 

 13 建築に関する各種規定等情報の提供に係るサービスの向上 

 14 魅力ある公園づくり 

 15 放課後児童クラブ運営の充実 

 16 小中学校就学支援事業等におけるオンライン申請の導入 

視点３ 持続可能な財政基盤の確立 13項目 
 （１）歳入確保の取組 6項目 

   量の改革 

 

 

1 企業版ふるさと納税の積極的な活用に向けた支援サービスの導入 
 2 広告収入の拡大 

 3 ふるさと納税（個人版）の積極的な活用 
 4 ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの実施 

 5 市営住宅使用料の滞納整理業務の強化 

 6 緊急消防援助隊登録車両更新に係る補助金の有効活用 
 （２）歳出抑制の取組 7項目 

 量の改革 

  1 庁内会議等におけるペーパーレス化の推進 
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2 議案書等のペーパーレス化 

 3 防災服の見直し 

 4 図書館学習イベント開催事業の見直し 

 5 給食調理業務の委託化 

 6 片浦中学校統合に伴う通学費補助金の廃止 

 7 議会資料のペーパーレス化の推進に伴う用紙等経費の削減 
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２ 具体的な取組の考え方、読み方 

各取組は、視点別、推進項目別に掲載しています。さらに、本実行計画は、財政効果額を

生み出す「量の改革」と、行政サービスの質を向上させる「質の改革」の両輪で進めていく

ことから、量・質の該当する改革に整理しています。各取組については、それらの趣旨に沿

った適切な計画に基づき、進行管理を行っていきます。掲載内容については、次のとおりで

す。 

 

 

 

 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 
実施 

年度 

１ （具体的な取組名） （担当課名） ※１ （○○） 

・・・ ・・・  ・・・ ・・・ 

５年間の財政効果額累計（目標値） ※２ 千円 

 

※１…計画期間５年間で見込まれる取組ごとの財政効果額を記載しています。財政効果額には、

事業費ベースと人件費ベースが含まれています。 

※２…取組ごとに見込まれる財政効果額の合計を記載しています。 

 

 

 

 

 

No. 取組名 担当課 

２ （取組名） （担当課名） 

取組概要 （どうやって取組を進めていくのか等の概要を記載） 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

（取組の目標とする項目） 
（基準となる値） 

（[令和〇年度]） 
※３ 

 

※３…取組を実施することによる目標を記載しています。 

  

量の改革 
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３ 具体的な取組 

 

 

 

 

 

 
社会経済情勢の変化や、初期の目的を達成したもの、また、他自治体基準との比較により事業の見直しを

図ります。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 神奈川県西部広域行政協議会の在り方の検討 企画政策課 4,083 R7 

2 
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の在

り方の検討 
企画政策課 3,248 R6 

3 地球環境保全協定の廃止 
ゼロカーボン

推進課 
1,588 R6 

4 子ども・子育て会議の委員数の見直し 
子育て 

政策課 
90 R7 

５年間の財政効果額累計（目標値） 9,009 千円 

 

 

【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

5 サマーレビューの実施による予算編成事務の軽減 
財政課 

企画政策課 

取組概要 

翌年度当初予算の政策的経費要求締め切り前に、理事者・事業所管課・企画政策課・財政課

が、新規・大規模事業の事業費や実施時期等についての方向性を共有することで、当初予算

編成事務の軽減化を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

予算編成事務に係る削減人工数 
― 

[令和４年度] 
0.5人工 

 

No. 取組名 担当課 

6 電話機能の見直し（業務終了アナウンスの導入） 企画政策課 

取組概要 

勤務時間外にかかってきた電話については、庁内統一のルールがないため、所属によって対応

が異なる。時間外の電話を受けない場合、電話が鳴り続いていても職員が対応しない姿は、市

民等来庁者に良い印象を与えないため、時間外の電話対応について庁内統一ルールを定める

とともに、業務終了アナウンスを導入することで、市民等への対応について改善を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

導入率 
― 

[令和４年度] 
100％ 

 

 

 

視 点 １ 効率的・効果的な行財政運営 
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No. 取組名 担当課 

7 小田原競輪事業の収益の向上 事業課 

取組概要 

インターネット投票層が車券売上の大半を占めることから、インターネット投票の発売促進が期

待できる開催日程の選択や、収益性の高い競輪の開催形態へ移行するほか、効率的な事業

運営や老朽化した施設の計画的な修繕に取り組み、競輪事業収益の向上を図ることで、一般

会計への繰出しを継続的に行っていく。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

一般会計繰出金 
１億円／年 

[令和４年度] 
１億円／年 

 

No. 取組名 担当課 

8 おだわら市民学校事業の見直し 生涯学習課 

取組概要 
総合計画に基づく担い手のニーズを反映させるため、全庁的な調査を行い、課程構成や実施

方法なども含めた事業見直しを進め、令和５年度から新しい課程構成での募集を検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

受講者人数 
124人 

[令和４年度] 
126人 

 

No. 取組名 担当課 

9 小田原文学館管理運営事業の見直し 図書館 

取組概要 

本市の文学遺産を活用する上での中核施設として、小田原文学館の内容、展示企画等の充実

を図るとともに、令和５年度からは、小田原文学館の庭園を整備・活用するため、旧観の復元、

建物との調和、美観の向上など修景及び歴史的景観に配慮しつつ、管理機能の強化と安全性

を確保するため、庭園整備を進める。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

入館者数 
4,500人 

[令和４年度] 
8,000人 

 

No. 取組名 担当課 

10 ごみ減量・資源化の推進 環境政策課 

取組概要 

廃棄物の発生抑制や再使用に重点を置いたごみの減量化を進めるとともに、事業系一般廃棄

物についても減量化を進めるための施策を進める。また、生ごみの堆肥化や紙類の分別の徹底

などを進め、ごみ処理量に対する資源化率の向上に努める。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

家庭ごみにおける１人１日当たりの 

燃せるごみ総排出量／資源化率 

497(ｇ)／24.9（％） 

[令和３年度末時点] 
469(ｇ)／25.2（％） 

 

No. 取組名 担当課 

11 市有施設への省エネ・再エネ設備の導入 ゼロカーボン推進課 

取組概要 
市有施設における省エネ・再エネ設備の導入に向けた検討を支援するとともに、改修の実施に

際しても国交付金を財源として活用することで、これら設備の導入を加速させる。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

市役所で実施する事務事業により 

排出される温室効果ガス 

35,900ｔ-CO2 

[令和２年度末時点] 
27,251ｔ-CO2 
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No. 取組名 担当課 

12 一般財団法人小田原市事業協会における委託事業の見直し 産業政策課 

取組概要 

安定的な行政サービスを提供していくため、事業協会が進めている公益法人化への取組の中

で、市からの受託事業等の見直しを進めながら運営基盤の強化を図り、事業協会の今後の在り

方を検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

事業協会における公益目的事業比率 
46％ 

[令和４年度] 
48％ 

 

No. 取組名 担当課 

13 空き店舗等の利活用促進に係るエリアの拡大 商業振興課 

取組概要 

空き店舗等利活用促進事業は、都市構造再編集中事業に位置付けられており、令和５年度か

らは箱根板橋エリアにも補助対象を拡大する予定であるため、当該エリアの空き店舗等利活用

の促進を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

補助金の交付件数 
― 

[令和３年度末時点] 
６件 

 

No. 取組名 担当課 

14 新規就農者に対する市単独事業補助金の見直し 農政課 

取組概要 

新規就農者支援事業の実施により、市外の新規就農者の確保に一定の効果があったが、現行

の制度を見直し、今後は市民やＵターン者に対する支援も考慮した新たな補助制度を構築す

る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

新規就農者数 
71人 

[令和４年度] 
111人 

 

No. 取組名 担当課 

15 消防団車両・資機材の再整備 消防課 

取組概要 

消防団体制の在り方について議論した、消防団主体による検討委員会からの提言を踏まえ、装

備品の統一及び団員の安全確保を図るため、消防庁告示「消防団の装備の基準」に従い、資

機材及び安全装備品の整備を段階的に進める。消防車両についても、更新計画に従い計画的

に更新する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

消防団装備の基準充足率 
20％ 

[令和４年度] 
50％ 

 

No. 取組名 担当課 

16 小田原市デザインマンホール蓋設置事業の区域拡大・見直し 下水道整備課 

取組概要 

民間提案による自由なデザインのマンホール蓋を配置することで、下水道への理解や関心が高

まり、また、観光客等の人気を集めている。小田原駅周辺のエリアを対象に設置が進んできたこ

と、また、エリア対象外からの要望があることを踏まえ、区域の見直しを検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

デザインマンホール蓋設置数 
15個 

[令和４年度] 
25個 
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コロナ禍により、実施方法や内容を工夫して取り組んできたものは引き続き実施するとともに、イベント・啓発

事業については、必要性を精査したうえで廃止・縮小等を検討します。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 職員に対する各種式典の見直し 職員課 9,925 R5 

2 紙媒体での昇給通知書の見直し 職員課 1,176 R6 

3 
文書管理・電子決裁システムの導入による文書管

理事務の効率化 
総務課 5,480 R5 

4 
財務会計システムと文書管理システムの連携によ

る収入・支出伝票の電子決裁導入 

財政課 

出納室 
10,851 R7 

5 文化財公開事業の見直し 文化財課 1,588 R6 

6 地球温暖化対策に係る各種普及啓発事業の統合 
ゼロカーボン

推進課 
2,895 R5 

7 
国民健康保険の限度額適用認定証一斉更新に

係る手続き勧奨通知の廃止 
保険課 2,166 R5 

8 つくしんぼ教室行事の見直し 
子ども青少年

支援課 
4,035 R5 

9 
イベント周知に係る逓送便を活用した業務の効率

化 
観光課 1,985 R5 

10 パンフレットの定期便化による業務の効率化 観光課 1,985 R5 

11 
小田原市低炭素都市づくり計画の立地適正化計

画への統合 
都市政策課 794 R5 

12 公共料金の口座引落の促進 出納室 3,837 R5 

13 救急蘇生法における各種講習の合理化 救急課 1,985 R5 

14 上級救命講習における講習時間の合理化 救急課 3,970 R5 

15 消防団イベントの見直し 消防課 1,985 R5 

16 設計・積算手法の改善（概算数量設計の導入） 
下水道 

整備課 
5,955 R5 

17 情操教育充実事業の見直し 教育指導課 4,672 R6 

５年間の財政効果額累計（目標値） 65,284 千円 

 

  

（２）業務の効率化・生産性の向上 
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【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

18 多様な働き方の促進によるワーク・ライフ・バランスの充実 

企画政策課 

職員課 

デジタルイノベーション課 

取組概要 
自宅や介護先でも勤務可能とすることで、多様な働き方を促進し、働きやすい職場環境を構築

する。また、会議等についても、自宅や介護先からのリモート参加を積極的に取り入れる。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

リモート用パソコンの使用率 
27.3％ 

[令和３年度末時点] 
80％ 

 

No. 取組名 担当課 

19 リモート会議の推奨 

企画政策課 

消防総務課 

監査事務局 

取組概要 

庁外に勤務する職員が、本庁舎等で開催される会議に参加する場合、往復の移動時間を要す

る。この移動時間を削減するほか、どこにいても会議に参加できる環境を整えるため、リモート会

議を積極的に取り入れる。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

リモート参加導入会議数に対する 

リモート参加率 

― 

[令和４年度] 
80％ 

 

No. 取組名 担当課 

20 庁内ネットワーク構成機器の見直し デジタルイノベーション課 

取組概要 

仮想デスクトップの技術を利用することで、分離されている個人番号利用事務系と LGWAN接続

系のネットワーク環境を、１台のパソコンで接続できるよう、庁内ネットワークの構成機器を見直

す。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

仮想デスクトップ環境利用端末台数 
― 

[令和４年度] 
500台 

 

No. 取組名 担当課 

21 災害対策本部チーム制の見直し 防災対策課 

取組概要 
業務の見直しを行うとともに、必要なところに必要な人員を配置し、効率的に業務が進められる

よう、災害対策本部のチーム制を見直す。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

職員各自の部局の業務内容把握率 
― 

[令和４年度] 
100％ 

 

No. 取組名 担当課 

22 農林道等に係る要望等への対応・処理の効率化 農政課 

取組概要 

農林道や用排水路、水門などに係る市民等からの要望等について、緊急性が高いものに対して

迅速に対応するため、通常の案件については、曜日を定め、まとめて現地確認等を行うなど効

率化を進めるほか、職員の業務量の平準化を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

緊急性の高い要望等の処理件数 
80件 

[令和４年度] 
85件 
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No. 取組名 担当課 

23 消防職員への教育・研修の効率化 消防総務課 

取組概要 

各署所からの出向状況及び新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、消防職員の新任

研修等について、オンラインによる開催を検討する。あわせて、定年延長に伴い、役職定年を迎

える職員への研修・教育についてオンラインによる開催を検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

リモート参加導入研修数に対する 

リモート参加率 

― 

[令和４年度] 
50％ 

 

No. 取組名 担当課 

24 DBO※事業における情報共有の効率化 水道整備課 

取組概要 

高田浄水場再整備事業において、民間事業者との図面や書類のやり取りなどの時間及び労力

の省力化を図るため、「クラウドストレージサービス」の導入に向け検討する。 

※DBO とは公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間に委託する方式のこと。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

システム運用実施時期 
― 

[令和４年度] 
令和６年３月 

 

 

 

 
施設等の適正な配置により、効率的な組織体制を構築します。 

 

【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

1 消防署所の再整備 消防総務課 

取組概要 
消防署所の再整備により消防力を適正に配置することで、消防需要に対応した効果的・効率的

な消防体制を構築する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

再整備により適正配置した署所数 
― 

[令和４年度] 
１施設 
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    民間事業者等の力を積極的に取り入れ、市の各施策分野等に活かします。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 スマホ教室の運営の見直し 
デジタルイノ

ベーション課 
3,573 R7 

2 
みんなで消防士さんを応援しよう！プロジェクト事業

（民間提案制度採択事業） 
消防総務課 2,250 R5 

3 放課後子ども教室の運営の見直し 教育総務課 2,779 R7 

５年間の財政効果額累計（目標値） 8,602 千円 

 

 

【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

4 市ホームページへの障がい者アートデザインの活用 広報広聴室 

取組概要 
市ホームページに、障がいのある方が制作したアートデザインを使用する。（民間提案制度採択

事業） 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

障がい者アートデザインが使用された 

ページ数 

― 

[令和４年度] 
100ページ 

 

No. 取組名 担当課 

5 包括管理委託導入による公共施設管理業務の水準向上 資産経営課 

取組概要 

令和４年度現在の各所管課等で個別に発注している公共施設に係る保守管理業務を包括的

に委託することにより、公共施設の管理における業務水準の向上と維持修繕工事の優先度付け

のための点検データの集積を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

包括管理委託事業者による 

付加価値提案の達成率 

― 

[令和４年度] 
100％ 

 

No. 取組名 担当課 

6 ＡＩ等を活用したコンサルティングによる市税等の徴収業務の高度化 市税総務課 

取組概要 

ＡＩ※・ＢＩ※のデジタル技術を用いたコンサルティングを受けながら市税等の徴収業務を行うこと

で、収納率の向上と職員の業務の効率化を図る。（民間提案制度採択事業） 

※AI・・・人工知能、BI・・・ビジネスインテリジェンスの略。蓄積されたデータを分析し、その結果を

可視化する仕組み。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

現年度収納率の向上 
99.11％ 

[令和４年度予算作成時] 

99.41％ 

[令和８年度末] 

 

視 点 ２ 行政サービスの質の向上 

（１）公民連携の推進 
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No. 取組名 担当課 

7 環境保全活動に係るプラットフォーム機能の強化 環境政策課 

取組概要 

環境団体・企業・個人の連携・協働を支援し、環境との共生に向けた市民活動の活性化を目指

す組織である「おだわら環境志民ネットワーク」の機能強化を図るため、法人化を含めた組織形

態について検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

地域循環共生圏の構築に向けた取組数 
― 

[令和４年度] 

５件 

[令和６年度] 

 

No. 取組名 担当課 

8 地域資源の力を活用した子ども・若者に対する相談支援の実施 子ども青少年支援課 

取組概要 
子どもや若者の相談に対し、地域が身近な相談役として円滑に対応できるよう、要保護児童対

策地域協議会を活用し、地域の相談体制を支援していく。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

実務担当者会議参加機関数 
10機関 

[令和４年度] 
25機関 

 

No. 取組名 担当課 

9 外国人来訪者おもてなし事業の充実 観光課 

取組概要 

外国人来訪者に対し、「ウィズコロナ」「アフターコロナ」を前提とした事業展開について、コロナ禍

以前から連携していた（一社）小田原市観光協会（DMO※）及び（株）小田原ツーリズム（DMC※）

と検討し、受け入れ態勢を整えていく。 

※DMO・・・地域の多様な関係者を巻き込みつつ、マーケティングの手法を取り入れた観光地域

づくりを行う舵取り役となる組織のこと。 

※DMC・・・地域の資源を生かした観光地経営を主導し、データ分析や戦略づくり、旅行商品の

開発や販売を行う観光地経営会社のこと。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

小田原駅観光案内所 

外国人観光客利用者数 
11,300人 

[平成 29～令和元年度の平均値] 
15,000人 

 

No. 取組名 担当課 

10 一般社団法人小田原市観光協会主催事業の拡充 観光課 

取組概要 

コロナ禍における経験を踏まえ、既存のイベントについては、開催可能となる形に開催方法を変

えながら実施するほか、まち歩き企画などの長期分散型で開催可能な事業を展開するなど、

（一社）小田原市観光協会（DMO）と連携を図りながら常時誘客の増加を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

観光協会主催事業の総入込客数 
1,068,000人 

[令和３年度実績] 
2,100,000人 

 

No. 取組名 担当課 

11 小中学校の用務業務の在り方の見直し 教育総務課 

取組概要 

小中学校に配置している用務員については、現在、小学校 25校、中学校６校の合計 31校で、

指名競争入札による業務委託（単年度）を行っているが、令和５年度から導入する包括管理業

務委託に移行し、業務を分担するなど更なる効率化を図る。また、会計年度任用職員を配置し

ている中学校５校については、現在の職員が退職する場合、新規雇用による補充は行わず、順

次包括管理に移行することを検討する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

用務業務を委託する学校数 
36校中 31校 

[令和４年度] 
36校中 33校 
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No. 取組名 担当課 

12 学校と地域の連携・協働の推進体制の構築 教育総務課 

取組概要 

学校・家庭・地域が抱える課題を地域ぐるみで解決するため、学校運営協議会や地域学校協

働本部を整備し、地域住民の力を学校運営に生かせる体制づくりを進める。また、教員不足も

深刻となる中、地域学校協働本部設置の準備として、教育委員会へ人材登録していただき、多

くの方々が学校に協力し課題解決に取り組んでいただく仕組みをつくる。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

人材登録実施校数 
― 

[令和４年度] 
15校 

 

No. 取組名 担当課 

13 ESCO事業による市内小中学校の照明器具の省エネ化 学校安全課 

取組概要 
電気料金及び維持管理費を削減した経費で実施する ESCO 事業により、市内小中学校の主な

諸室の照明を一斉にＬＥＤ化する。（民間提案制度採択事業） 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

主な諸室のＬＥＤ照明改修率 
５％ 

[令和４年度] 
100％ 

 

No. 取組名 担当課 

14 期日前投票立会人へ若年層世代を起用 選挙管理委員会事務局 

取組概要 

近年、各種選挙の投票率が低い水準にあり、中でも若い世代の投票率が低くなっていることか

ら、期日前投票の投票立会人に新有権者等若年層世代を起用することにより、若年層の選挙

や政治に対する意識の高揚を図り、投票率の向上につなげていく。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

期日前投票立会人における 

若年層世代の割合 

０％ 

[令和４年度] 
30％ 
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小田原市 DX推進計画に基づき、行政内部のデジタル化や地域の実情を踏まえた市民生活のデジタル化

を図ります。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 システム導入による職員採用事業の効率化 職員課 970 R5 

2 RPA※・AI-OCR※利用による業務の効率化 
デジタルイノ

ベーション課 
1,191 R7 

3 契約事務の効率化 契約検査課 108 R5 

4 議事録作成に係る業務の効率化 

企画政策課 

デジタルイノ

ベーション課 

4,368 R5 

5 生活保護利用者訪問調査の効率化 生活援護課 1,717 R7 

6 生活保護利用者の預貯金調査の効率化 生活援護課 7,272 R8 

7 生活保護費返還金に係る事務の効率化 生活援護課 563 R7 

8 
防災・発災時におけるタブレット端末の活用による

議員への情報提供等 
議会総務課 3,970 R5 

５年間の財政効果額累計（目標値） 20,159 千円 
※RPA・・・ロボティックプロセスオートメーションの略。これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業等を、技術を活用して代行・代

替する取組。 

※AI-OCR・・・AIの学習機能を活用し、手書き文字等を認識できるようになる仕組み。 

 

 

【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

9 デジタル技術を活用した「書かない窓口」の導入 デジタルイノベーション課 

取組概要 

窓口における申請等の手続きについては、手続き時間の短縮化や、職員による申請内容入力

事務の負担が課題となっていることから、窓口の支援システムや、AI・RPA、事前申請システム

等のデジタル技術を活用して「書かない窓口」を実現し、行政サービスの向上と職員の働き方改

革の実現を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

書かない窓口の導入割合 
― 

[令和４年度] 
90％ 

 

No. 取組名 担当課 

10 平和啓発事業におけるデジタル化の推進 総務課 

取組概要 

「学校訪問講話会」「市内戦争遺跡巡り」など、実地に被災者の体験などを見聞きする事業は、

時間の経過とともに実施が難しくなってきている。このため、関係団体等との連携を図りつつ、デ

ジタル技術を活用し、本市の戦争遺跡やそれにまつわる体験などが失われることがないように、

映像等のデジタルアーカイブ化とインターネットなどによる柔軟な活用を図る。  

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

小中学校での活用率 
― 

[令和４年度] 
100％ 

  

（２）デジタル技術の活用 
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No. 取組名 担当課 

11 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化 市民税課 

取組概要 

特別徴収税額通知（納税義務者用）については、紙（圧着式）の通知書を特別徴収義務者に送

付しているが、電子的送付の同意があった特別徴収義務者に対し、eLTAX（地方税ポータルシ

ステム）を活用して電子送付することで、特別徴収義務者が同通知を納税義務者（社員等）に

電子交付できるようにする。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

電子的送付利用率 
― 

[令和４年度] 
20％ 

 

No. 取組名 担当課 

12 課税調査に使用する家屋図面のデジタルデータ化 資産税課 

取組概要 

建物を課税するための調査を実施した際に作成した家屋見取図調査書は、現在、紙媒体により

保管され、老朽化した庁舎の雨漏り等による汚損や、災害発生による消失の危険と隣り合わせ

の状態である。課税の基礎資料である家屋見取図調査書を消失の危機から回避するとともに、

データ化による利便性向上を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

家屋見取図調査書のデジタルデータ化率 
― 

[令和４年度] 
100％ 

 

No. 取組名 担当課 

13 タブレット端末を使用した自治会事務の負担軽減 地域政策課 

取組概要 

令和３年度に実施した「自治会事務におけるデジタル技術の活用に係るアンケート」の結果を基

に、自治会役員間の連絡や会議資料の作成、情報共有などにデジタル技術を活用し、自治会

事務の省力化や負担軽減につなげる。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

行政との連絡にデジタル技術を活用する

自治会の割合 

― 

[令和４年度] 
80％ 

 

No. 取組名 担当課 

14 避難行動要支援者名簿と個別避難計画のシステム化 福祉政策課 

取組概要 

令和３年５月の災害対策基本法等の改正に伴い、個別避難計画作成が市町村の努力義務と

されるなど、避難行動要支援者の支援対策が強化されたことから、システムを導入し、名簿登

載者約 2,600人の個別避難計画をデータ管理する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

個別避難計画作成数 
7計画 

[令和４年度] 
220計画 

 

No. 取組名 担当課 

15 国民健康保険被保険者証に係る届出手続きの電子化 保険課 

取組概要 

国民健康保険加入・脱退の届出や限度額適用認定証交付申請手続き等、現在、紙媒体で手

続きをしているものについて、タブレット端末等を使用した手続きとし、既存の各種情報や手続き

内容情報の突合と基幹業務システムへの入力を自動的にできるようにする。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

手続きの電子化率 
― 

[令和４年度] 
100％ 

 

第３次行政改革実行計画 



    

24 

 

No. 取組名 担当課 

16 建築指導に係る窓口業務における電子データ化の推進 建築指導課 

取組概要 

位置指定道路図及び建築基準法第 43 条第２項道路同意書の証明発行業務については、要

望の際に文書保管場所から紙媒体を持ち出し、コピーしている状況であり、相応の手間と時間を

要している。また、古い紙媒体は著しく劣化が進んでおり、出し入れを繰り返すうちに消失する可

能性もある。このことから、紙媒体を電子データ化することにより、これらの問題を解決し、窓口に

おける対応時間を短縮することで行政サービスを向上するほか、職員の負担軽減を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

窓口業務にかかる時間 

12分／回 

（480分／月） 

[令和４年度] 

３分／回 

（120分／月） 

 

No. 取組名 担当課 

17 開発許可履歴の閲覧システム導入による窓口業務の効率化 開発審査課 

取組概要 

来庁者が、開発許可の履歴について確認する場合、職員が明細地図に手書きで開発許可区

域を落とし込んだプロット図を用いて確認しており、場所を探す時間を要していることから、開発

許可情報を地図上にプロットしたシステムを導入し、窓口に設置する端末で来庁者自身が検索

できるようにするとともに、対面機会と対応時間等の縮減を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

窓口業務にかかる時間 

10分／回 

（128時間／年） 

[令和４年度] 

５分／回 

（64時間／年） 

 

No. 取組名 担当課 

18 水道スマートメーターの試験的導入 給排水業務課 

取組概要 

水道メーターについて、直接目視しなくても使用水量を把握できる「スマートメーター」が開発・実

用化されているが、その実効性等を検証し、将来的な導入の是非の判断材料とするため、試験

的な導入を行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

設置箇所数 
― 

 [令和４年度] 
10か所 

 

No. 取組名 担当課 

19 小中学校副読本の在り方の検討 教育指導課 

取組概要 
教育研究所で刊行している小中学校副読本(小田原の自然、郷土読本「おだわら」、わたしたち

の小田原等)の在り方やデジタル化について検討を行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

デジタル化した副読本 
― 

 [令和４年度] 
２種 

 

No. 取組名 担当課 

20 図工展、美術展、科学展の在り方の検討 教育指導課 

取組概要 
デジタル化の進展や感染症への対応の観点から、小学校の図工展、科学展、中学校の美術

展、科学展の在り方やオンライン開催について検討を行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

オンライン開催展示実施件数 
１件 

 [令和４年度] 
２件 
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    市民の視点に立った行政サービスを提供することで、サービスの質の向上を図ります。 

 

【質の改革】 

No. 取組名 担当課 

1 提案型協働事業及び市民活動応援補助金の見直し 地域政策課 

取組概要 

市民活動団体の活動を資金面で応援する補助金制度において、市民活動団体がより活用しや

すく、また、多様な主体との連携により、市民活動団体のより活発で持続的な活動につなげるた

め、補助金制度の見直しを図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

補助金申込金額 
1,400千円 

[令和４年度] 
2,000千円 

 

No. 取組名 担当課 

2 防災意識向上に向けた研修等の実施 防災対策課 

取組概要 
地域などで実施している防災教室をプッシュ型で行うほか、市職員に対する防災講話などを実

施し、防災意識の向上を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

プッシュ型防災教室の年間実施回数 

（市内全 26地区） 

― 

[令和４年度] 
26回 

 

No. 取組名 担当課 

3 市民ホール施設使用料のキャッシュレス化 文化政策課 

取組概要 

市民ホール施設使用料については、市民ホール窓口での現金払いか銀行振込となっている

が、利用者からは、使用料が高額であること、あまり現金を持ち歩かないこと、銀行まで出向いて

振り込みをするのが不便であることなどから、クレジットカード決済やバーコード決済等のキャッシ

ュレスによる使用料納付を要望する声が多い。このため、市民ホール施設使用料のキャッシュ

レス化を目指し、利用者の利便性の向上を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

年間施設使用料に占める 

キャッシュレス決済の利用割合 

50％ 

[令和４年度] 
90％ 

 

No. 取組名 担当課 

4 生涯学習センター施設使用料の支払い日の見直し 生涯学習課 

取組概要 

生涯学習センターは、ホール以外の施設使用料の支払いを、使用日の１週間前までとしてい

る。コロナ禍においては、施設の利用について直前まで決定できないとの利用者の声があること

から、これに対応し支払い期限を使用直前まで可能とすることで、利用者の利便性の向上を図

る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

使用日の１週間前以降の支払者割合 
10％ 

[令和４年度] 
25％ 

 

 

 

 

（３）市民の視点に立った行政サービスの提供 
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No. 取組名 担当課 

5 図書館ネットワーク等運営の見直しによる利便性の向上 図書館 

取組概要 
令和７年度に実施する図書館システムの更新に向けて、現システムの運用状況について、ネッ

トワーク施設等の職員との打ち合わせやヒアリングを行い、利用者の利便性の向上を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

インターネットでの予約サービス利用件数 
83,000件 

[令和４年度] 
108,000件 

 

No. 取組名 担当課 

6 中央図書館の管理運営体制の見直し 図書館 

取組概要 

令和２年 10 月開館の小田原駅東口図書館が、指定管理者制度の導入により利用者サービス

に一定の効果を得ていることを踏まえ、今後の図書館の在り方を検討する中で、改めて中央図

書館の機能整理を行い、それに相応しい管理運営体制について見直しを行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

中央図書館の来館者数 
164,500人 

[令和４年度] 
172,700人 

 

No. 取組名 担当課 

7 ごみの分別ガイドの多言語化 環境政策課 

取組概要 

ごみの分別ガイドについては、英語、中国語（簡体字、繫体字）、韓国語、ポルトガル語の５種の

多言語化をしているが、在住外国人が多様化していることから、現状に即した言語によるごみの

分別方法の周知を図る。また、ウェブ上の翻訳機能を利用して、分別方法を周知するためのホ

ームページについても見直しを行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

対応言語数 
５か国語 

[令和４年度] 
10か国語 

 

No. 取組名 担当課 

8 指定ごみ袋発注方法のデジタル化 環境政策課 

取組概要 

販売店が指定ごみ袋を市に発注する際の発注方法は、ＦＡＸのみとなっている。ＦＡＸ機の不調

や停電時にＦＡＸが届かないなどのトラブルを回避するほか、販売店の負担を軽減するため、イ

ンターネットからの発注も可能とする方策を実施する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

インターネット経由の発注割合 
― 

[令和４年度] 
50％ 

 

No. 取組名 担当課 

9 野猿等対策事業に係る H群全頭捕獲の更なる連携の推進 環境保護課 

取組概要 

Ｈ群の全頭捕獲に向けて、神奈川県鳥獣被害対策支援センターに技術支援を仰ぎながら、小

田原市鳥獣被害防止対策協議会と協働し、囲い檻やサル用檻、監視システム等の設置を実

施していく。市街地に出没するハナレザルについては、出没地にワナを設置するなど、捕獲を行

っていく。 

※Ｈ群・・・市内片浦地区を中心に生息するニホンザルの群れのこと。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

サルの捕獲数 
０頭 

[令和４年度] 
12頭 
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No. 取組名 担当課 

10 ふれあい収集（戸別収集）の拡大の検討 環境事業センター 

取組概要 

小田原市古紙リサイクル事業組合が、自治会と協力して、紙布類について、ふれあい収集（戸

別収集）を実施している。今後、更なる高齢化が進展する中、ごみ集積場所まで持っていくこと

ができない排出困難者の増加が想定されるため、紙布類以外の燃せるごみ等についてもふれ

あい収集の検討・試行を実施し、それを踏まえて本実施する。  

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

実施件数 
 ０件 

[令和４年度] 
600件 

 

No. 取組名 担当課 

11 国民健康保険の医療費通知再発行に係る電子申請の導入 保険課 

取組概要 
国民健康保険事業に係る事務は複雑・多岐にわたるため、簡易な申請である当該通知再発行

申請について電子申請も可能とする。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

電子申請率 
― 

 [令和４年度] 
70％ 

 

No. 取組名 担当課 

12 屋外広告物規制図のデジタル化 まちづくり交通課 

取組概要 

現在、屋外広告物条例規制図は窓口閲覧のみであり、事業者等からの問い合わせは、１件ごと

に職員が調査し回答しているため、地理情報システム Navi-O の都市計画図に、屋外広告物条

例規制図情報を追加し、行政サービスの向上及び事務負担の軽減を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

問い合わせ件数 
150件 

 [令和４年度] 
75件 

 

No. 取組名 担当課 

13 建築に関する各種規定等情報の提供に係るサービスの向上 建築指導課 

取組概要 

建築に関する規定や必要な手続きについては、市ホームページに掲載しているが、市民等から

の問い合わせに対してより効果的に案内するため、該当内容のホームページ上の説明画面が

直ちに見られる QR コード一覧を用意し、サービス向上を図る。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

当該ホームページのアクセス数 
80／月 

 [令和４年度] 
250／月 

 

No. 取組名 担当課 

14 魅力ある公園づくり みどり公園課 

取組概要 

既存の街区公園の中には、広さや立地に恵まれているものの、遊具や設備の老朽化などにより

十分に利用されていない公園もあることから、これらについて、誰もが利用したくなるような魅力

ある公園とするため順次再整備を行う。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

再整備公園数 
― 

[令和４年度] 
５公園 
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No. 取組名 担当課 

15 放課後児童クラブ運営の充実 教育総務課 

取組概要 

放課後児童クラブ負担金の支払いについて、ペイジーやコンビニ収納システムを導入し、負担金

をより支払いやすい環境にする。また、放課後児童クラブでの生活をより充実させるため、市民

活動団体や子ども教室と連携し、日常のプログラムの充実を図る。さらには、放課後児童クラブ

の委託について、地域の特色を生かしたクラブ運営を図るため、事業に参入できる市内事業者

を育成する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

クラブ入所者数 
1,744人 

 [令和４年度] 
1,851人 

 

No. 取組名 担当課 

16 小中学校就学支援事業等における電子申請の導入 教育指導課 

取組概要 
申請者の利便性の向上と事務負担の軽減を図るため、特別支援教育就学奨励費支給申請に

ついて電子申請を導入する。 

目 標 

指 標 基 準 値 目 標 値 

電子申請率 
― 

 [令和４年度] 
70％ 
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    将来にわたって安定的に行政サービスを提供し続けるため、新たな歳入確保策を検討します。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 
企業版ふるさと納税の積極的な活用に向けた支援

サービスの導入 
企画政策課 33,810 R5 

2 広告収入の拡大 
企画政策課 

生涯学習課 
1,212 R6 

3 ふるさと納税（個人版）の積極的な活用 企画政策課 1,434,300 R5 

4 
ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの実

施 
企画政策課 2,500 R5 

5 市営住宅使用料の滞納整理業務の強化 建築課 5,880 R6 

6 
緊急消防援助隊登録車両更新に係る補助金の有

効活用 
警防計画課 9,800 R9 

５年間の財政効果額累計（目標値） 1,487,502 千円 

 

 

 

 
    将来にわたって安定的に行政サービスを提供し続けるため、歳出全般の効率化を図ります。 

 

【量の改革】 

No. 取組名 担当課 
財政効果額 

（千円） 

実施 

年度 

1 庁内会議等におけるペーパーレス化の推進 企画政策課 12,600 R5 

2 議案書等のペーパーレス化 
総務課 

財政課 
9,865 R5 

3 防災服の見直し 防災対策課 1,070 R5 

4 図書館学習イベント開催事業の見直し 図書館 2,085 R5 

5 給食調理業務の委託化 学校安全課 9,816 R6 

6 片浦中学校統合に伴う通学費補助金の廃止 教育指導課 600 R6 

7 
議会資料のペーパーレス化の推進に伴う用紙等経

費の削減 
議会総務課 11,206 R5 

５年間の財政効果額累計（目標値） 47,242 千円 
 

視 点 ３ 持続可能な財政基盤の確立 

（１）歳入確保の取組 

（２）歳出の取組 
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４ 計画期間内の調整案件一覧 

計画期間内での実施に向け、調整していく取組の一覧になります。ここに掲載している取組について

は、市民や関係団体との調整や内部での整理等を行い、今後の調整により具体的な方向性が決定す

るものであることから、財政効果額や目標値等は示していません。 

 

視点１ 効率的・効果的な行財政運営                      32項目 

量の改革                                        17項目 

1 自立・更生保護活動支援団体の自立化促進に係る検討 

2 自立・更生保護活動支援事業の啓発イベント実施主体の見直しに係る検討 

3 広域証明発行サービス事業の廃止 

4 非常時情報通信システムの見直し 

5 耐震シェルター等設置費補助金の廃止 

6 街頭消火器の更なる削減に向けた見直し 

7 職人育成研修等推進事業の見直し 

8 視聴覚ライブラリー事業の見直し 

9 畜犬登録・狂犬病予防注射事業に係る集合注射の段階的廃止 

10 生きがいふれあいフェスティバル開催方法の見直し 

11 指導者派遣事業委託料の見直し 

12 地区健全育成組織支援事業の見直し 

13 若年者雇用支援事業  ジョブシャドウ（高校生の職業体験）の見直し 

14 小田原市幼年防火委員会事業の見直し 

15 小田原・あしがら防火安全協会事業の見直し 

16 市立幼稚園の在り方の見直し 

17 市政研究会の廃止（議員懇話会へ統合） 

質の改革                                        15項目 

18 生涯現役推進事業の在り方の検討 

19 地域コミュニティ組織との協働によるまちづくり 

20 市美術展の効率的な会期の見直し 

21 生涯学習センターけやきの器具使用料の見直し 

22 災害時医療救護体制整備事業の見直し 

23 子育て支援フェスティバル開催事業の見直し 

24 児童プラザ管理運営事業の見直し 

25 小田原ブランド推進事業の見直し 

26 企業市民まちづくり協議会の運営の見直し 

27 中河原ふれあい広場の利活用の見直し 

28 小田原みなとまつり開催事業の見直し 

29 釣り船交流体験事業の検討 

30 持続可能な消防団体制の構築 

31 消防団施設の再整備 

32 郷土学習推進事業（尊徳学習・環境学習）の見直し 

視点２ 行政サービスの質の向上                         11項目 

量の改革                                         3項目 

1 
公民連携による歴史的建造物の民間活用 

（旧内野醤油店、清閑亭、豊島邸） 

2 地場産業等トータルプロデュース講座の見直し 

3 小田原地下街管理運営事業の見直し 
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質の改革                                        8項目 

4 オンライン相談等の実施 

5 地球市民フェスタの見直し 

6 道路・河川等の維持管理に係る公民連携方策の検討 

7 市立病院の窓口手続き等に係るデジタル化・スマート化の推進 

8 消防団運営事務の見直し 

9 通学路の安全対策に係る見守りシステム導入の検討 

10 学校給食栄養管理業務の効率化 

11 農業委員会運営事務の効率化 

視点３ 持続可能な財政基盤の確立                       20項目 

量の改革                                        17項目 

1 使用料・手数料の見直し 

2 公共施設の駐車場有料化の検討 

3 民間のノウハウを生かした市有財産の有効活用 

4 ネーミングライツの検討 

5 市民集会施設の見直し 

6 尊徳記念館の開館日の見直し 

7 郷土文化館及び松永記念館の開館日の見直し 

8 障がい者施設等通所者交通費助成事業に係る助成金額の見直し 

9 高齢者筋力向上トレーニングと高齢者体操教室開催事業等の見直し 

10 小田原市休日・夜間急患診療所運営費負担金の適正化 

11 なりわい交流館管理運営事業の見直し 

12 海水浴場管理運営事業の見直し 

13 水産市場用駐車場用地借り上げ料の見直し 

14 消防指令システムと消防救急デジタル無線の更新時期の見直し 

15 井戸水使用世帯に係る下水道使用料の賦課の適正化 

16 議会ホームページ広告収入の拡大 

17 本会議及び委員会の出席者の効率化を図ることによる人件費の削減 

質の改革                                         3項目 

18 生活保護費返還金等債権の適正管理 

19 生活保護費返還金等に係る収納事務の効率化 

20 （仮称）新しい学校づくり基金の造成 

計 63項目 
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第３章 受益者負担の在り方に関する基本方針 
 

 市が提供するサービスは、市民に納めていただいた税金で賄うのが原則ですが、全て税金

で賄うとサービスを受ける市民（受益者）と受けない市民との不公平が生じることから、特

定の受益者がいる場合は一定の負担を求める必要があります。 

 そのためには、市民に市が提供するサービスについて費用がどの程度かかるかを明らかに

するとともにその実態を広く理解してもらうことが必須であり、その結果がサービスの維持

につながります。 

 これらの考え方を明確に示し、持続可能な行財政運営を行っていくために、平成 30 年

（2018 年）４月に「受益者負担の在り方に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を

策定しました。 

 この基本方針に基づき、使用料及び手数料の適正化に向け取組を行ってきましたが、新型

コロナウイルス感染症等による市民や事業者等に与える影響を勘案し、第２次行政改革実行

計画期間内における見直しは見送ることとしました。 

 今回、第３次行政改革実行計画を策定するに当たり、現計画の基本的な考え方は踏襲しま

すが、コロナ禍等の社会経済情勢の変化など時代に合わせた考え方を取り入れるとともに、

より適正で柔軟な料金設定とするため、基本方針を改訂しました。 
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１ はじめに 

サービスに対する市民のニーズが複雑化、多様化する一方、経済成長の鈍化により税収が

減少する懸念がある厳しい財政状況において、効率的な税配分を行うために、施策の一層の

選択と集中が求められています。 

また、市民の側においても、納税者意識と税金の使途に対する関心が高まっており、それ

と同時に、一部の市民だけが利用する選択的なサービスに対しての受益者負担の関係に対す

る不公平感が生じることも考えられます。 

そこで、受益者負担の適正化については、負担の公平性の観点から、利用しない市民も含

め広く税金という形で負担する「公費負担」と、利用者が負担する「受益者(利用者)負担」

の割合についての考え方を明確にし、市民の十分な理解を得ていくことが今後のサービスの

維持に必要と考えます。 

以上のことから、受益者負担の適正化を円滑に行うため、受益者負担の原則（公平性）、算

定方法の明確化（透明性）、減額・免除基準の統一等を考慮し、市の関与の必要性に主眼を置

いて基本的な方針を策定するものです。 

 

２ 受益者負担の適正化の基本的な考え方 

本市の使用料・手数料については、地方自治法第 225 条及び第 227 条の規定に基づき、条

例で額を定め、サービスの対価として利用者から徴収しています。 

しかし、これらの料金設定については、長期にわたり料金の見直しが行われていないもの

や、社会経済情勢や市民の価値観、サービスの利用実態の変化等に対応した料金設定となっ

ていないものもあります。 

このため、サービスの受益者である利用者と未利用者との負担の公平性を確保し、利用者

がどこまで負担すべきか、税金でどこまで補うべきかについての基本的な考え方を整理し、

統一的な基準を定めるとともに、今後は定期的に見直しを実施する必要があります。 

この基本方針は、使用料や手数料を徴収し提供する本市のサービスについて、それに要す

る経費を的確に把握するとともに、一定の考え方に基づいて受益者負担額を算定することに

よって、負担する内容の透明性を高め、受益者である利用者と未利用者、双方の理解を得る

料金設定とすることを目的に策定するものです。 

 なお、使用料と手数料は、行政サービスの対価という点では同じですが、使用料が施設の

利用に対する対価であり、個人のし好による使用の観点が大きいのに対して、手数料は人的

サービスの対価であり、特定の者に役務を提供する場合に地方公共団体に一定の費用が生じ

たことに対する実費負担の性格を持っているという違いがあります。また、手数料は法律等

に基づくものや個別の施策との関連性が強い部分もあります。 

 このため、使用料と手数料を一括りとせず、それぞれの特性に合った取扱いを定めます。 

 
～地方自治法抜粋～ 

  
（使用料） 

第二百二十五条  普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公

の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 

（行政財産の管理及び処分） 

第二百三十八条の四⑦ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 

（手数料） 

第二百二十七条  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収

することができる。 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第二百二十八条① 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。こ

の場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務（以

下本項において「標準事務」という。）について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令

で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 
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３ 見直し対象とする使用料及び手数料 

（１）使用料 

公の施設として設置に関する条例が定められている施設等のうち、使用料が設定されて

いるものについては、全て見直しの対象とします。また、使用料に準ずる雑入等について

も、その対象とします。 

さらに、公の施設として設置に関する条例が定められている施設等で、現時点において

使用料が徴収されていないものについても、経費が掛かっているため、施設等の利用者と

未利用者との負担の公平性を確保するという観点から、徴収が必要と思われるものについ

ては見直しの対象とし、指定管理者が運営している施設についても、見直しの対象としま

す。 

 

（２）手数料 

地方自治法第 227 条の規定に基づき、小田原市手数料条例で定める特定の者のために

する事務について徴収する料金（印鑑登録証明手数料など）については、全て見直しの対

象とします。 

さらに、現時点においては、手数料の徴収を行っていないものについても、サービスの

利用者と未利用者との負担の公平性を確保するという観点から、徴収が必要と思われるサ

ービスについても見直しの対象とします。 

 

（３）対象外とする使用料及び手数料 

・法令の規定により、料金または算定方法が定められているもの 

・県内で統一料金などの申し合わせがされているもの 

・原価算定方式によるコスト計算が適さないもの 

・特別会計等、独立して経営管理を行っているもの 

 

４ 使用料及び手数料算定の基本方針 

（１）受益者負担の原則 

使用料及び手数料は、サービスの利用者（受益者）と未利用者との負担を公平に扱う観

点から徴収されるものであるため、利用者であれば一定の料金を負担することを原則とし

ます。 

 

①負担の公平 

サービスの利用者と未利用者との負担の公平を図るため、受益の範囲においてそのサー

ビスに要した経費を基本とした料金設定とします。 

 

②負担均衡の原則 

サービスの公共性の程度に基づいて、市が負担すべき部分と利用者が負担すべき部分と

の均衡を考慮します。 

 

（２）算定方法の明確化 

利用者や市民に分かりやすく説明できるよう、積算根拠を明確にした算定方法などを定

め、透明性の確保に努めます。 

 

（３）定期的な見直し 

社会経済情勢や市民の価値観、サービスの利用実態の変化等を勘案しながら、定期的に

見直しを実施します。  
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５ 原価算定の考え方 

使用料及び手数料の算定に当たっては、その事務処理に要した人件費と物件費を対象に「原

価」とし、その「原価」にサービスの必需性や公益性に基づき、市が負担する部分と利用者が

負担する部分の割合を乗ずることで算定することとします。 

 

（１）原価に算入する経費 

利用者（受益者）が負担する経費として、原価に算入する経費の対象は、サービス提供

や施設の維持管理等に要する「人件費」と「物件費」とします。 

 

＜原価に算入する経費＞ 

対象とする経費 

該当項目 

使
用
料 

手
数
料 

原価 

人件費 
サービス提供や施設を維持管理するための業務に、直接従事す
る職員数に年間平均人件費（職員給与、職員手当、共済費等）を
乗じた額 

○ ○ 

物件費 

賃金 臨時職員賃金、社会保険料 ○ ○ 

需用費 

消耗品費 施設運営又はサービス提供に係るもの ○ ○ 

燃料費 施設運営に係るもの ○  

印刷製本費 施設運営又は当該サービスに係るもの ○ ○ 

光熱水費 施設運営に係るもの ○  

修繕料 建物及び設備の修繕に係るもの ○  

役務費 

通信運搬費 施設運営に係るもの ○  

手数料 施設運営・備品維持に係るもの ○  

保険料 建物に係るもの ○  

委託料 清掃、警備、機器保守点検等 ○  

使用料及び 
賃借料 機器リース等（電算システムに係るもの） ○ 〇 

原材料費 施設運営等に係るもの ○  

備品購入費 施設運営に係るもの ○  

その他、受益者が負担すべきと考えられるサービスの提供や施
設運営等に要する費用 

○ ○ 

 

（２）原価に算入しない経費 

＜原価に算入しない経費＞ 

原価に算入しない経費 理由 

土地の取得に係る経費 
土地は、時間の経過によって価値が減少しない資産であ
り、減価償却資産ではないため 

施設の建設に係る費用 

(減価償却費を含む) 
公の施設は「市民全体の財産」として誰もが利用でき、受
益者となり得るものであるため 

臨時的な対応に伴う経費 
災害時対応など臨時的に提供するサービスに係る費用は、
本来、提供するサービスとは目的が異なるものであるため 

受益者が特定されている費用 
施設で実施する講座等で使用する教材などに係る費用は、
講座等の利用者が負担するものであるため 

第３次行政改革実行計画 



 

36 

 

（３）公費負担と受益者負担割合 

①使用料 

市の施設には、市民の生活基盤を支える公共公益の役割があることから、使用料収入の

みによる管理運営ではなく、応分の市の負担は必要であると考えます。また、施設の性質

は、公益性の高い施設や、民間も運営している市場性の高い施設など、提供するサービス

の内容によって大きく異なります。このため、すべての施設を一律の受益者負担割合によ

って使用料を算定するのではなく、施設の利用形態や機能に着目しサービス内容につい

て、「必需性」と、「公益性」の２つの視点で分類し、その分類ごとに受益者負担割合を設

定することを基本とします。 

 

＜性質別分類の考え方＞ 

サービスの性質 分類 

サービスが必需的か選択的か 

必需的サービス 
日常生活を営む上で、必要不可欠なサ
ービスを提供するもの 

選択的サービス 
上記以外の、日常生活をより便利に快
適にするために、個人の意思で選択的
に利用するもの 

サービスが公益的か私益的か 
公益的サービス 

民間では提供することが難しく、主と
して行政がサービスを提供するもの 

私益的サービス 
民間でも同種・類似するサービスを提
供しているもの 

※公費負担と受益者負担割合については、よりきめ細かく対応するため、負担の割合を

100％、75％、50％、25％、0％の５種類とします。 

 

＜性質別分類による標準的な受益者負担割合と施設例＞ 

 

 

【Ｃ】50％ 

 

観光施設・生涯施設等 

【Ｂ】25％ 【Ａ】０％ 

 

道路・学校等 

【Ｆ】75％ 

 

スポーツ施設等 

 【Ｅ】50％ 

 

会議室・ホール等 

【Ｄ】25％ 

【Ｉ】100％ 

 

トレーニング室 

自転車駐車場等 

 

【Ｈ】75％ 【Ｇ】50％ 

 

斎場・幼稚園・市場等 

 

 

  

公益的サービス 

私益的サービス 

選
択
的
サ
ー
ビ
ス 

 
必
需
的
サ
ー
ビ
ス 
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②手数料 

特定の利用者が利用するサービスのみについて設定していることから、受益者負担割合は

100％を原則とします。ただし、市の重要な施策として実施するサービスや近隣市町と整合

性を取る必要があるサービスについては、この原則から大きく逸脱することなく、かつ、市

民の理解が得られる範囲で受益者負担額を設定します。 

 

６ 使用料の算定方法 

使用料の算定は、次のとおりとし、算定に用いる人件費、物件費及び件数等の基礎的な数

値は、社会経済情勢等を考慮しつつ、２年以上の複数年の平均とします。また、稼働率の低

い施設は利用者負担が過大となり、利用率の低下を招く可能性があることから、「稼働率の

向上効果も含めた使用料収入増」、「コストカットによる歳出削減」「利用時間等を制限する

などのサービスカットによる歳出削減」の視点を含めて見直しを行うこととします。 

 

使用料 ＝ 原価 × 性質別負担割合（受益者負担割合 ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ） 

 

 

（１）１室（区画）当たりの原価から使用料を算定する場合（一定区画利用の場合） 

会議室等の使用では、一定の区画を貸し出しすることとなるため、面積・時間単位で設

定することが適当な施設として、原価（人件費＋物件費）を施設面積及び年間利用時間で

除して算出することとします。 

【例】会議室・研修室・駐車場等 

 

① １ ㎡ の 年 間 原 価 ＝ 施設全体の原価 ÷ 施設面積 

※施設面積 ＝ 延べ床面積 

② １ ㎡ の 時 間 原 価 ＝ 上記① ÷ 年間利用時間 

※年間利用時間 ＝ 開館日数 × １日当たり利用時間 × 稼働率 

③ １ 室 当 た り の 原 価 ＝ 上記② × 貸出面積 × 貸出時間 

④ １室当たりの使用料 ＝ 上記③ × 性質別負担割合（受益者割合） 

 

 

（２）利用者１人当たりの原価から使用料を算定する場合（個人利用の場合） 

体育館等不特定多数の個人が同時に利用する施設では、１人当たりで設定することが適

当な施設として、原価を年間利用者で除して算出することとします。 

【例】体育館 

 

① １ 人 当 た り の 原 価 ＝ 施設全体の原価 ÷ 年間利用者数 

② １人当たりの使用料 ＝ 上記① × 性質別負担割合（受益者割合） 

 

 

（３）貸出単位 

１室当たりの空間に対する使用料を算出する場合、「年間利用時間」を単位として算出

することから、施設の貸出単位は、午前・午後・夜間・全日などの区分貸出は行わず、原

則、１時間単位で設定することとします。ただし、演劇ホールや野球場など複数時間単位

で貸し出すことで利用者の利便性が向上する場合は、複数時間単位の設定も可能としま

す。 
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この場合の使用料は、１時間当たりの使用料基本単価に貸し出し時間を乗じた金額を設

定することを基本とし、また、利用時間帯による使用料等の格差は、それぞれの施設（サ

ービス）において設定できるものとします。 

 

（４）付帯設備の取扱い 

施設などに元々備わっている付帯設備（空調、給排水等）の利用については、施設使用

料に含めることとしますが、夜間照明設備や特殊音響設備のように施設の利用に付加価値

を付ける設備の使用料については、施設使用料と区分し、実費相当分を使用料として設定

します。 

 

① 付 帯 設 備 の 原 価 ＝ 付帯設備の維持管理費 

② 付帯設備の使用料（１回当たり） ＝ 上記① ÷ 年間利用回数 

 

 

（５）備品などの使用料について 

ホールに設置されたピアノや会議室等で使用するプロジェクターなどについては、施設

の利用とは別に利用者の意思により利用されます。そのため、これらの備品については、

減価償却を考慮し、施設使用料とは別に使用料を定めます。 

 

備品使用料 ＝ 備品購入費 ÷ 耐用年数 ÷ 年間利用回数 

 

 

７ 手数料の算定方法 

手数料の算定は、原則として次のとおりとします。なお、算定に用いる人件費、物件費及

び件数等の基礎的な数値は、社会経済情勢等を考慮しつつ、２年以上の複数年の平均としま

す。 

 

手数料 ＝ 原価 

 

 

（１）原価の算定方法 

 

① １分当たりの人件費単価 ＝ １人当たりの年間平均の人件費 ÷ 2,000 時間 ÷ 60 分  

・一般行政職：○○円、技能労務職：○○円 

・一般行政職（再任用）：○○円 、技能労務職（再任用）：○○円 

② 処理時間（分） 

手数料を徴収する事務ごとに、それぞれ１件当たりの標準的な処理時間を設定します。 

なお、証明書交付等の事務処理における標準的な処理時間は、算定に用いた期間の状

況を踏まえ、１件当たり“○分”と設定します。ただし、個別に標準的な処理時間を設

定できる証明書交付等の事務処理については、この限りではありません。 

③ １件当たりの原価 ＝ 上記① × 上記② + 年間物件費 ÷ 年間処理件数 

 

※勤務時間：2,000 時間 ≒ １日７時間 45 分 × 260 日（５日×52 週） 
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８ 使用料及び手数料算定にあたり考慮すべき事項 

（１）各公共施設等の状況について 

基本方針に基づき使用料及び手数料を算出した結果、周辺自治体の類似施設より著しく

高額となり、公共施設の利用率の低下を招くおそれがある場合や、現行使用料より著しく

低額となることで民間企業の営利事業を圧迫する場合は、適正な使用料となるよう調整で

きることとします。 

また、施設の特性や利用者のニーズ等を鑑み、曜日や時間帯別の需要の多寡等により、

柔軟な料金設定ができるようにします。 

 

（２）指定管理者制度の利用料金制を導入している施設の場合 

指定管理者制度を導入して利用料金制を採用している施設の使用料の改定は、指定管理

者の収益に影響するため、指定管理料については、施設の管理・運営に必要と想定される

経費総額を積算し、利用料金収入を勘案したうえ適切な設定とし、指定期間であっても、

指定管理者と料金変更の時期について協議するものとします。 

また、指定管理者のインセンティブを高め、サービスの質や量が向上すると利用の増加

につながるよう考慮するものとします。 

 

＜指定管理者制度の利用料金制を導入している施設の料金改定のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）激変緩和措置 

基本方針に基づき使用料及び手数料の算出をした結果、従来の使用料等と比べ、急激な

値上げとなり、市民生活への影響が懸念される場合が考えられます。そのため、激変緩和

措置として、一定の幅の値上げに収めるように使用料等を設定することとします。 

現行料金より著しく高額となる場合は、現行料金の概ね 1.5 倍程度を改定上限として、

定期的に検証することで段階的に改定できることとします。 

 

（４）減額・免除について 

使用料及び手数料の減額・免除については、経済的・社会的弱者の支援や団体の活動促

進等のために、政策的な特例措置として減額や免除を実施してきたところです。 

その結果、スポーツや文化、生涯学習の振興及び推進に一定の成果を果たしてきまし

た。しかし、その半面、施設においては、利用団体のほとんどが減免団体となっている状

況や利用者の固定化を招いています。 

管
理
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また、本来負担すべき料金を利用者が負担しないことは、利用者間の不公平につながる

ことや、公共施設を継続的に運営していくという経営的な観点からすると、減額や免除さ

れる金額を一般の利用料金に転嫁して、差額分を補うことが必要となり、利用者間の不公

平の拡大につながることも考えられます。 

以上を踏まえると、施設の使用の対価として定めた使用料の意義を保つ上から、また、

市民全体の公平性を維持していく上からも、減免基準を明確にし、適切な運用をしていく

ため、基本的な考え方を定めます。 

 

①使用料の減額・免除の基準 

現在の減額・免除制度は施設ごとに取扱いを定めて運用してきましたが、今後は公平

性・公正性を確保するために、できるだけ共通の対応となるよう「基準の統一」を図りま

す。ただし、基準の統一が困難な施設については、「負担の公平性」、「施設の設置目的

と利用者との関係」などを十分に考慮して、施設ごとに減額・免除の取扱いを定めること

とします。 

 

減額・免除する場合の判断基準 

・「市の主催」、「市の共催」など市の行政活動に関わる場合（「後援」は減免しない） 

・国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供する場合 

・災害その他緊急を要するやむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用す

る場合 

・子ども、高齢者、障がい者の方への配慮や、文化・スポーツ振興、地域振興といっ

た目的が適切である場合 

 

ア 団体が施設を利用する場合 

次の場合、使用料を減額・免除することができることとします。 

（ア）市が主催する事業に使用する場合、免除 

（イ）市が共催する事業に使用する場合、使用料の２分の１を減額 

（ウ）国又は地方公共団体が公用のため使用する場合、使用料の２分の１を減額 

（エ）高齢者の生きがいづくり及び健康づくりに関する活動を推進するため、高齢者団

体（60 歳以上の占める割合が２分の１以上の団体）が利用する場合、免除または 

２分の１を減額 

（オ）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する市内の学校及び児童福 

祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条に規定する市内の児童福祉施設が、特定目 

的で使用する場合、免除または使用料の２分の１を減額 

 

イ 個人が施設を利用する場合について 

次の場合、使用料を免除することができることとします。 

（ア）身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する者及び介助者 

（イ）65 歳以上の方 

 

ウ その他 

（ア）既に当該サービスに対する補助等が行われている場合には、減免対象としない 

（イ）減免基準については、条例、規則もしくは要綱で明確に定めること 

 

エ 指定管理者制度導入施設での減額・免除の取扱い 

指定管理者制度を導入して利用料金制を採用している施設のうち減額・免除規定のあ

る施設の場合、減額・免除によって指定管理者の収入が少なくなれば、自主的な運営を
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阻害することとなります。そもそも減額・免除規定は政策的な特例措置として実施する

ものであり、指定管理者制度が導入されているか否かにかかわるものではありません。 

また、利用者の立場からすれば、施設の管理者が市であるか指定管理者であるかは直

接的には関係なく、同様の取扱いをすることが適当と考えられます。従って、当該施設

におけるそれぞれ施設所管課は、減額・免除による補てん分を考慮のうえ指定管理料を

定め、指定管理料に減額・免除による補てん分も含めるものとして取り扱うものとしま

す。ただし、指定管理者が独自の裁量で利用料金を設定した場合には、補てんの対象と

はなりません。 

 

②手数料の減額・免除の基準 

手数料の減額・免除の基準は、それぞれ各種証明書等の用途に応じて個別に規定するも

のとします。減額・免除は受益者負担の原則（負担公平・負担均衡）の観点から政策的な

特例措置であることを十分認識し、真にやむを得ないものに限定するものとします。 

なお、減額の基準はありません。 

 

免除する場合の基準 

・国又は地方公共団体において、行政目的に必要な場合 

・法令等で規定により免除することが定められている場合 

 

（５）使用料及び手数料の単位について 

算定額については、市民の利便性や窓口での料金取扱事務の煩雑性を考慮し、端数処理

はそれぞれ以下のとおりを原則とします。 

ア 使用料の単位 

(ア) 1,000 円未満の場合  50 円単位の金額とします。 

(イ) 1,000 円以上の場合 100 円単位の金額とします。 

イ 手数料の単位 

(ア) 100 円未満の場合  10 円単位の金額とします。 

(イ) 100 円以上 1,000 円未満の場合 50 円単位の金額とします。 

(ウ) 1,000 円以上１万円未満の場合 100 円単位の金額とします。 

(エ) 1 万円以上 10 万円未満の場合 1,000 円単位の金額とします。 

(オ) 10 万円以上の場合は上位３桁まで(上位４桁目を切捨て)の金額とします。 

 

（６）市民以外が利用する場合等の使用料の設定について 

市が所有する公の施設は、施設の取得が公費により賄われていること、また、施設の大

半はその維持管理費用に使用料収入等に加えて市民からの税金により賄われていることか

ら、基本的には市民が優先してサービスの恩恵を受けるべきものです。このため、受益者

負担の原則（負担公平・負担均衡）の観点から、営利を目的と認められる場合や市民以外

の使用料の設定は、割増料金を設定することができるとこととします。 

ア 営利を目的と認められる場合の使用料は規定の使用料に 25 を乗じた額の範囲内と

し、個々の施設の実情を踏まえ設定することとします。 

イ 市外利用者に対する使用料については、1.5 から 10 を乗じた額の範囲内とします。 

ウ 市内利用者と市外利用者等の区分について 

市内利用者は、市内在住、在勤、在学のいずれかを満たす者を市内利用者とします。 

市外利用者は、市内利用者以外の者とします。また、団体における市内利用者と市外

利用者の区分については、市内利用者に該当する団体の構成員が過半数であることを判

断基準とします。 
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（７）定期的な見直し 

使用料及び手数料については、市民二ーズや施設の維持管理費用の変化、サービス内容

及び公の施設の在り方等を勘案しながら、定期的に見直しを実施するものとします。見直

しの時期については、利用者の混乱や事務手続き等の増加を避けることに配慮しつつ、社

会経済情勢等を勘案して適切な時期に実施するものとします。 

ただし、施設改修など大幅な施設の維持管理費用、提供面積、提供時間の変更が見込ま

れる場合には、変更時に見直しを実施するものとします。なお、使用料及び手数料の料金

の算定は、原価を基本としたものであるため、効率的な施設の管理運営や事務の効率化

等、継続的な経費縮減に努めながら、料金設定の適正化を図っていくものとします。 

 

９ 使用料・手数料の見直し方法（現在、使用料及び手数料を徴収しているサービス） 

（１）見直しを検討する使用料・手数料 

①使用料について 

「現行の使用料徴収相当額※」と、「原価に性質別分類による受益者負担割合を乗じた

額」を比較して、「概ね±10％」を超えるかい離が生じている施設については、使用料の

見直しを検討します。 

また、原価及び使用料徴収相当額は、消費税及び地方消費税を含む額で算定します。 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※使用料徴収相当額は、実際に使用料として徴収した額に、市が使用料を減額・免除した

相当額を加算した額をいいます。 

 

②手数料について 

現行の手数料と原価を比較して、「概ね±10％」を超えるかい離が生じている場合は、手

数料の見直しを検討します。手数料の原価については、消費税及び地方消費税を含む額で

算定します。 

 

【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価 

× 

性質別分類による 

受益者負担割合 

  110％を超える  

 
110％ 

 

90％ 

 

 90％未満  

原価 1,000円 

  1,200円  

 
1,100円 

 

900円 

 

 800円  

現行使用料徴収相当額 

見直し検討対象 

適正範囲内 

見直し検討対象 

現行手数料 

見直し検討対象 

適正範囲内 

見直し検討対象 
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１０ 消費税及び地方消費税の改正に係る使用料及び手数料への転嫁について 

消費税率が改正された場合には、使用料及び手数料に転嫁することとします。 

 

１１ 公共施設の駐車場について 

   公共施設の維持管理にかかる経費は、施設利用者から徴収した使用料が充てられます

が、大部分は公費により賄われています。 

  また、今後、施設の老朽化に伴い、維持管理や更新などに要する経費の増嵩が見込まれ

ます。 

  こうした中、本市では、施設の適正な維持管理や利用者の利便性向上を図るため、市立

病院やわんぱくらんどなどで駐車場の有料化に取り組んできました。 

  こうした状況を踏まえ、施設の性質や施設周辺の状況、市民の利用実態などに一定の配

慮をしつつ、自家用車の使用を抑制し、公共交通機関の利用を促進することによるゼロカ

ーボンの推進や、目的外利用の抑制、自主財源の確保、市有財産の有効活用などの観点か

ら、公共施設の駐車場有料化について検討を進めるものとします。 
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小田原市人権施策推進指針の改定について 

 

１ 小田原市人権施策推進指針について 

国際的・国内的に人権に関する多くの取組が進められてきた中で、本市に

おいても、人権問題の解決に向けて人権尊重の視点に基づき何を大切にし、

また、どのように市の人権施策を推進するべきかを明らかにするため、平成

23年（2011年）に「小田原市人権施策推進指針」を策定した。 

 

２ 改定の趣旨 

 指針策定後、約10年が経過し、その間、国内外の社会情勢の変化等により

人権問題は多様化・複雑化するとともに新たな問題も生じている。また、そ

れらに対応する新たな法律も制定されるなど、人権を取り巻く状況が変化し

ていることから、現行指針を時代に対応した内容に改めることで、市の人権

施策をさらに推進し、人権が尊重された社会の実現を目指す。 

 

３ 改定時期（予定） 

令和５年（2023年）３月末 

 

４ 指針（改定版）の骨子と主な改正点 

(1) 第１章 人権施策推進指針の策定にあたって（参考資料３－１ １頁参照） 

ア 指針策定の背景として、国際連合で採択された持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）について追記した。 

イ 指針の改定にあたり考慮した視点を新たに記述した。 

(2) 第２章 指針が目指すもの（参考資料３－１ ４頁参照） 

ア 基本理念及び基本目標については、現行指針から継続している。 

基本理念：誰もが人として大切にされ、共に生き、支え合うまちづくり 

基本目標：人権が尊重される市政の推進 

参画と協働による人権施策の推進 

人権意識の向上、人権感覚の育成 

資料３ 
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(3) 第３章 人権施策の推進へ向けて（参考資料３－１ ５頁参照） 

ア 基本目標の実現に向けて、「人権教育・啓発の推進」、「相談・支援の充

実」及び「人権施策推進に向けた多様な主体との連携」に取り組むこと

を新たに記述した。 

イ 多様な主体との連携を取りながら諸施策の推進に取り組むことを記

述した。 

(4) 第４章 分野別施策の推進（参考資料３－１ ７頁から38頁参照） 

ア 現行指針と同様に人権問題ごとに、現状と課題、主要施策の方針を新

たに記述した。 

イ 分野別施策の項目に、性的指向や性自認に関する人権、自死や貧困の

問題を追記したほか、災害に伴う問題、戸籍に記載が無い人の問題、拉

致被害者の問題を新たに記述した。 

ウ 子どもの人権では、ヤングケアラーの問題を新たに記述したほか、施

策の方針として多様性の尊重や子どもの権利を大切にすること等を新

たに記述した。 

エ 障がい者の人権では、障がい者差別解消法の施行により合理的配慮を

行うことを新たに記述した。また、障がいのある人が直面している社会

的障壁について具体的な事例を新たに記述した。 

オ 外国につながりのある人の人権では、外国籍の人だけでなくルーツを

持つ人も含め範囲を広げたほか、ヘイトスピーチについて新たに記述し

た。 

カ 疾病等に関する人権問題では、ハンセン病等の問題のほかに新型コロ

ナウイルス感染症による偏見や差別等について新たに記述した。 

キ 犯罪被害者等の人権では、現行指針では犯罪被害者等の人権と刑を終

えて出所した人等の人権を１つの項目で記述していたが、改定版では

別々の項目とした。 

ク インターネット等による人権侵害では、ＳＮＳなどインターネットを

介した誹謗中傷等により被害を受けた人への相談・支援に努めることを

新たに記述した。 
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(5) 第５章 人権施策推進にあたっての役割・体制等 

（参考資料３－１ 39頁参照） 

ア 施策の推進に当たっての行政の役割や推進体制等について記述した。 

イ 行政と外部委員による人権施策推進委員会が連携して施策の推進を

図ることを記述した。 

 

５ 改定スケジュール 

(1) 経過 

令和３年（2021年）10月 
市長から小田原市人権施策推進委員会に諮問 

第１回委員会 

12月 第２回委員会（改定案に係る調査・審議） 

令和４年（2022年）３月 第３回委員会（改定案に係る調査・審議） 

７月 第４回委員会（改定案に係る調査・審議） 

10月 第５回委員会（改定案に係る調査・審議） 

 

(2) 今後の予定 

令和４年（2022年）12月 
パブリックコメント実施 

令和４年12月15日～令和５年１月13日 

令和５年（2023年）２月 第６回委員会（答申書のとりまとめ） 

３月中旬 小田原市人権施策推進委員会から市長に答申 

３月下旬 小田原市人権施策推進指針 改定・公表 
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「人権」が大切といわれるのはなぜでしょうか。 

  

 「人権」とは、人は一人ひとりかけがえのない、尊い存在であり、生まれながらに平等

で、自由に生き、幸福を追求する権利を持っているという考えです。この考えは世界の長

い歴史の中で根づき、受け入れられてきました。 

すべての人は不当な差別を受けることなく、個人として尊重されなければなりません。 

一方、人は一人では生きていくことはできず、他の人と関わり合いながら社会生活を

営まなければなりません。すべての人の人権を保障するためには、それぞれの人権を互

いに尊重し合う必要があります。そのためには、多様な人々が互いの存在を認め合いな

がら、ともに支え合って生きていく共生社会の実現が求められます。 

しかしながら、私たちの周りでは、いじめや虐待、家庭内での暴力などの人権を踏みに

じる行為や障がい者、外国につながる人に対する偏見や差別など、さまざまな人権問題

が存在しています。また、雇用不安、格差、貧困といった経済的問題や情報化の進展に伴

う匿名性を悪用した誹謗中傷が生じるなど、人権問題は、多様化・複雑化しています。 

 

小田原市ではこのような人権をめぐる動きや法整備を踏まえ、さまざまな人権問題に

取り組んできました。そして、すべての人が、互いの文化や人権を尊重し、認め合い、共

に生きていく平和な地域社会を築くための「共生」の心が必要であると考えています。 

人権問題の解決に向けては、社会全体での取組はもちろんのこと、まずは一人ひとり

が人権に対する確かな知識と理解を深めることで、偏見や差別の意識を改め、誰に対し

ても思いやりをもって暮らすことのできる社会をつくっていくことが必要です。そこで、

今まで以上に一人ひとりが、生活の中で「人権」や「人権問題」に関心をもち、身近なと

ころから、人権問題を解決していくため、小田原市の諸施策を人権尊重という視点から

改めて捉えなおし、市としての人権に対する基本理念や施策の方向を明らかにした「小

田原市人権施策推進指針」（以下、「指針」という。）を策定しました。 

 

２ 指針の位置づけ 

 

この指針は、人権尊重の視点に基づき、小田原市の人権施策を着実に進めていくため

のガイドラインとして、市全体で共有していく人権に対する基本理念と未来を見据え取

り組むべき人権施策の方向性を明らかにしたものです。 

第６次小田原市総合計画における人権施策の取組を補完するとともに、分野別におけ

る個別計画等についても、指針に掲げる人権施策の方向性を共有しながら取組を進めら

れるよう連携を図り、人権に関する諸施策を体系的、総合的に実施していきます。 

なお、本指針でいう「市民」とは、小田原市の施策と関わりのある人をいいます。 

１ 指針策定の趣旨 

第１章 人権施策推進指針の策定にあたって 
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３ 指針策定の背景 

 

（１）世界の動き 

20 世紀に入ってからの二度にわたる世界大戦により、人類は世界的規模での人権の抑

圧や侵害を経験しました。その反省から、人類共通の課題としての世界平和を実現する

ため創設された国際連合（以下、「国連」という。）において、昭和 23 年（1948 年）、人

権について「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として「世界人権宣

言」が採択されました。 

さらに、この宣言の理念を実効性あるものとするため、昭和 41 年（1966 年）には「国

際人権規約」が採択され、以後、世界人権宣言の理念を踏まえた多くの人権条約が国連に

おいて採択されるとともに、人権に関する各種宣言や国際年など国際的な取組が行われ

てきました。 

また、国連では、各国に対し「人権という普遍的文化」が構築されることを目指し、平

成７年（1995 年）から平成 16 年（2004 年）を「人権教育のための国連 10 年」と定め、

人権教育啓発活動への積極的な取組を要請しました。この取組は、「人権教育のための世

界計画」として、現在においても引き継がれています。 

2015 年には、国連で「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、全世界

が 2030 年までに達成すべき行動目標として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げ

られました。このアジェンダでは、「誰一人取り残さない」「すべての人の人権を実現す

る」と宣言されており、今後一層、人権尊重に対する意識の高まりが予想され、それに伴

う行動を取ることが求められます。 

 

 

（２）国内の動き 

日本では、昭和 22 年（1947 年）に施行された日本国憲法において、「自由権」、「平等

権」、「社会権」等の基本的人権を保障しています。また、国際的な人権意識の高まりのな

かで、人権に関する国際条約等を批准してきました。 

現在では、憲法の基本的人権の規定のほか、人権保障のため多くの国内法が制定され

ており、これに基づき、各種施策が推進されてきました。 

また、国連での「人権教育のための国連 10 年」を受け、平成９年（1997 年）に「国内

行動計画」が策定され、さらに、平成 12 年（2000 年）には、「人権教育及び人権啓発の

推進に関する法律」が施行されました。この法律の規定に基づき、平成 14 年（2002 年）

には、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定され、国ではこの基本計画に基づき、

人権尊重社会の早期実現に向け、人権教育・啓発に関する施策を推進しています。 

平成 27 年（2015 年）に SDGs が国連で採択された後、国内においても国をあげて SDGs

の目標達成に向けて取り組む方針が示され、「女性の活躍推進のための開発戦略」や「ビ

ジネスと人権に関する行動計画」が策定されるなど、人権問題に係る取組を一層進めて

いくことが求められます。 
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（３）本市の取組 

小田原は、相模湾、箱根連山、酒匂川といった豊かで美しい自然の恵みを受けながら、

また、古くから交通の要地として大きな役割を担い、発展を遂げてきました。加えて、有

形無形の歴史的・文化的資産の蓄積にも恵まれるなど、多様な都市機能を備えながら、自

然・歴史・文化などの個性を生かしたまちづくりが行われてきました。 

このような中、小田原市では、施策全般の基本方針を明らかにした総合計画において、

「共生社会の実現」を掲げ、すべての人が、互いの文化や人権を尊重し、認め合い、共に

生きていく平和な地域社会の実現を目指し、さまざまな分野に及ぶ人権問題の解決に向

けて、施策を課題ごとに位置付け取り組んできました。 

しかしながら、国際化、少子・高齢化、技術革新など社会情勢の変化等に伴い、人権問

題は多様化・複雑化するとともに、新たな人権問題も生じるなど、これまでの施策・手法

では対応しきれなくなっています。 

そのため、庁内組織や関係機関との連携により相談・支援体制等の整備を図るととも

に、市民の参画と協働による人権尊重の視点に立った取組をさらに推進していく必要が

あります。 

 

４ 指針の改定について 

 

本市では、平成 23 年（2011 年）に指針を策定後、学識経験者や関係団体、市民等で構

成された第三者機関による人権施策の取組状況の検証等を行いながら、人権施策の推進

を図ってきました。 

それから約 10 年が経過し、その間、人権問題は今まで以上に多様化・複雑化し、それ

に対応する形で法整備も進むなど、人権を取り巻く状況は大きく変化しています。また、

人権に対する市民の意識も変化してきていることから、次の視点を考慮し改定を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新たな人権問題等への対応 

 新たに生じた人権問題や理解が進んでいない分野への対応を行います。 

（２）人権関連の法整備を踏まえた見直し 

 指針策定以降に整備された法令等との整合を図ります。 

（３）人権問題に対する認識の再確認 

 人権問題に対する施策の方向と市民の認識が合致しているか確認し、解決に向

けた施策の方向を見直します。 

（４）行政と市民の協働による施策の推進 

 行政と市民の協働による人権施策の推進を積極的に図ります。 

（５）分かりやすく、伝わりやすい表現などの工夫 

 人権尊重の意識を市民へ広く浸透させるための工夫を行います。 
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誰もが人として大切にされ、共に生き、支え合うまちづくり 

 

 世界人権宣言では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権

利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を

もって行動しなければならない。」と呼びかけています。 

 私たちは、この小田原市において、すべての人が不当な差別を受けることなく、個人と

して尊重され、共に生き、支え合うまちづくりを目指します。 

 

 

基本理念に基づき、次の３つを基本目標として、施策に取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  小田原市では、次に掲げる項目に留意しながら、施策の推進を図っていきます。 

 

  

１ 基本理念 

２ 基本目標 

３ 基本目標の取組に向けた視点 

第２章 指針が目指すもの 

◆人権が尊重される市政の推進 

  国籍、民族、性別、障がい、出身、年齢など、あらゆる違いを超え、すべて

の施策において、人権が尊重される市政に取り組みます。 

◆参画と協働による人権施策の推進 

  人権が保障されたまちづくりの実現には、多様な人々の参画と協働が欠かせ

ません。課題に対し市民と行政が参画・協働しながら施策を推進します。 

◆人権意識の向上、人権感覚の育成 

  研修や教育、啓発活動等を通じて、人権問題を正しく理解し、人権尊重の精

神が浸透するよう、人権意識の向上に努めるとともに、人権に関する豊かな感

覚を育成する教育を推進します。 

１ 人権問題を他人事でなく、自分の問題として考える 

２ 人権問題は現象面だけでなく、周辺の要因も含め総合的に考える 

３ あらゆる立場の人々の視点で考える 

４ 人権に係る国内外の取組の動向を把握する 

５ 社会情勢の変化と人権問題の関わりを考える 

６ 従来の枠組みにとらわれずに施策等を点検する 
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誰もが人として大切にされ、共に生き、支え合うまちづくりを目指し、小田原市では

「人権教育・啓発の推進」、「相談・支援の充実」、「人権施策推進に向けた多様な主体との

連携」を図り、基本目標の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

（１）学校教育において 

子どもの発達段階に応じながら、学校における教育活動全体を通じて、一人ひとりを

大切にする教育を推進し、人権を尊重し主体的にあらゆる人権問題を解決しようとする

子どもの育成を目指します。 

また、教職員に対し研修等を通じて人権感覚を磨き、人権意識を高めることで子ども

の指導に生かせるように努めます。 

 

 

（２）社会教育において 

市民向け講座や青少年教育など社会教育の視点を踏まえた市民の人権教育を推進する

ことで、多様性を理解し、地域社会における交流機会の促進等を図ります。 

そのために、人権に係る各種講座や研修会を通じて人権学習の取組を進めるとともに、

参加体験型学習など、人権感覚を高める学習機会の提供を検討します。 

また市民の人権に関する主体的な学習の支援や地域で活動する企業や事業所における

人権尊重に基づく取組を支援します。 

 

 

（３）市民啓発において 

市民一人ひとりが人権について正しい理解と行動がとれるよう、関係機関や民間団体

等と連携し、さまざまな課題に応じた啓発活動の推進に取り組みます。また、市民一人ひ

とりが人権について正しい理解を深め、これを体得できるよう多様な機会等の提供、効

果的な手法を検討します。 

 

 

（４）人権に関わりの深い職員等に対して 
 

行政、教育、医療・福祉関係職員など、人権に関わりの深い職業に従事する者には、人

権を尊重する意識を持ち、その考えが日常の行動・態度に表れることが求められます。 

とりわけ行政職員には敏感な人権感覚が必要です。過去の不祥事も踏まえ、研修等を

通じて人権教育の取組を充実させるとともに、人権擁護の徹底を働きかけます。 

 

 

１ 人権教育・啓発の推進 

第３章 人権施策の推進へ向けて 
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（１）相談窓口の充実 

いじめや虐待をはじめ、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）※１やハラスメントな

ど、人権侵害にあった人を適切に支援につなげていくため、行政の相談窓口は重要な役

割を担っています。さまざまな人権問題が生じ、相談内容も多様化・複雑化する中で、市

民が相談しやすい体制づくりと相談窓口の周知に努めます。 

 

（２）相談から支援につなげる体制の強化 

子ども、女性、障がい者、外国につながりのある人への虐待や貧困に起因した複合的な

人権問題など、さまざまな状況に的確に対応し相談から適切な支援につなげていくため、

支援や救済方法を必要とするすべての人へ情報提供を行います。市役所内での連携はも

とより、国・県の関係機関をはじめ、ＮＧＯ※２・ＮＰＯや民間団体等との連携を強化し、

情報把握を図るとともに、協働して問題解決に取り組みます。また、緊急を要する場合に

は、一時保護の対応を行うとともに、その後の自立支援につながるよう努めます。 

 

（３）専門相談員の確保と養成 

相談内容の多様化・複雑化に伴い、相談に携わる者の専門的知識の取得や応対技術の

向上が求められています。個々のケースに応じた的確な対応を図るため相談専門員の確

保と養成を図ります。 

 

 

人権問題の解決に向けては、行政のみならず、関係機関、ＮＧＯ・ＮＰＯや民間団体、

さらには家庭、地域、学校など、多様な主体と連携を取りながら、人権施策を推進してい

く必要があります。 

課題に応じて国や県と連携し提言や要請を行いながら解決を図るとともに、日々取り

組んでいる人権教育や啓発、相談・支援活動が効果を発揮できるよう、多様な主体とのネ

ットワークを整備し、人権施策の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者や恋人、パートナーから受ける暴力。  

※２ ＮＧＯ：非政府組織（Non Governmental Organizations の頭文字）国連のような政府間組織・政府に対する民間団体の呼称。 

 

２ 相談・支援の充実 

３ 人権施策推進に向けた多様な主体との連携 
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１ 女性の人権 
 
現状と課題                              

 

すべての人が性別に関わらず平等であり差別されないとする理念は、日本国憲法や世

界人権宣言に明記されています。また、法制上も「男女雇用機会均等法」や「男女共同参

画社会基本法」により男女平等の原則が確立されているとともに、平成 28 年（2016 年）

には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されるなど、女性の活躍

を促し、社会的地位の向上を図るための法整備が進められてきました。 

しかしながら、「男性はこうあるべき」、「女性はこうあるべき」といった性別役割によ

る無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は、今も社会に根強く残っており、こ

のことが家庭や職場、地域などさまざまな場面で男女差別を生む原因となっています。 

また、男女問わず被害や不利益な扱いが発生する中で、配偶者やパートナーなどから

の暴力、職場でのセクシュアル・ハラスメントや妊娠や出産等を理由とするマタニティ・

ハラスメント、性犯罪など、特に女性が被害を受けることは多く、男女平等とは言えない

のが現実です。 

国連で採択された、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、2030 年までにジェンダー

平等の実現を目指すことが掲げられ、国内においても女性のエンパワーメント※３促進を

図ることや女性のリーダーシップを育む取組などが行われています。 

さまざまな場面で活躍する女性は増えていますが、日本は令和４年（2022 年）に発表

された国際的な男女格差を測るジェンダーギャップ指数※４が 146 か国中 116 位であり、

女性の社会進出は国際社会の中では遅れています。性別による固定的な役割意識があり、

政策・方針決定過程における女性の参画や能力を発揮できる機会が男性と同じように提

供されているとは言えないこと、また、就業においても、非正規雇用労働者に占める女性

の割合は高く、社会状況が不安定になった際に経済的困難に陥る可能性が高いことなど

が危惧されています。 

性別によって差別され、役割を強制されることなく、すべての個人が互いに尊重し、そ

の個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会の実現」を目指すことは、未来に向けて取

り組まなければならない重要な事項です。このような状況を踏まえ、小田原市では「第３

次おだわら男女共同参画プラン」を令和４年（2022 年）３月に策定しました。国内外の

社会情勢の変化や課題に対応しながら、おだわら男女共同参画プランの取組を推進し、

男女共同参画社会の実現を目指します。 

女性の人権を尊重するということは、女性の活躍を推進していく側面だけではなく、

これまで男性中心につくられてきた労働慣行などの社会的構造を見直していくこと、ま

た、ジェンダーの問題を誰もが我が事として認識した上で、解決に向けて取り組むこと

が重要です。 

 

 

第４章 分野別施策の推進 
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主要施策の方向                            

１ 男女共同参画社会の実現のための意識改革 

男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発や理解促進を図るセミナー・啓発イベント

の実施、ハラスメント防止に関する取組の推進等を行うとともに、男女共同参画に関す

る情報を積極的に発信し、地域、学校、職場など、あらゆる場面で男女平等の認識を深

め、互いの人権を尊重する意識づくりを進めます。 

 

２ さまざまな分野における男女共同参画の促進 

行政や企業において政策・方針決定過程への女性の参画を進めるとともに、地域での

男女共同参画促進を支援し、多様な視点を取り入れたまちづくりを推進します。 

 

３ 雇用における男女共同参画の推進 

行政、企業等の働く場における女性の活躍を推進するため、理解促進に向けた取組や

ネットワーク構築への支援、多様な働き方を実現するキャリア形成の支援などを行いま

す。 

また、ワーク・ライフ・バランスを実現するために、企業等に対する意識改革の啓発や

育児や介護等における多様なニーズに対応したサービスの充実に努めます。 

 

４ 誰もが生き生きと暮らせる環境づくり 

一人ひとりが置かれている状況により必要な支援が異なることを踏まえ、援助を必要

としている人やそれを支える人の負担を軽減する支援を行います。また、男女が互いの

身体的性差や生活習慣等を理解し、生涯を通じて健康を保持できる取組を行います。 

 

５ あらゆる暴力の根絶と被害者支援 

性別に関わらずＤＶは重大な人権侵害であることへの認識を深め、あらゆる暴力の根

絶に向けた啓発活動を実施します。また、ＤＶ被害者支援においては、被害者の早期発見

と安心、安全の確保に努め、関係機関と連携しながら相談から一時保護、自立支援まで、

継続的な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ エンパワーメント：個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させること。 

※４ ジェンダーギャップ指数：各国における男女格差を測る指数で、経済、政治、教育、健康の４つの分野のデータから作成されて

いる。 
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２ 子どもの人権 
 

現状と課題                              

 

  子どもは一人の人間として大人と同じ人格を持ち、権利が保障される存在です。子ど

もは大人と比べ社会経験が乏しく未熟な存在であるがゆえに、保護や配慮が必要となる

こともありますが、子どもを権利の主体として尊重していくことが必要です。 

  平成元年（1989 年）の国連総会で子どもの生存、発達、保護などの基本的な権利を国

際的に保障するため、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」が採択され、日

本も平成６年（1994 年）にこの条約を批准しました。平成 28 年（2016 年）に改正され

た児童福祉法では、子どもが権利の主体であり、意見が尊重され、最善の利益が優先さ

れることなどが明確化されました。 

しかし、子どもを取り巻く現状は人権を侵害するいじめ、体罰、虐待に加え、不登校、

ひきこもり、貧困、児童ポルノ等の性被害など憂慮すべき問題があります。また、年齢

にふさわしくない責任を負い、家事や家族の世話、介護などを日常的に行うヤングケア

ラーと呼ばれる子どもの問題もあります。本人が問題と認識していないことも多く表面

化しにくい構造であることから、早期発見・把握、支援策の推進、社会的認知度の向上な

ど、さまざまな社会資源と連携した行政の取組が求められています。 

小田原市では、子どもへの虐待を含めた不適切な養育等に対し、早期発見と適切な保

護を図るため小田原市要保護児童対策地域協議会※５を設置し、関係機関との情報共有と

連携した支援を行っています。虐待の未然防止や再発防止に向けては、地域でのネット

ワークづくり、人材の確保・育成、啓発活動などに引き続き取り組む必要があり、あわせ

て、悩みを抱える子どもや養育者に寄り添った相談、支援の拡充に努めます。 

いじめは、子どもの健やかな成長と人格形成に悪影響を及ぼす重大な人権侵害です。

すべての教育活動を通して、発達段階に応じた人権尊重の意識を高めるべく、「いのち

はかけがえのないものであること」を子どもへしっかりと伝え、「自分の大切さととも

に、他の人の大切さを認めること」ができるように、主体的に人権の問題に取り組む力

を身に付ける教育を推進しています。また、どのような状況でも体罰は絶対に許される

ものではなく、一人ひとりがそのことを認識し、家庭、学校、地域など社会全体で取り

組むことが大切です。 

乳幼児期の子どもは、身近な人から大切にされる中で自分自身を価値ある存在として

認識していきます。大人が子どもの意思を尊重し気持ちを理解して受け止めていく力が

求められているとともに、身近な存在として子どもと接する保護者が生き生きすること

が大切です。そのためには、保護者が孤立することなく育児に対する不安や負担を軽減

できるように、子育て中の親子が気軽に相談したり、交流できる環境を整備するなど、継

続した支援を行っていくことが必要です。 

成人までの過程においては、人間としての生き方を考えていくとともに、人権侵害等

の被害者や加害者とならないための判断力を身に付けることが必要です。また、豊かな

人間性と社会性を育むため、参加体験型学習により協調性や他人を思いやる心を養うと

ともに、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくり等を進めていくことも必要

です。  
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主要施策の方向                            

 

１ 多様性の尊重と子どもの権利を大切にする施策の推進 

子どもが子どもの権利について知り、学んでいく中で、自分と他の人との違いや多様

性を認めながら、人権を尊重する意識を高めていくことができるよう、子どもの権利を

大切にする教育を推進します。そして、共に社会を築いていく一員として子どもの意見

に耳を傾けるとともに、子どもが積極的に社会へ参画しながら生涯にわたり生き抜く力

や主体的に行動できる力を身に付けるための取組を推進します。 

また、大人の役割として、子どもに対し多様性を尊重することの大切さやヘイトスピ

ーチ※６はしてはいけない言動であるなど、世の中で起きている事象を正しく伝えてい

くことが大切です。教職員や保護者を含め、大人も子どもの権利を理解し人権尊重の意

識向上を図るための施策に取り組みます。 
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２ 児童虐待の予防と早期発見・対応に向けた取組の推進 

小田原市要保護児童対策地域協議会による関係機関との情報共有と円滑な連携・協力

体制を充実させ、養育者が不在の子どもや、虐待を受けた子どもを含め、不適切な養育を

受けていると思われる子どもの早期発見・対応に努め、子どもの安全を守ります。また、

養育者の抱える問題への理解と対応により、虐待につながるリスクを減らすため、相談

体制の充実を図ることや必要な調査、指導を行うなど養育者支援に努めます。 

 

３ いじめの防止・早期発見・対応に向けた取組の推進 

「小田原市いじめ防止基本方針」に基づき、行政、学校、家庭、地域、関係機関が連携

して、子どもと大人が共に当事者意識を持ちいじめ防止に取り組みます。いじめの未然

防止に対して、子どもの社会性や自己有用感を育む取組の推進、地域一体で見守る体制

づくりなどを行います。早期発見に向けては、実態把握や家庭との連携、教職員と子ど

もとの信頼関係の構築に加え、相談しやすい体制づくりを図ります。いじめを受けた、

または、いじめを知らせてきた子どもの安全をすぐに確保した上で、解消に向けた対応

と心のケアの支援などに努めます。また、いじめが解消した後も継続的な指導・支援を

行います。 

 

４ 不安や悩みに対し安心した相談と必要な支援を提供する体制の確立 

不登校やひきこもり、家庭状況、友人との人間関係など、さまざまな問題で悩む子ども

がいます。そのため、相談しやすい体制づくりとして、不登校となった子どもへの訪問相

談員の派遣や児童相談員の配置、専門機関や地域の児童委員と連携するなど、問題を早

期解決するための支援や教育的または心理的な支援を行います。また、課題を抱える子

どもに関わる教育相談や就学相談、子どもの養護や発達に関する児童相談などと連携を

深め、支援が必要な子どもや家庭等に対して切れ目のない相談支援を行うため体制の充

実を図るとともに、子どもを地域で見守り育てる多世代交流としての居場所づくりを推

進します。 

 

５ 子育て支援の充実 

保護者が安心して子育てを行えるよう、地域、事業所、支援団体などが協働して社会全

体で支援するネットワークを形成します。それとともに、子育てに関する情報の提供や

孤立を防ぐための取組、負担を軽減するためのサービスの充実、子育て世帯のニーズを

踏まえた保育環境づくりを推進します。また、ひとり親家庭等の自立や就労の支援のほ

か、子育て世帯の経済的援助や子どもの健康増進に向けた取組に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※５ 要保護児童対策地域協議会：虐待や非行など、さまざまな問題を抱えた児童の早期発見と適切な保護や支援を図るために関係者

間でその子ども等に関する情報を共有し、支援の協議を行う機関として児童福祉法で位置付けられている。 

※６ ヘイトスピーチ：国では、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動をヘイトスピーチと呼んでいる。 

※  本指針において、子どもは０歳から 18歳未満、青少年は０歳から 30 歳未満と定義している。 
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３ 高齢者の人権 
 

現状と課題                              

 

日本は、平均寿命の延伸や出生率の低下等を背景として少子高齢化が進んでいます。

日本の総人口に占める 65 歳以上人口の割合は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で

は令和 47 年（2065 年）には 38.4％となる見込みであり、これは３人に１人が 65 歳以上

となることを示しています。小田原市においても令和 22 年（2040 年）には 65 歳以上人

口の割合が 36.9％となる見込みであり、高齢化の急速な進展が想定されています。 

高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とするニーズの増加や従来の制度による対応の

限界などを受け、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成 12 年（2000 年）

に介護保険制度がスタートしました。以降、介護サービスの利用、供給はともに増加し、

小田原市でも市民生活に定着しています。 

平成 18 年（2006 年）には、高齢者の尊厳の保持の重要性から「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、施策が進められてきました。し

かし、家族構成や高齢者のコミュニティのあり方が変容するにつれて、家族や地域との

関わりが少なく、社会的に孤立し生きがいを喪失することが起きています。そればかり

か、介護者から嫌がらせや身体的・精神的な虐待を受けること、家族等から本人の意思に

反して財産を勝手に使われるまたは処分される経済的虐待、さらには悪質商法や詐欺被

害に巻き込まれるなど、高齢者の人権に関わる深刻な問題が顕在化しています。 

このような中、小田原市では誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、地域住民が互いに理解し合い、共に支え合う社会の実現

を目指しています。地域ぐるみで人権意識の向上を図ることはもとより、認知症への知

識や権利擁護の推進など、高齢者への理解を深めるとともに、生き生きと暮らしていく

ための環境づくりが求められています。また、高齢者、介護者の双方に対して負担軽減を

図るため、相談・支援体制を充実させる必要があります。 
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主要施策の方向                            

１ 社会参加の促進と生き生きと暮らす環境づくり 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け、そして、自分らしく生きがいを感じ

ながら毎日を過ごすことができるよう、介護予防や福祉サービス、自立支援等の充実を

図るとともに、高齢者が主体的に社会活動に参加する環境づくりに取り組みます。また、

地域における支え合いや見守りをはじめ、社会からの孤立を防ぐ対策を推進します。 

 

２ 高齢者の権利擁護と尊厳を大切にする教育・啓発活動の推進 

高齢者が尊厳ある暮らしを維持するために、日常生活や介護サービスの利用において

高齢者の自己決定権を最大限尊重しつつ、成年後見制度※７の活用などを促進し権利擁護

を推進します。また、さまざまな機会を通じて福祉の心を育てる教育や啓発活動に取り

組むことで、多様な主体が共に支え合う社会意識の醸成を図ります。 

 

３ 高齢者虐待の予防・支援 

高齢者虐待の未然防止や早期発見、支援を行うため、地域包括支援センターや各地区

の民生委員などと協力して安全確保と虐待に関する相談に対応するとともに、地域や関

係機関との連携を図り虐待を受けた高齢者、養護者※８に対し適切な支援を行います。ま

た、虐待防止ネットワークによる情報共有、研修等を行い、虐待を防ぐ体制づくりに努め

ます。 

 

４ 認知症への理解促進と認知症でも安心して生活できる支援体制づくり 

認知症になっても安心して生活を送ることができるよう、一人ひとりが認知症への正

しい理解を身に付けるための啓発に努めます。また、認知症の人やその家族等が適切な

支援を早期に受けられるよう、相談の体制づくりを推進します。 

 

５ 利用しやすい施設や設備の整備・改修の推進 

ユニバーサルデザイン※９の考え方を取り入れた生活環境の構築にあたり、誰もが利用

しやすい公共の施設や設備の整備・改修を行います。また、公民連携で協力しながら安

全・安心に暮らすためのバリアフリー化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

※７ 成年後見制度：判断力が十分でない方（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など）が福祉サービスの利用や遺産の相続

などをする際に、後見人等が本人に代わって手続きや判断を行う制度のこと。裁判所の審判による「法定後見」と、本人が、判断

能力が十分なうちに契約しておく「任意後見」とがある。 

※８ 養護者：高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの（高齢者虐待防止法第２条２項における定義） 

養介護施設従事者とは老人ホームや介護老人福祉施設などの養介護施設の業務に従事する者をいうことから、「養護者」は在宅で

高齢者を養護する（日常生活上の世話をする）家族、親族、同居人のことをいう。 

※９ ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無、言語や利き手の違いなどにかかわらず最初から多くの人が使えるように製品や建

物、環境などをデザインすること、またはデザインしたもののこと。 
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４ 障がい者の人権 
 

現状と課題                              

 

障がいのある人もない人も互いに尊重し、支え合い、分け隔てなく共に生きる社会を

つくることは、今、私たちが取り組むべき課題です。その実現に向けては、「障がいがあ

るからできない」という状況や考え方をなくしていくことが必要です。 

これまで障がいのない人に合わせた社会がつくられてきた中で、障がいのある人は、

社会的なバリア（障壁）のために日常生活で不便さを感じ、社会参加において困難に直

面するなど、安心で生き生きとした生活を妨げられてきました。 

平成 23 年（2011 年）には「障害者基本法」の改正が行われ、あらゆる分野において分

け隔てられることなく他者と共生することができる社会の実現等が新たに規定されまし

た。また、平成 28 年（2016 年）には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」が施行され、行政や企業等による障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止、

障がいのある人や介助者等からの配慮を求める意思表明に対する合理的配慮※10 を行う

ことなどが明記されるなど、共に生きる社会の実現や社会的なバリアを取り除くための

法整備が進められています。 

小田原市では、こうした法整備の状況も踏まえた上で、人と人、人と社会がつながり、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる「地域

共生社会の実現」を目標とし、「おだわら障がい者基本計画」や「小田原市障がい福祉計

画」等に基づく施策を推進しています。 

障がいのある人が日常生活や社会生活において自らの意思を反映するための支援や雇

用機会の拡大、社会参加の促進などが進んでいます。しかし、障がいのある人の就労につ

いては、雇用する側の障がいに対する知識や理解不足により、受け入れることへの不安

から問題や課題が生じることも多く、雇用促進を妨げており、共に働く上で理解を深め

ていくことが大切です。 

また、依然として障がいのある人に対する不当な差別的取扱いや偏見、権利侵害や財

産の保全管理などの問題も起こっています。平成 28 年（2016 年）には県内の障がい者支

援施設で障がいのある人の命の尊厳を踏みにじる事件が発生するなど、社会における障

がいへの理解は十分とは言えません。 

自己選択や自己決定の判断能力が十分でない知的障がいのある人や精神障がいのある

人に対して、福祉サービスの利用を援助し成年後見制度の利用を促進するなど、障がい

のある人が生き生きと暮らしていくための支援を拡充する必要がある一方で、障がいの

ない人たちが、今の社会や組織の仕組み、文化などの中に障がいを作り出す原因がある

ことを認識する必要があります。差別や不平等を生み出す社会的なバリアを取り除くこ

とは社会の責務であり、一人ひとりがそれを理解し、我が事として認識した上で具体的

な行動に移すことが大切です。 
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≪障がいのある人が社会で直面しているバリア≫ 

●物理的なバリア 

公共交通、道路、建物などで利用者が移動す

る上で困難をもたらすバリア 

・路上の放置自転車 
・スロープのない建物の出入口 
・視覚障がい者誘導用のブロックが敷かれ 
ていない通路 

・座ったままでは届かない自動販売機 
 

●意識上のバリア 

心無い言葉や差別、無関心など、障がいのあ

る人を受け入れないバリア 

・無意識に点字ブロックの上に物を置くな 
ど、視覚が不自由な人の通行を妨げる 

・精神障がいのある人は何をするかわから 
ないから怖いと決めつける 
 

●文化・情報面でのバリア 

情報の伝え方が不十分であるために必要な

情報が平等に得られないバリア 

・タッチパネルのみでの操作 
・音声のみのアナウンス 
・点字や手話通訳のない講演会 
 

●制度上のバリア 

社会のルール、制度により能力以前の段階で

機会の均等を奪われているバリア 

・障がいを理由とする就職・試験における 
欠格事由 

・盲導犬と一緒に入店できない飲食店 
・障がいのある人に対する賃貸住宅への入 
居制限 

出典：小田原市人権・男女共同参画課作成 

種別

年

視覚
聴覚・平衡

機能

音声・言
語・そしゃ

く機能

肢体
不自由

内部
機能

計

平成30年
(2018年)

376 608 90 3,189 2,222 6,485 1,676 1,231

令和元年
(2019年)

367 607 125 2,998 2,153 6,250 1,624 1,317

令和２年
(2020年)

394 632 121 3,034 2,273 6,454 1,753 1,366

令和３年
(2021年)

379 630 127 2,966 2,276 6,378 1,820 1,402

令和４年
(2022年)

379 645 116 2,936 2,705 6,781 1,891 1,554

出典：小田原市障がい福祉課資料より作成

小田原市の障がい者数の推移

各年4月1日時点　　単位：人

知的
障がい

精神
障がい

身体障がい
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主要施策の方向                            

１ 相談・支援と権利擁護の充実 

関係機関と連携を強化して個々の障がいのある人の特性や種別などに応じ相談できる

体制を充実させるとともに、合理的配慮の提供の推進を図ることや、障がいのある人に

とって分かりやすい情報提供を行います。また、障がいのある人への虐待の防止や早期

発見、対応に加え、障がいや障がいのある人に対する理解を深め、成年後見制度の活用な

どを促進し権利擁護を推進します。 

 

２ 暮らしを支える福祉サービスの充実 

障がいのある人が安心して生活できるよう、生活支援や自立支援、福祉サービス利用

の援助など、暮らしを支えるサービスを拡充するとともに、地域全体で障がいのある人

を支える体制づくりを進めます。 

 

３ 社会参加と就労の促進 

障がいのある人が生きがいを持って生活できるよう、障がい福祉サービス事業者と連

携しながら障がい者雇用の推奨や啓発を行うとともに、社会参加の拡充に向けた支援を

行います。また、障がいのある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社

会参加できるように、障がいのない子どもと同じ場で共に学ぶインクルーシブ教育※11を

推進します。 

 

４ バリアフリー社会の推進 

ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりを進め、障がいのある人もない人

もすべての人が参加しやすい社会を実現するため、公共交通機関や道路、建物など施設

整備面や情報面でのバリアフリー※12化の取組を推進します。そして、障がいのある人へ

の無関心や偏見、差別などにつながる意識上のバリアを無くすために、市民一人ひとり

が相手の立場で考え行動に移す、心のバリアフリーの教育や啓発を行うなど、さまざま

なバリアを取り除くための施策の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 
※10 合理的配慮：障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた

時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるもの。 

※11 インクルーシブ教育：人間の多様性の尊重等を強化し、障がいのある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達

させ、自由な社会に効果的に参加するという目的の下、障がいのある人と障がいのない人が共に学ぶこと。 

※12 バリアフリー：障がいのある人が社会生活をしていく上で、生活の支障となる物理的な障がいや精神的な障壁（バリア）となる

ものを除去すること。 

※  「障害」と「障がい」の使い分けについて、本指針では法律等の正式名称で「害」の字が使用されている言葉についてはそのまま

の表記とし、それ以外については「害」の漢字が持つ否定的な意味や意見に左右されない表記の仕方として「がい」と平仮名で

示すこととする。 
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５ 同和問題（部落差別） 
 
現状と課題                              

同和問題（部落差別）は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別です。明治時

代に入り制度上の差別はなくなりましたが、生まれた場所（被差別部落）や、その地域の

出身であることなどを理由として、一部の人々が、長い間、不当に差別されてきた人権問

題です。 

昭和 40 年（1965 年）の「同和対策審議会答申」※13において、「部落差別が現存する限

りは、同和行政は積極的に推進しなければならない」とし、また、同和問題の解決につい

て「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」との基本的認識が示

され、国と地方公共団体が行うべき同和対策の基本的方針と具体的方策が提言されまし

た。これを受け、昭和 44 年（1969 年）に同和対策事業特別措置法が制定され、平成 14

年（2002 年）３月末をもって失効するまでの 33 年間、さまざまな施策が全国的に実施さ

れてきました。 

小田原市においても、昭和 53 年（1978 年）から特別措置法に基づく事業として下水

道・道路等の環境整備事業や、県市協調事業としての給付・貸付事業といった個人施策な

どの諸施策の実施により、住環境面では、相当程度の改善が図られてきました。また、意

識面では、人権教育・啓発活動等の取組により、差別意識の解消に努めてきました。 

平成 28 年（2016 年）には「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定され、部落差

別の解消に向けて、国及び地方公共団体の責務として相談体制の充実と教育及び啓発に

努めることが定められました。 

部落差別に関連し、結婚に際しての身元調査として戸籍等が不正取得されることや、

ヘイトスピーチに当たるようなインターネット上での差別的な書き込み、えせ同和行為

と呼ばれる同和問題を口実とした企業や個人・行政機関への不当な要求など、部落差別

の解消を妨げる行為が見受けられるとともに、最近では同和問題を知らない人の割合も

高いことから、正しい知識と理解を深めていく必要があります。 
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主要施策の方向                            

１ 人権教育・啓発の推進 

同和問題を知らない人が特に若年層で多いことを踏まえ、関係団体と連携しながら正

しい理解と認識を深める啓発活動を推進するとともに、差別や偏見をなくすため、さま

ざまな教育活動や研修を通じた人権教育を推進します。 

 

２ 相談体制の充実 

生活基盤の安定、福祉の向上、人権擁護などを図る目的で、関係団体が行う相談事業を

支援するとともに、市や地域の窓口においても、安心して相談できる体制の充実を図り

ます。 

 

３ 個人情報の保護 

就職・結婚差別等に結びつく恐れのある身元調査による個人情報の漏洩を防ぐため、

取扱窓口における戸籍や住民票等の不正取得防止の徹底に努めます。 

 

４ えせ同和行為の排除 

えせ同和行為は部落差別の解決に真摯に取り組む関係団体のイメージを悪くさせ、部

落差別への誤った意識を植え付ける阻害要因であることから、えせ同和行為の排除に向

けた取組を行います。 

 

５ インターネット上での部落差別への対応強化 

インターネットを悪用した差別的な書き込み等の実態把握に努め、悪質な誹謗中傷や

差別を助長する書き込み等に対する削除要請に取り組みます。 

 

 
※13 同和対策審議会答申：1960 年に総理府の附属機関として設置された同和対策審議会が、内閣総理大臣から受けた「同和地区に関

する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」についての諮問に対し、1965 年 8月 11日に提出したもの。  
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６ 外国につながりのある人の人権 
 
現状と課題                              

 

人権が尊重された社会を目指す上で、国籍や民族の違いは関係ありません。同じ社会

の一員として、誰もが自分らしく生きていくために互いに支え合う社会であることが望

まれます。 

小田原市に住民登録している外国人の数は、令和４年（2022 年）３月末日で 2,587 人

で、約 70 人に１人の割合となっています。10 年前の平成 24 年（2012 年）では 1,843 人

であったことから、小田原で生活をする外国籍の人が増えていることが分かります。 

戦後の日本では、植民地支配の結果として日本への定住を余儀なくされた在日韓国・

朝鮮人の人々が多く暮らしてきました。また、1980 年代後半から不足する労働力を補う

ため、アジアの近隣諸国の人々やペルー、ブラジルなどの多くの日系人が日本での就労

を目指してやってきました。 

現在、少子高齢化に伴う人材不足が叫ばれ、外国人労働者や日本で学ぶ留学生が増加

してきた一方、そうした人の多くは言葉が通じないことや文化・習慣の違いが理解され

ない、日本語以外での情報が少なく制度も分からないなど、日常生活のさまざまな場面

で困難に直面しています。そのため、日本人が当たり前のように受けている医療や教育

などを受けることができていない実態があります。そればかりか、仕事上で長時間・重労

働など過酷な労働環境に置かれていること、低賃金や賃金の未払いの問題、パワー・ハラ

スメントを受けるなどの深刻な問題が起きています。また、在留資格が無い人も暮らし

ている現実があるなかで、その人たちに対する人権侵害も起きています。 

国際結婚が増加し、外国につながりをもつ子どもが増える中、学習支援が十分でなく、

日常会話は出来たとしても高等教育への進学が難しい実態もあります。また、日本社会

の中で自らのアイデンティティに不安を抱えてしまうことや外国につながりがあること

を理由としたいじめが起こるなど、日本社会から偏見や差別を受ける人権侵害も発生し

ています。 

さらに、ヘイトスピーチとして特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人々

に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を助長させ

る行為であり、決して許されるものではありません。平成 28 年（2016 年）に「ヘイトス

ピーチ解消法」が施行され、外国につながりがあることを理由とした不当な差別的言動

の解消に向けて取組を推進していくことが定められました。しかし、依然としてヘイト

スピーチやインターネット上での悪質な書き込みが行われており、差別を許さない教育

や啓発の推進とともに、被害者のための実効性のある対策が求められています。 

小田原市では、協定医療機関の依頼を受けて医療通訳ボランティアを派遣したり、行

政手続きにおける窓口での通訳・翻訳の補助、生活保護の案内や母子健康手帳、ごみの

分別など多言語化した情報の提供を行っています。また、学校における日本語指導や子

育て中の悩み等に対して関係団体と連携するなど、さまざまな支援を行うとともに、外

国籍の人との国際交流等を通じた多文化への理解に努めています。 
行政として安心・安全な日常生活をサポートするとともに、災害等の非常時において

も適切な情報と支援が行き届くようにしていかなければなりません。そのため、行政サ
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ービスの多言語化のさらなる推進や日本語学習への支援、やさしい日本語の活用促進を

図ることも必要です。 
互いの違いを認め合い、尊重し合うことのできる多文化共生社会の実現に向けて、市

民との相互理解を深め、地域とのつながりをつくり、協働してまちづくりを進めること、

そして、異なる文化や習慣、言語などに対する理解不足から生ずる偏見や差別をなくす

ため、多文化への理解促進や多様性を受け入れるための取組を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピ

ン, 491

ベトナム, 
227

中国, 455
韓国・朝鮮, 

331

インドネ

シア, 96

ブラジル, 
121

その他, 
427 フィリピ

ン, 543

ベトナム, 
491

中国, 411
韓国・朝鮮, 

306

インドネ

シア, 122

ブラジル, 
109

その他, 
605

出典：小田原市戸籍住民課資料より作成

平成30年(2018年) 令和4年(2022年)

単位(人)
小田原市に住民登録している外国人の国籍別内訳状況（2018年ʷ2022年比較）
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主要施策の方向                            

１ 多文化への理解促進と共生に向けたまちづくりの推進 

  外国籍市民との交流機会を促進し、互いの文化や習慣等への相互理解を深める取組を

推進するとともに、地域活動への参加を推進し、地域とのつながりづくりを進めます。

また、外国籍市民の意見も反映しながら市政やまちづくりにおいて協働して取り組む体

制の整備に努めます。 

 

２ 人権を尊重する教育・啓発の推進 

外国につながりのあるすべての人に対する偏見や不当な差別的言動をなくすため、学

校教育、社会教育などのあらゆる機会を通した、多様性を尊重する教育の推進と差別の

解消を目指した意識啓発に取り組みます。 

 

３ わかりやすい情報の発信と非常時における対応の強化 

日本語の習得が十分でない外国籍市民に対して必要な情報を適切に伝達できるよう、

多言語による情報発信や誰もがわかりやすい「やさしい日本語」による情報発信を一層

進めます。特に、災害発生時における避難・救援情報や医療提供が必要な救急現場など

においては、いのちに関わる情報を確実に提供し、理解してもらう必要があるため、サ

ポートする体制づくりと安全を守る取組を推進します。 

 

４ 就学支援 

就学案内や就学相談の実施、関係機関等との連携による子どもの情報や就学状況の把

握に努め、安心して学びを保障するための支援を推進します。また、外国につながりのあ

る児童生徒に対して、授業を理解するための日本語の習得や学校生活への適応を図るた

め、日本語指導協力者を派遣する中で学習支援も行うなど、支援体制の充実を図ります。 

 

５ 相談・生活支援の充実 

外国籍市民がより安心して日常生活を送ることができるよう、関係団体と連携しなが

ら悩みや困り事への相談に対応し支援することや、医療、保健等の一層の充実に努める

とともに、国・県・民間団体と協力した地域日本語教育の支援に取り組みます。また、

ＮＰＯ等と連携し、生活に必要な情報提供や子どもの居場所づくりにも努めます。 
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７ 疾病等に関する人権問題 

 
現状と課題                              

医療技術の進歩と医療提供体制が整備されてきた一方で、感染症や難病、精神疾患な

どに対する正しい知識と理解がされていないために、その疾病に関わる人が日常生活や

職場、医療現場などで偏見や差別を受け苦しんでいます。 

ＨＩＶ感染症（エイズ）※14、肝炎、結核などにかかった患者、感染者への差別意識は

今も存在しています。また、「らい菌」という細菌に感染することで起こるハンセン病※15

は、現在、治療法も確立され完治できるにも関わらず、恐ろしい病気と誤解され、強制的

に施設に収容される隔離政策が継続されたことで、偏見や差別が助長されていました。

これらの疾病にかかった患者・回復者だけでなく、その家族に対しては、今も周囲の人々

から偏見や差別の目が向けられ、生きづらさを感じながら生活を続けている人がいます。 

令和２年（2020 年）に世界的に流行し始めた新型コロナウイルス感染症では、感染へ

の不安から患者や家族だけでなく、感染症対策に取り組む医療従事者等も不当な扱いを

されたり、誹謗中傷や嫌がらせを受けるといった問題が起こりました。このような状況

を受け、令和３年（2021 年）には新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改正さ

れ、新型コロナウイルス感染症に起因する偏見や差別を防止する規定が設けられました。

国及び地方公共団体においては、差別的取扱い等の把握や差別防止に向けた啓発活動、

相談支援などの取組が行われています。 

そして、このような疾病等に対する偏見や差別を無くすためには、病気についての正

しい知識の習得と十分な理解が不可欠であることから、小田原市としても継続してさま

ざまな情報提供を行い、普及啓発を推進することで市民の理解促進に努めています。 

また、誰もが安心して良質な医療を受ける権利を有する中、患者の人権が尊重され、医

療従事者と患者等の双方の信頼関係に基づく医療サービスの提供が求められているとと

もに、医療機関側でインフォームド・コンセント※16が適切に運用され、患者の主体的な

意思が尊重されることも大切です。 

小田原市立病院では、患者の権利を尊重した患者中心の医療を進めることを理念に掲

げており、患者と医療従事者相互のより良い信頼関係の構築に努めています。 
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主要施策の方向                            

１ 患者本位の医療サービスの提供と相談体制の充実 

良質かつ適切な医療を提供するために、患者の自己選択に基づき医師との信頼関係の

もとに医療がなされるよう努めるとともに、患者の権利擁護の視点から医療関係者の人

権意識の向上とプライバシーに配慮した相談体制の充実を図ります。 

 

２ 正しい知識や情報の普及啓発 

疾病・感染症等についての正しい知識の普及啓発と正しい医学情報の迅速な提供を図

るとともに、当事者や家族、医療関係者が周囲から偏見や差別を受けることがないよう、

関係機関と連携した教育・啓発活動に努めます。 

 

３ 医療連携の促進 

医療資源の有効活用の観点から、まず、身近な地域のかかりつけ医を受診し、病状に応

じて病院と結びつける地域における医療連携を促進し、医療機関ごとの機能分担・役割

分担を進めます。また、携わる関係者間で情報共有を密に行い、誤った情報伝達を防ぐこ

とや解決が難しいケースに対し連携して医療に当たるなど、地域医療サービスの充実を

図ります。 

 

４ 市民の健康増進 

  市民の健康を増進するため、健康づくりの観点から健診事業の推進、生活習慣改善の

啓発を引き続き実施するとともに、市民への病気に対する予防意識を高める啓発に努め

ます。また、地域における保健師・栄養士による相談体制の充実、保健指導の充実に努

めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※14 ＨＩＶ感染症（エイズ）：ＨＩＶ感染症とは、免疫機能障害を起こす疾患で、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）によって引き起こ

される免疫不全症候群のことを特にエイズ（AIDS）と呼ぶ。ＨＩＶの感染力は非常に弱く、正しい知識に基づく通常の日常生活

を送る限り、いたずらの感染を恐れる必要はない。 

※15 ハンセン病：病原性の弱い「らい菌」によって起こる慢性の細菌性感染症のこと。現在では、有効な治療薬が開発され、早期発見

と早期治療により、後遺症を残すことなく完治し得る。 

※16 インフォームド・コンセント：医療従事者が患者や家族の意向や病気や容態について必要な情報を提供した上で十分説明し、ま

た、患者や家族も十分理解を得た上で、患者の意思による選択に基づき、医療従事者と方針の合意をもつこと。 
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８ 犯罪被害者等の人権 

 
現状と課題                              

 

予期せぬ突然の犯罪によって、被害者本人やその家族の多くは、生命や身体的な傷害

など直接的な被害にとどまらず、医療費負担や働き手を失うことによる経済的な被害、

さらには、過剰な報道、周囲の人々の無理解や心ない言動による精神的な被害など多く

の問題に苦しめられています。 

犯罪被害者等に対する支援については、犯罪被害者やその家族又は遺族の権利・利益

の保護を図るため、平成 16 年（2004 年）に「犯罪被害者等基本法」が制定され、施策を

総合的かつ計画的に推進していくことが定められています。 

神奈川県では、「かながわ犯罪被害者サポートステーション」※17を設置し、犯罪被害者

等に対する総合的な支援を実施しています。さらに、性犯罪や性暴力に苦しむ被害者が

安心して相談し、支援を受けられる「かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セ

ンター（かならいん）」※18による支援を推進しています。 

小田原市においても、犯罪被害者等の人権についての理解を深めてもらう取組や、犯

罪被害者等の視点に立った相談・支援が求められています。 

 

 

主要施策の方向                            

１ 啓発活動の推進 

犯罪被害者等が誹謗中傷やプライバシーの侵害等による二次的被害で苦しむことを防

ぐため、犯罪被害者等の立場や気持ちに対する理解を深めてもらうことを目的とした意

識啓発の取組を推進します。 

 

２ 相談・支援の実施 

犯罪被害者等の相談を通じて、その悩みや置かれている状況を把握し、これらの問題

の解決に向け、県をはじめ、関係期間や団体を紹介するなど、必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※17 かながわ犯罪被害者サポートステーション：犯罪被害にあわれた方やその家族の方々が、いずれの機関・団体にアクセス（相談）

しても、必要な支援を途切れなく受けることができるように、県、警察、民間支援団体が常駐し、犯罪被害者等が必要とする支

援を、各々の専門やノウハウを生かしながら、総合的にきめ細かく提供するために設置された施設。 

※18 かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター：性犯罪や性暴力の被害にあわれた方が、24時間 365 日いつでも安心

して相談をし、必要な支援がワンストップで受けられるように設置された機関。 
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９ 刑を終えて出所した人等の人権 

 
現状と課題                              

 

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、罪を犯した事実だけ

ではなく犯罪歴があることに対する思い込みから、就職や結婚といったさまざまな社会

生活の場面で差別を受けることや住居等の確保が困難となるなど、社会復帰を目指す人

たちにとって現実は厳しい状況にあります。 

罪を償い、地域社会の一員として暮らしていくためには、本人の強い更生意欲ととも

に、家族や職場、地域社会の人たちの理解と協力が必要です。しかし、なかには周囲から

の偏見などによって自分の居場所がなく、再び犯罪や非行に手を染めてしまう場合も少

なくありません。 

犯罪や非行の繰り返しを防ぐ再犯防止の取組を社会全体で進めるため、平成28年（2016

年）には「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行されました。罪を犯した人などの多

くが社会復帰において困難な状況にあることを踏まえ、社会の中で孤立することなく、

再び社会を構成する一員となれるよう支援していくことが必要です。 

小田原市では、犯罪や非行をした人たちが地域社会の中で立ち直ることができるよう、

関係団体が取り組む更生保護活動を支援しています。また、市民の理解と協力を得て地

域全体で支えていくため、犯罪や非行をした人たちへの偏見や差別を無くすべく、継続

して啓発活動の推進に努めます。 

 

主要施策の方向                            

１ 相談・支援の充実 

更生保護活動に取り組む関係団体との連携のもとに、罪を犯した人等による相談や、

それぞれが抱える悩みや問題を把握し、これらの問題の解決に向け、必要な情報の提供

や適切な他機関や団体による支援につなぎます。 

 

２ 啓発活動の推進 

犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生に対する周囲の人の理解を深めるため、「社会

を明るくする運動」の実施をはじめ、更生保護活動に関する情報発信などの啓発活動の

推進に努めます。 

 

３ 再犯防止の推進 

罪を犯した人が社会の中で立ち直るために必要な支援を受けることができるよう、更

生保護に係る地域内でのネットワークの強化や地域全体で見守る支援体制の構築につい

て、国や関係団体等との協力を図ります。 
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現状と課題                              

インターネットの利用が普及し、広く日常生活に浸透する中、その匿名性、情報発信の

容易さから、個人に対する誹謗中傷やプライバシーの侵害が起きています。また、ヘイト

スピーチをはじめとする差別を助長する表現の掲載など、人権に関わるさまざまな問題

が発生しています。 

パソコンやスマートフォン、タブレット端末などを通じて誰でも気軽に情報を収集・

発信でき、さまざまな人との交流が生まれるといった利点がある反面、ＳＮＳ※19等を

利用した個人情報の漏えいや誹謗中傷の書き込み、セクシュアル・ハラスメントやパワ

ー・ハラスメント等の問題、犯罪に巻き込まれる事件も発生しています。 

また、小・中学生などの子どものインターネット利用も年々増加し、小田原市において

も児童生徒一人１台の学習用端末を整備するなど、ＩＣＴ※20機器の活用が日常的な姿と

なってきています。 

このようにＩＣＴ環境が推進されていく中で、インターネットを通じた子ども同士に

よるいじめなどにより、保護者や周囲の大人が知らない中で被害者となるだけでなく、

インターネットの知識やリスクに対する意識が十分でないことから、意図せず犯罪を引

き起こし加害者となる可能性もあります。 

さらに、性的な画像などを嫌がらせ目的でインターネット上に掲載する、いわゆるリ

ベンジポルノ等の被害を受けることもあります。インターネット上に公開された情報を

完全に削除することは難しいことから、被害が深刻化する恐れがあります。 

このような状況を踏まえ、インターネットを利用する上で正しい知識を習得し、安全

に利用するための教育と個人の名誉やプライバシー等に関する啓発活動へ取り組むこと

が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 インターネット等による人権侵害 
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主要施策の方向                            

１ 人権侵害防止に向けた取組の推進 

インターネット上での個人の名誉やプライバシーの保護に関する正しい理解を深める

ため、周知や啓発活動を推進し、人権侵害の防止に取り組みます。 

 

２ 正しく安全な利用を促す教育・啓発活動の推進 

  児童生徒の安心・安全なインターネット利用に向けたモラルやマナーを身に付ける教

育活動の充実を図るとともに、家庭、地域などにおいてもインターネットの特性を理解

するための啓発活動を推進します。 

 

３ 相談・支援の充実 

ＳＮＳなどインターネットを介した、いじめや誹謗中傷、差別などの問題で被害を受

けた人の救済に向けて、関係機関と連携して適切な相談体制づくりに努めます。また、悪

質な誹謗中傷や差別を助長する書き込み等に対する削除要請に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※19 ＳＮＳ：ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略で、登録された利用者同士が交流できる

Web サイトの会員制サービスのこと。主なものとして、LINE（ライン）、Facebook（フェイスブック）、Twitter（ツイッター）、

Instagram（インスタグラム）などがある。 

※20 ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略で、通信技術を使い、人とインターネット、人と人がつながる技術の

こと。 
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11 ホームレスの人権 
 

現状と課題                              

 

令和３年（2021 年）に国が実施した「ホームレスの実態に関する全国調査」では、ホ

ームレスがホームレスとなることを余儀なくされた背景として、企業の倒産や失業、病

気や高齢により仕事ができなくなったことや人間関係でのトラブルなど、さまざまな理

由があることが分かっています。また、公園、道路、河川敷等を生活場所として暮らすホ

ームレスの人数は、国の概数調査では、神奈川県において平成 30 年（2018 年）の 934 人

から令和４年（2022 年）の 536 人へと減少しています。 

しかし、この数値では捉えきれない、ネットカフェで寝泊まりをしている人や知人宅

に身を寄せている人など、不安定な居住状態である人たちが多く存在している可能性が

ありますが、実態を把握することは難しい状況です。 

平成 14 年（2002 年）に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が施行さ

れ、自立支援に向けた取組が行われていますが、経済や雇用環境の悪化による就労機会

の減少、複雑な家庭環境、高齢化などが自立を困難にしています。また、地域社会とのあ

つれきが生じ、嫌がらせや暴行を受けるなどの事件も発生しています。 

小田原市では、実態調査や支援団体等との連携を図りながら、当事者が生活基盤を立

て直し、生活の安定と自立に向けて生活保護制度の利用を促していますが、支援を望ま

ない人もいるため、支援につながらない課題があります。 

ホームレスの人権においては、偏見や差別をなくすための教育や啓発を行うとともに、

この問題を誰もが関わる社会全体の問題として認識し、解決に向けて考えていくことが

大切です。 
 
 

主要施策の方向                            

１ 実態の把握 

関係機関や支援団体と協力し、当事者への実態調査等を行います。 

 

２ 相談・支援の充実 

巡回による相談等を行うとともに、関係機関や支援団体と連携して、自立支援、生活支

援のための施設の確保等に努めます。また、当事者の健康維持に向けて円滑な診療につ

ながるよう医療機関と連携した支援に努めます。 

 

３ 支援団体等との連携 

支援団体と連携し、偏見や差別をなくすための施策を推進するとともに、自立意欲を

高めるための働きかけに努めます。 

 

４ 教育･啓発活動の推進 

偏見や差別をなくすために、学校教育や社会教育の場を活用した教育・啓発活動を行

い、市民への人権意識の定着に努めます。 
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現状と課題                              

 

性のあり方には、生物学的な性（からだの性）と自分の性をどのように認識しているか

という性自認（自認する性）、どのような性を好きになるかという性的指向、服装や行動、

振る舞いなどから見る社会的な性別を表す性表現などの要素があります。 

性のあり方が多様であることについては認知が進んでいるものの、いまだ十分とは言

えません。性別は男性と女性だけ、恋愛を異性だけとする固定観念が社会に残る中、性の

あり方の理解不足から生まれる偏見や差別により、多くの当事者が生きづらさを感じて

います。 

同性愛者や両性愛者の人、また、出生時に割り当てられた性別と性自認が異なること

で性別に違和感を持つ人の中には、周囲の無理解などにより偏見の目で見られ、社会生

活に支障をきたしたり、学校や職場などにおいていじめや差別を受け苦しんでいる人が

います。 

そして、近年では性的指向や性自認などを本人の同意なく第三者に伝える「アウティ

ング」が問題となっています。いつ、誰に、どのように伝えるか、伝えないかは当事者が

決めることであり、アウティングが人権侵害であることを理解する必要があります。 

令和２年（2020 年）には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律」が改正されました。この改正では、パワー・ハラスメント

の防止規定が示され、性的指向や性自認に関する侮辱的言動やアウティングの行為など

に対して、企業に防止策を講じることが義務付けられました。 

このような状況を踏まえ、多様な性のあり方については、正しい知識の習得や理解を

深める教育、啓発活動の推進に努めることが求められています。また、当事者の方が安心

して暮らしていくためには、相談窓口の設置や居場所づくりなどの支援に加え、非常時

も含めた生活、福祉、医療への支援を整備することも必要です。 

小田原市では、平成 31 年（2019 年）４月から性的マイノリティ※21の人を対象とした

「パートナーシップ登録制度※22」の導入による支援をスタートしています。性のあり方

は人それぞれ多様であること、その違いを認め合うことにより、誰もが自分らしく生き

生きと暮らせる多様性社会の実現を目指します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 性的指向や性自認に関する人権問題 
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《性的マイノリティ》 

性的マイノリティとは、性的少数者とも言われ、性的指向が同性を向いている人

（レズビアン、ゲイ）、性的指向が両性を向いている人（バイセクシュアル）、自認

する性と出生時に割り当てられた法律上の性が異なる人（トランスジェンダー）な

どを総称して使われています。「少数者」という呼び方に違和感を抱く人もいる中、

それぞれの英語の頭文字をとって、「LGBTQ 等」と呼ばれることもありますが、性の

あり方はさまざまであって何種類と決められるものではありません。 

性的指向や性自認に関する人権問題は性的マイノリティの人だけの問題ではな

く、すべての人に関係する問題であることから、近年では「SOGI（ソジ）」という言

葉で捉えられています。 

この「SOGI」は、性的指向と性自認の英語（Sexual Orientation and Gender 

Identity）の頭文字をとった総称であり、すべての人の性的指向と性自認を尊重す

ることが、問題の解決に向けて取り組んでいく上でとても大切です。 

主要施策の方向                            

１ 性の多様性を尊重する教育の推進 

子どもが生き生きと自分らしく学校や幼稚園・保育園で過ごすことができるよう、児

童生徒、教職員等に対し性の多様性を理解する教育を推進します。また、関係団体と連携

しながら市職員に対し性的指向や性自認等に関する理解を深める研修に取り組みます。 

 

２ 性の多様性を尊重する環境づくりの推進 

パートナーシップ制度による支援の拡充や公的な書類における性別情報取得等への対

応を見直します。また、当事者が安心した学校生活を送る上での配慮や働きやすい職場

環境への取組等を推進するとともに、福祉サービスや公共施設を利用しやすくする配慮

や整備に努め、災害等の非常時においても適切な支援が届くよう努めます。 

 
３ 啓発活動の推進 

多様な性のあり方に対する理解を深め社会全体で受け入れ尊重していくことや当事者

に対する偏見や差別、アウティング等による人権侵害を防ぐため、職場、家庭、地域など

さまざまな場面における啓発活動を推進します。また、市職員の理解を促進し、窓口等で

の適切な対応や行動をとるための取組を進めます。 

 
４ 相談・支援の充実 

関係団体と連携しながら、当事者が抱える悩みに寄り添い、必要な支援の提供や問題

解決を図るため、相談・支援体制の整備に努めます。また、当事者の居場所づくりを推進

することで、生きづらさを感じ、孤立することを防ぎます。 

 

 
※21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※22 パートナーシップ登録制度：性的マイノリティのカップルが、両者の自由意思によりお互いを人生のパートナーとして、小田原

市に登録する制度。 
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現状と課題                              

 

自死※23は格差社会や貧困、心身の健康問題などの構造的要因を背景として、問題が複

合的に重なることで、心理的に追い込まれ、自ら適切な行動を選択できなくなった結果

の死と言われています。 

国内の自殺者数は、平成 22 年（2010 年）に３万人を下回り、その後、令和元年（2019 

年）まで減少傾向が続きましたが、令和２年（2020 年）は前年より増加し、20,243 人と

なっています。 

小田原市では、令和２年度時点で 34 人が自死により亡くなっている状況です。また、

平成28年度から令和２年度の５か年における年代別死亡数の比率では50代が最も高く、

次いで 40 代、60 代となっています。 

平成 28 年（2016 年）に改正された自殺対策基本法では、誰も自死に追い込まれること

のない社会の実現を目指すこと、自殺対策は生きることの包括的な支援であることが明

記されるとともに、各市町村においては地域の実情に合わせた政策方針を立て、自殺対

策を行っていくことが義務付けられました。 

小田原市においては、平成 31 年（2019 年）に「小田原市自殺対策計画」を策定し、関

係機関や団体との連携を図りながら、全庁的・総合的に自殺対策を推進し、自死を考えて

いる人を一人でも多く救うことを目指し取り組んでいます。 

  自死は誰にでも起こり得る危機であり、自死の危険を示すサインに早期に気づくこと、

自死に追い込まれようとしている人が安心して生きることができるよう、予防に向けた

対策を推進する必要があります。 

また、我が国では自死に対する正しい理解が進んでいないことで、自殺未遂者や深い

悲しみの中に置かれている自死遺族に対する心無い言葉や偏見があることから、適切な

支援と理解促進に向けた啓発活動の推進が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 自死に関する人権問題 
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主要施策の方向                            

１ 地域におけるネットワークの強化 

さまざまな悩みや困りごとを抱える人に対して、関係団体と連携して情報共有や事前

に防ぐ取組を実施できる体制づくりに努めるとともに、問題の早期解決に向けた地域連

携、ネットワークを強化します。 

 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

自死の危険性に早期に気づき、適切な支援につなげるため、行政職員や教職員、地域の

人と接する機会の多い関係団体の人などへ、ゲートキーパー※24の養成研修を実施するな

ど、自殺対策を支える人材の育成に努めます。 

 
３ 住民への啓発と周知 

自死に対する正しい理解を深め、また、自殺未遂者や自死遺族が適切な相談窓口につ

ながるよう各種相談窓口の普及啓発活動を推進します。 

 
４ 生きることの促進要因への支援 

「生きることの阻害要因」を減らすため、相談体制の充実を図り、必要な機関へつなぐ

とともに、「生きることの促進要因」を増やすため、地域で子どもを見守る拠点や高齢者

の生きがいの創出や仲間をつくる場など、居場所づくりへの取組にも努めます。また、自

死遺族等へ寄り添った支援を進めます。 

 
５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

人権やいのちの大切さを伝えるとともに、困難やストレスに直面した児童生徒が助け

を求める声をあげられることを目的とした教育を進めます。 

 
※23 自死：自ら死を選択すること。 

※24 ゲートキーパー：自死の危険を示すサインに気づき、悩んでいる人へ声をかける、話を聴く、必要な支援につなげる、見守るな

ど、適切な対応を図ることができる人のこと。 
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14 貧困に関する人権問題 
 
現状と課題                              

 

国の国民生活基礎調査によると、平成 30 年（2018 年）における日本の相対的貧困率※

25 は 15.7％となっており、約６人に１人が生活困窮又は生活困窮に陥る可能性がある状

態となっています。また、17 歳以下の子どもがいるひとり親世帯では 48.3％が貧しい状

態であることから深刻な問題となっています。 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指し、「同一労

働同一賃金」の取組が進んでいます。しかし、自らの収入で生計を立てられず経済的な自

立が難しい非正規雇用労働者の人は多く、特に母子世帯でその割合は高くなっています。

また、事業主側が加入する必要のある厚生年金や社会保険などに未加入であることから

保障を受けることができないことや、「ワーキングプア」と呼ばれる所得水準が低いため

に働いても貧困から抜け出せない経済的な格差の問題も起こっています。 

また、高齢者における貧困も問題となっています。核家族化が進み高齢者のみで生活

する世帯が増えています。なかでも一人暮らしをしている高齢者世帯の貧困率は高く、

周囲に頼れる人がいないことや所得が公的年金だけといった状況が貧困に陥る原因とし

て挙げられます。高齢者に限らず、若者でも貧困に起因して社会的に孤立したり、ひきこ

もりとなる複合的な問題も起こるなど、見守りや居場所づくりといった活動への支援が

求められています。 

平成 27 年（2015 年）には「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活困窮者の自立と

尊厳の確保に配慮しつつ、包括的な支援を行う制度が始まりました。小田原市では、セー

フティネット機能の充実を図るため、生活に困っている人それぞれに寄り添った自立支

援を行うとともに、さまざまな理由で生活を維持することができない世帯に必要な保護

を実施し、自立した生活を送るための支援をしています。 

貧困は経済的な面だけではなく、子どもの健康や教育の機会、将来への生きがいを奪

ってしまうなど深刻な影響を及ぼす問題です。そして、一旦その状態になるとなかなか

抜け出せず、親から子へと貧困の連鎖が続いてしまう状況があります。平成 25 年（2013

年）には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、子どもの貧困対策を総合

的に推進していくことが定められ、小田原市においても地域全体で子どもを見守り育て

るという理念のもと、居場所づくりの支援等を行っています。子どもが自分の将来に希

望を持ち、生き抜く力を身に付け、貧困の連鎖を断ち切るために、今後も地域全体で取り

組んでいく必要があります。 
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主要施策の方向                            

１ セーフティネットの充実 

生活に困窮している人が安心して暮らすことができるよう、適切な相談窓口へつなぐ

ことや生活困窮者の自立促進に向けて、就労、家計改善などの支援や福祉給付金の支給

を行うほか、開かれた生活保護行政を実現させるなど、一人ひとりの状況に応じたさま

ざまな支援を展開します。 

 

２ 貧困を防ぐための環境整備の推進 

さまざまな要因で社会や人とのつながりが希薄となることで貧困に陥ることを防ぐた

め、地域における支援の機運が高まるよう意識の醸成に取り組み、当事者がつながりを

回復するための支援を関係機関で連携して進めます。 

また、世代を超えて貧困が連鎖することがないよう、地域全体で子どもを見守る環境

整備として、子どもの居場所づくりの支援や相談体制の構築、さまざまなメンタルケア

に努めるなど、貧困対策を推進します。 

 

３ 教育・啓発活動の推進 

生活に困っている世帯の児童生徒へ学習の場を提供し、学習の習慣を身に付け、進学

につなげることや社会性を育む学習支援を地域の活動団体等と連携して進めます。 

また、貧困が及ぼす社会的問題について正しい理解を深めるとともに、学校教育や市

民への啓発活動を通じて市民の人権意識の向上に努めます。 

 
 
 
 
 
※25 相対的貧困率：相対的貧困とはその国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態を指すもので、経済協力開発機構（OECD）

では、国民の年間所得を順に並べその中央値の半分に満たない所得水準の人々の人口比率を言う。対比される指標として、国や地域

の生活レベルとは無関係に、生きる上で必要最低限の生活水準が満たされていない人の割合として、絶対的貧困率がある。 
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これまで分野別施策として採り上げた人権問題の他にも、私たちの周りにはさまざま

な人権問題が存在しています。そして、これらの問題においても偏見や差別を受けて苦

しんでいる人がいます。 

私たちは、あらゆる偏見や差別を無くしていくために、人権侵害が起こっている事実

や、さまざまな歴史・社会的背景などを正しく理解するとともに、人権尊重につながる行

動に取り組んでいくことが大切です。 

 

 

■就労者の人権 
 

日本では経済環境や社会構造の変化等を背景として、女性や高齢者の労働力人口が増

えています。そのような中、パートタイム、アルバイト、契約社員、派遣社員などの非正

規雇用の労働者は増加しており、労働者全体の約３割を占めています。非正規雇用労働

者は正規雇用労働者と比べ、賃金が低いことや人材育成が進まないなどの格差が生じて

います。 

少子高齢化による総人口及び労働人口の減少を背景として、日本国内で働き方改革が

叫ばれ、働き手を増やすことや労働生産性の向上への取組が進められています。しかし、

長時間労働に伴う過労死、過労自死の問題のほか、経済的な自立が困難な労働者が、不当

な労働条件の下で働かざるを得ない状況に置かれている問題も起きています。さらには、

日本を訪れた外国人労働者が劣悪な労働環境で働かされている実態も明らかとなりまし

た。 

また、職場において優越的な関係を背景として精神的・身体的苦痛を与える「パワー・

ハラスメント」や相手の意に反した性的な嫌がらせや言動を指す「セクシュアル・ハラス

メント」、妊娠・出産・育児休業等を理由とした嫌がらせや言動を指す「マタニティ・ハ

ラスメント」など、さまざまなハラスメントも存在しています。 

このように、労働を取り巻く環境には人権侵害につながる多くの問題が潜んでいます。

労働にあたっては、生活に必要な収入が確保されていることや雇用が安定していること

が望まれます。それとともに、働きたいと願う誰もが働きがいや生きがいを実感できる

社会にしていくため、多様化・複雑化する労働相談への対応やさまざまな立場の人に対

する就労支援、ワーク・ライフ・バランスの促進など、働きやすい環境づくりに向けた取

組を進めることが必要です。 

 

 

■災害に伴う人権問題 
 

平成 23 年（2011 年）３月 11 日に発生した東日本大震災では、甚大な被害がもたらさ

れ多くの犠牲者と被災者が発生しました。また、それに伴う原子力発電所の事故により、

周辺住民の人たちは避難生活を余儀なくされる中、風評に基づく思い込みにより避難先

において嫌がらせや差別を受けるなど、心身が傷つけられることがありました。他にも

15 さまざまな人権問題 
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日本各地で地震や風水害などの災害が発生する中、さまざまな事情を持つ被災者への支

援や配慮のあり方など、災害に伴う人権問題が浮き彫りとなっています。 

災害時は強い不安や恐怖等からストレスが重なり、人権意識が薄らいでしまうことが

あります。それとともに、避難所運営での災害時要配慮者※26や女性、性的マイノリティ

の人などに対する配慮の不足や支援が行き届かないこと、避難生活の長期化によるスト

レスから生じるいさかいや虐待、性暴力などの問題が起こることも懸念されています。 

このような時こそ、誤った情報に惑わされず冷静に正しい行動をとること、そして、一

人ひとりが相手の立場で考えて気持ちを理解することが大切です。 

また、災害対策においては、性別によるニーズの違いが配慮されるよう女性の参画を

促進していくなど、多様な視点を反映していくことが求められています。あわせて、平時

からの見守りや声掛けなどにより災害時要配慮者の確認を進めるなど、地域のつながり

を強くしていくことも必要です。 

 

※26 災害時要配慮者：必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど、災害時において

適切な防災行動をとることが困難な者。具体的には、傷病者、身体障がい者、知的障がい者、体力の衰えのある高齢者、妊産婦、

保護者とはぐれた乳幼児、日本語の理解が十分でない外国人など。 

 

 

■婚外子の人権 
 

婚外子は、婚姻外の関係で生まれてきたということを理由に、中傷されたり、就学、就

職や結婚等、社会生活で不利益な取り扱いを受けるなど、人としての尊厳が冒されてい

ることがあります。子どもには、何の責任もなく、自らの意志や努力によって変えること

ができない状況にあります。戸籍の表記については、行政上の配慮として平成 16 年（2004

年）に戸籍法施行規則の一部を改正する省令で改善が図られてきています。 

今後も社会全体で子どもを個人として尊重し、置かれている環境に関わらず、子ども

が健やかに育つための権利を擁護していく必要があります。 

 

 

■戸籍に記載が無い人の人権 
 

何らかの事情で出生の届出がされていないために、戸籍に記載がないまま生活をして

いる人がいます。戸籍に記載が無い人は、身分を証明することができないことから、パス

ポートの取得や銀行口座を作ることが難しく、住居や就労など社会生活上のさまざまな

場面で不利益が生じるなど、安心して暮らしていく権利を侵害されています。 

戸籍に記載が無い人の救済に向けて、小田原市では当事者の悩みや困り事に対して相

談できる窓口を設けており、国とも連携しながら解消に向けて取り組んでいます。 

一方で、外国人住民の戸籍が作られることはなく、場合によっては無国籍となってし

まうことがあります。戸籍や国籍が無いために社会的障壁に直面することも多く、法的

な身分が安定しないばかりか、自分の存在を否定され心に傷を負ってしまうこともあり

ます。こうした問題や当事者に対する理解が広がり状況が改善することが期待されます。 
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■先住民族の人権 
 

国連の報告によると、世界には少なくとも 5,000 の先住民族が存在し、90 か国以上の

国々に住んでいます。多くの先住民族は植民地化政策や同化政策などによって自らの文

化や土地、資源などを奪われてきました。また、自分たちの権利を主張することで弾圧、

拷問等を受けてしまうことから、迫害を恐れて自らのアイデンティティを隠し、言語や

伝統を捨てなければならないこともありました。 

日本にも先住民族の人々が居住しています。アイヌの人々は北海道を中心に先住し、

固有の言語や伝統的な儀式・祭事などの独自の豊かな文化を持っています。しかし、明治

以降、アイヌの人々は狩猟や漁労を制限・禁止され土地を奪われるとともに、日本語を使

うことを強制されるなどの同化政策が進められました。それにより生活基盤や独自の文

化を失うこととなりました。そればかりか、アイヌの人々への理解不足などから、今でも

なお偏見や差別が残っています。国は、平成 20 年（2008 年）にアイヌの人々を先住民族

であると認め、令和元年（2019 年）には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律」が施行されました。すべての国民がアイヌの人々

の歴史や文化を正しく理解し、偏見や差別をなくしていくとともに、アイヌの人々が持

っている民族としての誇りを尊重していくことが大切です。 

 

 

■拉致被害者等の人権 
 

北朝鮮当局による日本人の拉致問題は重大な人権侵害であり、一日も早い拉致被害者

の日本への帰国に向けて、国際社会を挙げて解決をするべき問題です。 

日本人の拉致は 1970 年代から 1980 年代にかけて多発しましたが、その後平成 14 年

（2002 年）に一部の人は帰国することができました。しかし、今なお安否不明な拉致被

害者は自由を奪われ北朝鮮に囚われているとされています。また、日本政府が認定した

拉致被害者の他にも拉致の可能性を否定できない事案があることも指摘されています。 

日本国内では、これまで被害者の救済を求める運動が活発に展開されていますが、早

期解決に向けて、また、この問題を風化させないようにするため、市民の関心と認識を深

めていく取組を継続していくことが必要であり、小田原市も国や県と連携を取りながら

啓発活動に取り組みます。また、この問題が在日韓国人・朝鮮人の人たち等への偏見や差

別につながらないように努めます。 
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この指針は、人権尊重の視点に基づき、本市の人権施策を着実に進めるためのガイド

ラインとして、本市の人権施策の基本理念と未来を見据え取り組むべき方向を表したも

のです。 

人権問題は、行政だけでは解決できません。人権が尊重された社会を実現するために

は社会全体で解決に向けて取り組んでいくことが大切であり、一人ひとりが自分の問題

として考え、行動することが望まれます。 

 

 
・市のあらゆる施策において人権が尊重された取組を推進します。また、庁内の関係 

部署との連携を強化し、組織横断的な人権施策の推進に努めます。 

・人権意識向上を図るため、職員に対する人権教育を推進するとともに、市民への人権

教育及び人権啓発活動を推進します。また、人権に係る市民の主体的な学習や事業者

における人権尊重の取組を支援します。 

・市民や事業者・団体等との連携、協働に努め、人権に係る多様な主体からの意見を集

め、施策へ反映します。 

・人権侵害が起きた際に適切な救済へとつながるような仕組みを構築します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 行政の役割 

２ 施策の推進体制等 

第５章 人権施策推進にあたっての役割・体制等 

（１）庁内推進体制 

  引き続き、行政組織内に人権施策を統括する部署を置き、人権施策を総合的・

体系的な視点で点検、検証し、さまざまな部署間で連携を図りながら全庁的な体

制で推進します。 

地域全体で人権意識の向上に取り組む必要があることから、行政・事業者・団

体等と連携、協働しながら、さまざまな場面で人権教育・啓発活動を展開しま

す。 

また、人権に関する情報や資料の収集等を図るとともに、人権に係る調査、研

究を進めます。あわせて、施策の進捗状況等に関する市民への周知を行います。 
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人権問題は私たちの社会の中にさまざまな形で存在し、時代の変化とともに多様化・

複雑化しています。国内外で人権問題の解決を目指した取組や法整備が進められていま

すが、社会情勢の変化等に伴い、新たな人権問題が出てくることも考えられます。 

こうした人権を取り巻く動向の変化に対し適切に対応するため、国内外の人権に関す

る情報を広く収集していきます。また、先進的な施策については、本市の状況に合わせた

形での取り入れを検討するとともに、施策の改善を図っていきます。あわせて、本指針に

ついても必要に応じた見直しを行います。さらに、人権擁護に関わる市民、事業者・団体

など社会全体での行動規範の必要性について、今後、議論を深めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３ 今後の人権擁護の推進に向けて 

（２）人権施策推進委員会 

  小田原市人権施策推進委員会において、指針に基づく取組の進捗状況などの管

理を行います。 

また、推進にあたり、専門的な見地や当事者等の視点も加味しながら施策を評

価し、上記委員会に継続的に意見を求めた中で、必要な助言・提言などを施策に

反映します。あわせて、市民の人権問題に関する意識を把握し、施策のあり方に

ついて検討します。 



 

 41 

 
 

 

 

 

 
 
  １ 指針策定の経過………………………………………………………42  

 

  ２ 小田原市人権施策推進委員会規則…………………………………43 

 

  ３ 小田原市人権推進推進委員会委員名簿……………………………45 

 

  ４ 諮問書…………………………………………………………………46 

 

  ５ 答申書…………………………………………………………………47 

 

  ６ 日本国憲法（抜粋）…………………………………………………48 

 

  ７ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律………………………50 

 

  ８ 世界人権宣言…………………………………………………………51 

 

  ９ その他の人権関係法律及び条約等…………………………………54 

 

  10 小田原市民憲章………………………………………………………67 

 

  11 小田原市平和都市宣言………………………………………………67 

 

  12 小田原市教育都市宣言………………………………………………68 

 

  13 おだわらっ子の約束…………………………………………………68 
 

  14 関連情報………………………………………………………………69 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 42 

１ 指針策定の経過 

 
≪小田原市人権施策推進委員会≫ 

回数 期日 主な協議事項等 

第１回 令和３年 10 月 ４日 
‣人権推進指針の概要について 
‣今後の進め方について 
‣指針改定の方向性について 

第２回 令和３年 12 月 20 日 
‣指針策定の趣旨、基本理念、基本目標等について 
‣分野別施策で記載する人権問題について 

第３回 令和４年 ３月 18 日 

‣指針策定の趣旨、基本理念、基本目標等について 
‣分野別施策について 
 （女性・同和問題・犯罪被害者等・刑を終えて出所した人等・

インターネットによる侵害・ 
性的指向や性自認に関する問題・自死に関する問題） 

第４回 令和４年 ７月 １日 

・第３回委員会で協議した分野別施策の修正等について 
・分野別人権施策について 
 （子ども・高齢者・障がい者・外国につながりのある人・ 

ホームレス・貧困に関する問題・疾病等に関する問題） 

第５回 令和４年 10 月 14 日 

・第４回委員会で協議した分野別施策の修正について 
・分野別施策（さまざまな人権問題）について 
・人権施策推進にあたっての役割・体制等について 
・資料編について 
・人権施策推進指針概要版の検討について 

第６回 令和５年  月 日  

 
≪パブリックコメント≫ 

件名  

募集期間  

意見提出者数  

意見総数  

市民等の皆様から寄せられたご意見及び市

の考え方については、行政情報センター

（市役所本庁舎内）または市ホームページ

でご覧いただけます。 
 
 

QR 
コード 
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２ 小田原市人権施策推進委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小田原市附属機関設置条例（昭和54年小田原市条例第１号）第２条の規定に

基づき設置された小田原市人権施策推進委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、人権施策の推進に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結

果を報告し、及び必要と認める事項について意見を具申するものとする。 

（委員） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 人権関係団体が推薦する者 

(３) 社会福祉関係団体が推薦する者 

(４) 地域経済団体が推薦する者 

(５) 公募市民 

(６) 行政職員 

(７) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
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２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第６条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。 

（庶務） 

第８条 委員会の事務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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３ 小田原市人権施策推進委員会委員名簿 

 

※任期：令和３年（2021 年）10 月４日～令和５年（2023 年）３月 31 日 

氏  名 

（敬称略） 
選出区分 団体名等 備  考 

 
よし

 田
だ

 仁
ひと

 美
み

 学識経験者 関東学院大学 法学部 教授 委員長  

大
おお

 石
いし

 文
ふみ

 雄
お

 団体推薦 一般社団法人 神奈川人権センター 副委員長 

五十嵐
い か ら し

    篤
あつし

 公募市民 一般市民  

植
うえ

 田
だ

   威
たけし

 団体推薦 
特定非営利活動法 

NPO 情報セキュリティフォーラム  
 

神
かみ

 谷
や

 啓
ひろ

 之
ゆき

 行政職員 神奈川県教育委員会 県西教育事務所  

志
し

 澤
ざわ

 眞由美
ま ゆ み

 団体推薦 小田原市人権擁護委員会  

 瀬
せ

 戸
と

 昌
しょう

 子
こ

 団体推薦 小田原市民生委員児童委員協議会  

原
はら

 田
だ

 スダラ 団体推薦 小田原市国際交流団体連絡会  

村
むら

 上
かみ

 慶一郎
けいいちろう

 学識経験者 神奈川県弁護士会  

山
やま

 岡
おか

   弘
ひろし

 団体推薦 小田原箱根商工会議所 
任期：令和３年 10 月４日 

   ～令和４年３月 31日 

山
やま

 岸
ぎし

 直
なお

 子
こ

 行政職員 神奈川県小田原児童相談所 任期：令和４年４月 1日～ 

山
やま

 岸
ぎし

 秀
ひで

 俊
とし

 行政職員 神奈川県小田原児童相談所 
任期：令和３年 10 月４日 

   ～令和４年３月 31日 

山
やま

 本
もと

 博
ひろ

 文
ふみ

 団体推薦 小田原箱根商工会議所 任期：令和４年４月 1日～ 

※正副委員長以外は 50音順 
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４ 諮問書  

 

人権第 21 号   

令和３年（2021 年）10 月４日   

 

 小田原市人権施策推進委員会 

委員長 𠮷 田 仁 美  様 

 

小田原市長 守屋 輝彦  

 

   小田原市人権施策推進指針の改定について（諮問） 

 このことについて、小田原市人権施策推進委員会規則（平成 31 年３月 29 日規則第８号）

第２条の規定に基づき、次のとおり諮問します。 

 

１ 諮問事項 

 小田原市人権施策推進指針の改定に関する事項 

 

２ 諮問理由 

 「小田原市人権施策推進指針」は、平成 23 年３月の策定から 10 年以上が経過し、この

間、人権にまつわる様々な動きがありました。 

障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法等の新しい法律が制定

された一方、ＤＶやヘイトスピーチ、ＬＧＢＴ等の人権、インターネット上における人権

侵害、社会的弱者に多く見られる複合的差別等、人権課題はますます多様化・複雑化の様

相を呈しています。 

同指針は、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向けて、本市が取り組むべ

き人権課題を明らかにし、人権施策推進の方向を示す道標です。 

つきましては、現行指針策定後に発生した様々な社会状況や未来を見据えた本市の取組

を踏まえ、新たな時代に即応した人権施策推進指針の策定と人権擁護に係る新たな行政規

範の必要性について諮問いたします。 

 

                 事務担当：市民部 人権・男女共同参画課 
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５ 答申書  
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６ 日本国憲法（抜粋） 《昭和 22 年（1947 年）5月 3日公布》 

 
 
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたっ
て自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつ
て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること
を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛
な信託によるものであつて、その権威は国民に由来
し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その
福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原
理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもので
ある。われらは、これに反する一切の憲法、法令及
び詔勅を排除する。 
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関
係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ
らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界
の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する。 
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専
念して他国を無視してはならないのであつて、政治
道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従
ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に
立たうとする各国の責務であると信ずる。 
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこ
の崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 
 
第１１条［基本的人権の享有］ 
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ 
ない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、 
侵すことのできない永久の権利として、現在及び 
将来の国民に与へられる。 
 
第１２条［自由・権利の保持の責任とその濫用の禁
止］ 
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国 
民の不断の努力によつて、これを保持しなければ 
ならない。 

また、国民は、これを濫用してはならないので 
あつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責
任を負ふ。 
 
第１３条［個人の尊重と公共の福祉］ 
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、 
自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 
公共の福祉に反しないかぎり、立法その他の国政 
の上で、最大の尊重を必要とする。 
 
第１４条［法の下の平等、貴族の禁止、栄典］ 
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 
信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、 
経済的又は社会的関係において、差別されない。 
第１９条［思想及び良心の自由］ 

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 
 
第２０条［信教の自由］ 
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障す 
る。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又 
は政治上の権力を行使してはならない。 
 
第２１条［集会・結社・表現の自由、通信の秘密］ 
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の
自由は、これを保障する。 
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
これを侵してはならない。 
 
第２２条［居住・移転及び職業選択の自由、外国移
住及び国籍離脱の自由］ 
① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移
転及び職業選択の自由を有する。 
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自
由を侵されない。 
 
第２３条［学問の自由］ 
 学問の自由は、これを保障する。 
 
第２４条[家族生活における個人の尊厳と両性の平
等] 
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、 
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に 
関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平 
等に立脚して、制定されなければならない。 
 
第２５条[生存権、国の社会的使命] 
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生 
活を営む権利を有する。 
 
第２６条[教育を受ける権利、教育の義務] 
① すべて国民は、法律の定めるところにより、 
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を 
有する。 
 
第２７条[勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児
童酷使の禁止] 
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負 
ふ。 
 
第２８条[勤労者の団結権] 
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体
行動をする権利は、これを保障する。 
 
第２９条[財産権] 
① 財産権は、これを侵してはならない。 
 
第３０条[納税の義務] 
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務
を負ふ。 
第３１条[法廷手続の保障] 
 何人も、法律の定める手続によらなければ、そ 
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の生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰 
を科せられない。 
 
第３２条[裁判を受ける権利] 
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪 
はれない。 
 

 
 
 
 
 
 

 
第９７条［基本的人権の尊重］ 
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人 
類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、 
これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び 
将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利 
として信託されたものである。 
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７ 
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

               《平成 12 年（2000 年）12 月 6 日法律第 147 号》 

 
 
（目的） 
第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する

認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又
は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の
現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にか
んがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推
進について、国、地方公共団体及び国民の責務を
明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ
て人権の擁護に資することを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊

重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人
権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及さ
せ、及びそれに対する国民の理解を深めることを
目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除
く。）をいう。 

 
（基本理念） 
第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び

人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々
な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人
権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得す
ることができるよう、多様な機会の提供、効果的
な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関
の中立性の確保を旨として行わなければならな
い。 

 
（国の責務） 
第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発

の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ
とり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定
し、及び実施する責務を有する。 

 
（地方公共団体の責務） 
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国

との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、
人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及
び実施する責務を有する。 

 
（国民の責務） 
第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めると

ともに、人権が尊重される社会の実現に寄与する
よう努めなければならない。 

 
（基本計画の策定） 
第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育
及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しな
ければならない。 

 
 
（年次報告） 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権
教育及び人権啓発に関する施策についての報告を
提出しなければならない。 
 
（財政上の措置） 
第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策
を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事
業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ず
ることができる。 
 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
衆議院・法務委員会、2000 年 11 月 15 日議決 
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に
対する附帯決議 
 この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格

段の配慮をされたい。 
１ 人権教育および人権啓発に関する基本計画の

策定にあたっては、行政の中立性に配慮し、地方
自治体や人権に関わる民間団体等関係各方面の
意見を十分に踏まえること。 

２ 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十
年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実した
ものにすること 

３ 「権の二十一世紀」実現に向けて、日本におけ
る人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に
置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題と
して明確にするべきであること。 

 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
参議院・法務委員会、2000 年 11 月 28 日議決 
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に
対する附帯決議 
 政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、
本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の
努力をすべきである。 
１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の

基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務
について周知徹底を図り、特に公務員による人権
侵害のないよう適切な措置を講じること。 

２ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策
定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる
民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえる
こと。 

３ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、
「人権教育のための国連十年」に関する国内行動
計画等を踏まえ、充実したものにすること。 

４ 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要
課題であることにかんがみ、内閣全体でその取組
みに努めること。 

 右決議する。 
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８ 世界人権宣言     《1948 年 12 月 10 日 国連総会第３回会期採択》 

 
 
［前文］ 
 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等
で譲ることのできない権利とを承認することは、世
界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった
野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けら
れ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々
の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と
圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えるこ
とがないようにするためには、法の支配によって人
権保護することが肝要であるので、諸国間の友好関
係の発展を促進することが、肝要であるので、国際
連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人
権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権について
の信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで
社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを
決意したので、 加盟国は、国際連合と協力して、
人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促
進を達成することを誓約したので、これらの権利及
び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にす
るためにもっとも重要であるので、よって、ここに、
国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この
世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身
の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域
の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指
導及び教育によって促進すること並びにそれらの
普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国
際的な漸進的措置によって確保することに努力す
るように、すべての人民とすべての国とが達成すべ
き共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。 
 
第１条［自由平等］ 
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、
理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神
をもって行動しなければならない。 
 
第２条［権利と自由の享有に関する無差別待遇］ 
１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、

政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、
財産、門地その他の地位又はこれに類するいかな
る事由による差別をも受けることなく、この宣言
に掲げるすべての権利と自由とを享有すること
ができる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であ
ると、信託統治地域であると、非自治地域である
と、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを
問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国
際上の地位に基づくいかなる差別もしてはなら
ない。 

 
第３条［生命、自由、身体の安全］ 
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する
権利を有する。 
 
第４条［奴隷の禁止］ 

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはな
い。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形において
も禁止する。 
 
第５条［非人道的な待遇又は刑罰の禁止］ 
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈
辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 
 
第６条［法の下における人としての承認］ 
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下に
おいて、人として認められる権利を有する。 
 
第７条［法の下の平等］ 
 すべての人は、法の下において平等であり、また、
いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権
利を有する。すべての人は、この宣言に違反するい
かなる差別に対しても、また、そのような差別をそ
そのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受
ける権利を有する。 
 
第８条［基本的権利の侵害に対する救済］ 
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基
本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内
裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 
 
第９条［逮捕、抑留又は追放の制限］ 
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放され
ることはない。 
 
第１０条［裁判所の公正な審理］ 
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対
する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平
な裁判所による公正な公開の審理を受けることに
ついて完全に平等の権利を有する。 
 
第１１条［無罪の推定、遡及処置の禁止］ 
１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護

に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判
において法律に従って有罪の立証があるまでは、
無罪と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯
罪を構成しなかった作為又は不作為のために有
罪とされることはない。また、犯罪が行われた時
に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 

 
第１２条［私生活、名誉、信用の保護］ 
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に
対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用
に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、こ
のような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける
権利を有する。 
 
第１３条［移動と居住の自由］ 
１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転

及び居住する権利を有する。 
２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去
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り、及び自国に帰る権利を有する。 
 
第１４条［迫害からの庇護］ 
１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難す

ることを求め、かつ、避難する権利を有する。 
２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合

の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追
の場合には、援用することはできない。 

 
第１５条［国籍の権利］ 
１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 
２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又は

その国籍を変更する権利を否認されることはな
い。 

 
第１６条［婚姻及び家族の権利］ 
１ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいか

なる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭
をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及
びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有す
る。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によっ
てのみ成立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であ
って、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 

 
第１７条［財産権］ 
１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産

を所有する権利を有する。 
２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われるこ

とはない。 
 
第１８条［思想、良心及び宗教の自由］ 
 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する
権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更す
る自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に
又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗
教又は信念を表明する自由を含む。 
 
第１９条［意見及び表現の自由］ 
 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を
有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の
意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、
国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想
を求め、受け、及び伝える自由を含む。 
 
第２０条［集会及び結社の自由］ 
１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対

する権利を有する。 
２ 何人も、結社に属することを強制されない。 
 
第２１条［参政権］ 
１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表

者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。 
２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく

権利を有する。 
３ 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなけれ

ばならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙
によって表明されなければならない。この選挙は、
平等の普通選挙によるものでなければならず、ま
た、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される
投票手続によって行われなければならない。 

 
第２２条［社会保障の権利］ 
 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受け
る権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力に
より、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の
尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことので
きない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権
利を有する。 
 
第２３条［労働の権利］ 
１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公

正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対す
る保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、
同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有
する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して
人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正か
つ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他
の社会的保護手段によって補充を受けることが
できる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働
組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 

 
第２４条［休息及び余暇の権利］ 
 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的
な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有す
る。 
 
第２５条［生活水準についての権利］ 
１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施

設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分
な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心
身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力によ
る生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利
を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを
問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 
第２６条［教育の権利］ 
１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育

は、少なくとも初等の及び基礎的の段階において
は、無償でなければならない。初等教育は、義務
的でなければならない。技術教育及び職業教育は、
一般に利用できるものでなければならず、また、
高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく
開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本
的自由の尊重の強化を目的としなければならな
い。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教
的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進
し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を
促進するものでなければならない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的
権利を有する。 

 
第２７条［文化的権利］ 
１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、

芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあ
ずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は
美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を
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保護される権利を有する。 
 
第２８条［社会的及び国際的秩序への権利］ 
 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完
全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権
利を有する。 
 
第２９条［社会に対する義務］ 
１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展が

その中にあってのみ可能である社会に対して義
務を負う。 

 
２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに

当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び
尊重を保障すること並びに民主的社会における
道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満
たすことをもっぱら目的として法律によって定
められた制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、
国際連合の目的及び原則に反して行使してはな
らない。 

 
第３０条［権利と自由を破壊する活動の不承認］ 
 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団
又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由
の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような
目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈
してはならない。 
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９ その他の主な人権関係法律及び条約等 

 

（法律） 

分 野 名 称（略 称） 制 定 年 

人権全般 
人権擁護委員法 昭和24年(1949年) 

社会福祉法 昭和26年(1951年) 

女性 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（男女雇用機会均等法） 
昭和47年（1972年） 

男女共同参画社会基本法 平成11年（1999年） 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（DV 防止法） 平成13年（2001年） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法） 
平成27年（2015年） 

子ども 

児童福祉法 昭和22年（1947年） 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児

童の保護等に関する法律（児童買春禁止法） 平成11年（1999年） 

児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） 平成12年(2000年) 

子ども・若者育成支援推進法 平成21年(2009年) 

子ども・子育て支援法 平成24年（2012年） 

いじめ防止対策推進法 平成25年（2013年） 

高齢者 

老人福祉法 昭和38年(1963年) 

介護保険法 平成 9 年(1997 年) 

高齢者の居住の安定確保に関する法律 平成13年(2001年) 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（高齢者虐待防止法） 
平成17年（2005年） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー法） 平成18年(2006年) 

障がい者 

障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法） 昭和35年(1960年) 

障害者基本法 昭和45年（1970年） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ

リアフリー法） 平成18年(2006年) 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律（障害者虐待防止法） 平成23年(2011年) 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差

別解消法） ※① 平成25年（2013年） 

同和問題 
部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法） 

※② 平成28年（2016年） 

外国につな

がりのある人 
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法） ※③ 平成28年（2016年） 

疾病等 
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 平成20年(2008年) 

新型インフルエンザ等対策特別措置法 平成24年（2012年） 

犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法 平成16年（2004年） 
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刑を終えて

出所した人 
再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法） 平成28年（2016年） 

インターネット 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法） 平成13年(2001年) 

私事性的画像記録お提供等による被害の防止に関する法律

（リベンジポルノ被害防止法） 平成26年(2014年) 

ホームレス 
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（ホームレス

自立支援法） 平成14年（2002年） 

性的指向・

性自認 
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 平成15年(2003年) 

自死 自殺対策基本法 平成18年（2006年） 

貧困 

生活保護法 昭和25年(1950年) 

生活困窮者自立支援法 平成25年（2013年） 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策法） 平成25年（2013年） 

就労者 
労働基準法 昭和22年(1947年) 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律 昭和41年（1966年） 

災害 被災者生活再建支援法 平成10年(1998年) 

先住民族 

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及

及び啓発に関する法律 平成 9 年(1997 年) 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策

の推進に関する法律 平成31年（2019年） 

拉致被害者 

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

（拉致被害者支援法） 平成14年(2002年) 

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関

する法律 平成18年(2006年) 

 

（条約等） 

名 称（略 称） 採 択 年 

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約） 昭和 40年（1965年） 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 昭和 41年（1966年） 

市民的及び政治的権利に関する国際規約 昭和41年（1966年） 

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 昭和54年(1979年) 

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰

に関する条約（拷問等禁止条約） 
昭和59年(1984年) 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） ※④ 平成元年（1989年） 

障害者の権利に関する条約 平成18年(2006年) 

先住民族の権利に関する国際連合宣言 平成19年(2007年) 

持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 平成 27年（2015年） 

※①～④は参考として条文を載せています。 
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※① 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 

（略称：障害者差別解消法） 

 
（目的） 

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法
律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての
障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を
享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊
厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること
を踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関
する基本的な事項、行政機関等及び事業者における
障害を理由とする差別を解消するための措置等を定
めることにより、障害を理由とする差別の解消を推
進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現に資することを目的
とする。 

 
（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障
害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障
害」と総称する。）がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相
当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

２ 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は
社会生活を営む上で障壁となるような社会における
事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

３ 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地
方公共団体（地方公営企業法（昭和二十七年法律第
二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公
共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び
附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行
政法人をいう。 

４ 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府

を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関 
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年

法律第八十九号）第四十九条第一項及び第二項に規
定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める
機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める
機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）
第三条第二項に規定する機関（ホの政令で定める機
関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機
関を除く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮
内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十六条第二
項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六
条（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合
を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法
第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 

ヘ 会計検査院 
５ 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 
イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年

法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法
人をいう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律に
より特別の設立行為をもって設立された法人（独立
行政法人を除く。）又は特別の法律により設立さ
れ、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法
人のうち、政令で定めるもの 

６ 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十
五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方
独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務
を行うものを除く。）をいう。 

７ 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行
政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除
く。）をいう。 

 
（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にの
っとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関し
て必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければ
ならない。 

 
（国民の責務） 

第４条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上
で障害を理由とする差別の解消が重要であることに
鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与す
るよう努めなければならない。 
（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理
的な配慮に関する環境の整備） 
 

第５条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去
の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行
うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の
整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の
整備に努めなければならない。 

 
第６条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方
針（以下「基本方針」という。）を定めなければな
らない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるもの
とする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策
に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解
消するための措置に関する基本的な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消す
るための措置に関する基本的な事項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る施策に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の
決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとす
るときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意
見を反映させるために必要な措置を講ずるととも
に、障害者政策委員会の意見を聴かなければならな
い。 
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５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定
があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ
ればならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用す
る。 
（行政機関等における障害を理由とする差別の禁
止） 
 

第７条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当
たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差
別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を
侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当た
り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要として
いる旨の意思の表明があった場合において、その実
施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利
益を侵害することとならないよう、当該障害者の性
別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除
去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなけれ
ばならない。 

 
（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第８条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を
理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いを
することにより、障害者の権利利益を侵害してはな
らない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から
現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の
表明があった場合において、その実施に伴う負担が
過重でないときは、障害者の権利利益を侵害するこ
ととならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障
害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい
て必要かつ合理的な配慮をするように努めなければ
ならない。 

 
（国等職員対応要領） 

第９条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基
本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当
該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に
対応するために必要な要領（以下この条及び附則第
三条において「国等職員対応要領」という。）を定
めるものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職
員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、
障害者その他の関係者の意見を反映させるために必
要な措置を講じなければならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職
員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更につい
て準用する。 

 
（地方公共団体等職員対応要領） 

第１０条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人
は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関
し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人
の職員が適切に対応するために必要な要領（以下こ
の条及び附則第四条において「地方公共団体等職員
対応要領」という。）を定めるよう努めるものとす
る。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地
方公共団体等職員対応要領を定めようとするとき

は、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反
映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地
方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞な
く、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人
による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力し
なければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の
変更について準用する。 

 
（事業者のための対応指針） 

第１１条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に
規定する事項に関し、事業者が適切に対応するため
に必要な指針（以下「対応指針」という。）を定め
るものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針
について準用する。 

 
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第１２条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、
特に必要があると認めるときは、対応指針に定める
事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又
は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

 
（事業主による措置に関する特例） 

第１３条 行政機関等及び事業者が事業主としての立
場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解
消するための措置については、障害者の雇用の促進
等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）
の定めるところによる。 

 
（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第１４条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家
族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関
する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とす
る差別に関する紛争の防止又は解決を図ることがで
きるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

 
（啓発活動） 

第１５条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする
差別の解消について国民の関心と理解を深めるとと
もに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げて
いる諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行
うものとする。 

 
（情報の収集、整理及び提供） 

第１６条 国は、障害を理由とする差別を解消するた
めの取組に資するよう、国内外における障害を理由
とする差別及びその解消のための取組に関する情報
の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 
（障害者差別解消支援地域協議会） 

第１７条 国及び地方公共団体の機関であって、医
療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に
関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及
び次条第二項において「関係機関」という。）は、
当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障
害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係
る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する
ための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関
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により構成される障害者差別解消支援地域協議会
（以下「協議会」という。）を組織することができ
る。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公
共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議
会に次に掲げる者を構成員として加えることができ
る。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第
二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の
団体 

二 学識経験者 
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認

める者 
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※② 部落差別の解消の推進に関する法律 

（略称：部落差別解消推進法） 

 
（目的） 

第１条 この法律は、現在もなお部落差別が存在する
とともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する
状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民
に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に
のっとり、部落差別は許されないものであるとの認
識の下にこれを解消することが重要な課題であるこ
とに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定
め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにす
るとともに、相談体制の充実等について定めること
により、部落差別の解消を推進し、もって部落差別
のない社会を実現することを目的とする。 

 
（基本理念） 

第２条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民
が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人
として尊重されるものであるとの理念にのっとり、
部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の
理解を深めるよう努めることにより、部落差別のな
い社会を実現することを旨として、行われなければ
ならない。 

 
（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別
の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団
体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進する
ために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務
を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部
落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏ま
えて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつ
つ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努め
るものとする。 

 
（相談体制の充実） 

第４条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずる
ための体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ
て、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談
に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努める
ものとする。 

 
（教育及び啓発） 

第５条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育
及び啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ
て、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するた
め、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとす
る。 

 
（部落差別の実態に係る調査） 

第６条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に
資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別
の実態に係る調査を行うものとする。 
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※③ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 

（略称：ヘイトスピーチ解消法） 

 
附則 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国
又は地域の出身であることを理由として、適法に居
住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社
会から排除することを 煽

せん
動する不当な差別的言動

が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を
強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を
生じさせている。 

もとより、このような不当な差別的言動はあっ
てはならず、こうした事態をこのまま看過すること
は、国際社会において我が国の占める地位に照らし
ても、ふさわしいものではない。 

ここに、このような不当な差別的言動は許され
ないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人
権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解
と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた
取組を推進すべく、この法律を制定する。 

 
（目的） 

第１条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差
別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、そ
の解消に向けた取組について、基本理念を定め、及
び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策
を定め、これを推進することを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この法律において「本邦外出身者に対する不
当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若
しくは地域の出身である者又はその子孫であって適
法に居住するもの（以下この条において「本邦外出
身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は
誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉
若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外
出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国
又は地域の出身であることを理由として、本邦外出
身者を地域社会から排除することを煽動する不当な
差別的言動をいう。 

 
（基本理念） 

第３条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消の必要性に対する理解を深めるととも
に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない
社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 

 
（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとと
もに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施
策を推進するために必要な助言その他の措置を講ず
る責務を有する。 

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差
別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策
を講ずるよう努めるものとする。 

 
（相談体制の整備） 

第５条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関
する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、
必要な体制を整備するものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ
て、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとと
もに、これに関する紛争の防止又は解決を図ること
ができるよう、必要な体制を整備するよう努めるも
のとする。 

 
（教育の充実等） 

第６条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動を解消するための教育活動を実施するとともに、
そのために必要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ
て、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施
するとともに、そのために必要な取組を行うよう努
めるものとする。 

 
（啓発活動等） 

第７条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言
動の解消の必要性について、国民に周知し、その理
解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動
を実施するとともに、そのために必要な取組を行う
ものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ
て、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に
周知し、その理解を深めることを目的とする広報そ
の他の啓発活動を実施するとともに、そのために必
要な取組を行うよう努めるものとする。 
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※④ 児童の権利に関する条約（抜粋） 

（略称：子どもの権利条約） 

 
（児童の定義） 
第１条 この条約の適用上、児童とは、18 歳未満の

すべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に
適用される法律によりより早く成年に達したものを
除く。 

 
（差別の禁止） 
第２条 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、

児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚
の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、
国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障
害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別
もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保
する。 

２ 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族
の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によ
るあらゆる形態の差別又は処罰から保護されること
を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 
（児童に対する措置の原則） 
第３条 児童に関するすべての措置をとるに当たって

は、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行
政当局又は立法期間のいずれによって行われるもの
であっても、児童の最善の利益が主として考慮され
るものとする。 

２ 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童につ
いて法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考
慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確
保することを約束し、このため、すべての適当な立
法上及び行政上の措置をとる。 

３ 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役
務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関
し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な
監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合す
ることを確保する。 

 
（締約国の義務） 
第４条 締約国は、この条約において認められる権利

の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置
その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的
及び文化的権利に関しては、自国における利用可能
な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には
国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。 

 
（父母等の責任、権利及び義務の尊重） 
第５条 締約国は、児童がこの条約において認められ

る権利を行使するに当たり、父母若しくは場合によ
り地方の慣習により定められている大家族若しくは
共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的
に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある
能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える
責任、権利及び義務を尊重する。 

 
（生命に対する固有の権利） 
第６条 締約国は、すべての児童が生命に対する固有

の権利を有することを認める。 

２ 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の
範囲において確保する。 

 
（登録、氏名及び国籍等に関する権利） 
第７条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童

は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得
する権利を有するものとし、また、できる限りその
父母を知りかつその父母によって養育される権利を
有する。 

２ 締約国は特に児童が無国籍となる場合を含めて、
国内法及びこの分野における関連する国際文書に基
づく自国の義務に従い、１の権利の実現を確保す
る。 

 
（国籍等身元関係事項を保持する権利） 
第８条 締約国は、児童が法律によって認められた国

籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項につ
いて不法に干渉されることなく保持する権利を尊重
することを約束する。 

２ 締約国は児童がその身元関係事項の一部又は全部
を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速
やかに回復するため、適当な援助及び保護を与え
る。 

 
（父母からの分離についての手続き及び児童が父母と

の接触を維持する権利） 
第９条 締約国は、児童がその父母の意思に反してそ

の父母から分離されないことを確保する。ただし、
権限のある当局が司法の審査に従うことを条件とし
て適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の
最善の利益のために必要であると決定する場合は、
この限りではない。このような決定は、父母が児童
を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居して
おり児童の居住地を決定しなければならない場合の
ような特定の場合において必要となることがある。 

２ すべての関係当事者は、１の規定に基づくいかな
る手続においても、その手続に参加しかつ自己の意
見を述べる機会を有する。 

３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除く
ほか、父母の一方又は双方から分離されている児童
が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の
接触を維持する権利を尊重する。 

４ ３の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは
双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡
（その者が当該締約国により身体を拘束されている
間に何らかの理由により生じた死亡を含む。）等の
いずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、
要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の
他の構成員に対し、家族のうち不在となってる者の
所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その
情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限り
ではない。締約国は、更に、その要請の提出自体が
関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 

 
（家族の再統合に対する配慮） 
第１０条 前条１の規定に基づく締約国の義務に従

い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母に
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よる締約国への入国又は締約国からの出国の申請に
ついては、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法
で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申
請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないこ
とを確保する。 

２ 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情
がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係
及び直接の接触を維持する権利を有する。このた
め、前条１の規定に基づく締約国の義務に従い、締
約国は、児童及びその父母のいずれの国（自国を含
む。）からも出国し、かつ、自国に入国する権利を
尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の
安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の
者の権利及び自由を保護するために必要であり、か
つ、この条約において認められる他の権利と両立す
る制限にのみ従う。 

 
（児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去） 
第１１条 締約国は、児童が不法に国外へ移送される

ことを防止し及び国外から帰還することができない
事態を除去するための措置を講ずる。 

２ このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の
協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。 

 
（意見を表明する権利） 
第１２条 締約国は、自己の意見を形成する能力のあ

る児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項につ
いて自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
この場合において、児童の意見は、その児童の年齢
及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあ
らゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の
手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若
しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えら
れる。 

 
（表現の自由） 
第１３条 児童は、表現の自由についての権利を有す

る。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸
術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境と
のかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求
め、受け及び伝える自由を含む。 

２ １の権利の行使については、一定の制限を課する
ことができる。ただし、その制限は、法律によって
定められ、かつ、次の目的のために必要とされるも
のに限る。 

 （a） 他の者の権利又は信用の尊重 
（b） 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しく 

は道徳の保護 
 
（思想、良心及び宗教の自由） 
第１４条 締約国は、思想、良心及び宗教の自由につ

いての児童の権利を尊重する。 
２ 締約国は、児童が１の管理を行使するに当たり、

父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発
達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権
利及び義務を尊重する。 

３ 宗教又は信念を表明する自由については、法律で
定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の
健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自
由を保護するために必要なもののみを課することが
できる。 

 
（結社及び集会の自由） 
第１５条 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の

自由についての児童の権利を認める。 
２ １の権利の行使については、法律で定める制限で

あって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公
衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び
自由の保護のため民主的社会において必要なもの以
外のいかなる制限も課することができない。 

 
（私生活等に対する不法な干渉からの保護） 
第１６条 いかなる児童も、その私生活、家族、住居

若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉
され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 

２ 児童は、１の干渉又は攻撃に対する法律の保護を
受ける権利を有する。 

 
（多様な情報源からの情報及び資料の利用） 
第１７条 締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の

果たす重要な機能を射止め、児童が国の内外の多様
な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、
精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を
目的とした情報及び資料を利用することができるこ
とを確保する。このため、締約国は、 
（a） 児童にとって社会面及び文化面において有益

であり、かつ、第 29 条の精神に沿う情報及び
資料を大衆媒体（マス・メディア）が普及させ
るよう奨励する。 

（b） 国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な
情報源を含む。）からの情報及び資料の作成、
交換及び普及における国際協力を奨励する。 

（c） 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。少数
集団に属し又は原住民である児童の言語上の必
要性について大衆媒体（マス・メディア）が特
に考慮するよう奨励する。 

（d） 第 13 条及び次条の規定に留意して、児童の
福祉に有害な情報及び資料から児童を保護する
ための適当な指針を発展させることを奨励す
る。 

 
（児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援

助） 
第１８条 締約国は、児童の養育及び発達について父

母が共同の責任を有するという原則についての認識
を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合
により法定保護者は、児童の養育及び発達について
の第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、
これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 

２ 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促
進するため、父母及び法定保護者が児童の養育につ
いての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して
適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護の
ための施設、設備及び役務の提供の発展を確保す
る。 

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格
を有する児童の養護のための役務の提供及び設備か
らその児童が便益を受ける権利を有することを確保
するためのすべての適当な措置をとる。 

 
（監護を受けている間における虐待からの保護） 
第１９条 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児

童を監護する他の者による監護を受けている間にお
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いて、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴
力、生涯若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱
い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）か
らその児童を保護するためすべての適当な立法上、
行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 

２ １の保護措置には、適当な場合には、児童及び児
童を監護する者のために必要な援助を与える社会的
計画の作成その他の形態による防止のための効果的
な手続並びに１に定める児童の不当な取扱いの事件
の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並び
に適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続
を含むものとする。 

 
（家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助） 
第２０条 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪

われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみそ
の家庭環境にとどまることが認められない児童は、
国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有す
る。 

２ 締約国は、自国の国内法に従い、１の児童のため
の代替的な監護を確保する。 

３ ２の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカ
ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護
のための適当な施設への収容を含むことができる。
解決策の検討に当たっては、児童の養育において継
続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、
文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払
うものとする。 

 
（養子縁組に際しての保護） 
第２１条 養子縁組の制度を認め又は許容している締

約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払
われることを確保するものとし、また、 
（a） 児童の養子縁組が権限のある当局によっての

み認められることを確保する。この場合におい
て、当該権限のある当局は、適用のある法律及
び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連
情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定
保護者に関する児童の状況にかんがみ許容され
ること並びに必要な場合には、関係者が所要の
カウンセリングに基づき養子縁組について事情
を知らされた上での同意を与えていることを認
定する。 

（b） 児童がその出身国内において里親若しくは養
家に託され又は適切な方法で監護を受けること
ができない場合には、これに代わる児童の監護
の手段として国際的な養子縁組を考慮すること
ができることを認める。 

（c） 国際的な養子縁組が行われる児童が国内にお
ける養子縁組の場合における保護及び基準と同
等のものを享受することを確保する。 

（d） 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関
係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがな
いことを確保するためのすべての適当な措置を
とる。 

（e） 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極
又は協定を締結することによりこの条の目的を
促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国におけ
る児童の養子縁組が還元のある当局又は機関に
よって行われることを確保するよう努める。 

 
（難民の児童等に対する保護及び援助） 

第２２条 締約国は、難民の地位を求めている児童又
は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内
法及び国内的な手続に基づき難民と認められている
児童が、父母又は他の者に付き添われているかいな
いかを問わず、この条約及び自国が締約国となって
いる人権又は人道に関する他の国際文書に定める権
利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な
保護及び人道的援助を受けることを確保するための
適当な措置をとる。 

２ このため、締約国は、適当と認める場合には、１
の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児
童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的
としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員
を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限
のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に
協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の
構成員が発見されない場合には、何らかの理由によ
り恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の
児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 

 
（心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援

助） 
第２３条 締約国は、精神的又は身体的な障害を有す

る児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社
会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分か
つ相応な生活を享受すべきであることを認める。 

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護につい
ての権利を有することを認めるものとし、利用可能
な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の
状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の
事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児
童及びこのような児童の養護について責任を有する
者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、２の規
定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を
養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無
償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童
が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的
及び精神的な発達を含む。）を達成することに資す
る方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リ
ハビリテーション・サービス、雇用のための準備及
びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享
受することができるように行われるものとする。 

４ 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健
並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機
能的治療の分野における適当な情報の交換（リハビ
リテーション、教育及び職業サービスの方法に関す
る情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの
分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに
自国の経験を広げることができるようにすることを
目的とするものを促進する。これに関しては、特
に、開発途上国の必要を考慮する。 

 
（健康を享受すること等についての権利） 
第２４条 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享

受すること並びに病気の治療及び健康の回復のため
の便宜を与えられることについての児童の権利を認
める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サ
ービスを利用する権利が奪われないことを確保する
ために努力する。 

２ 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するもの
とし、特に、次のことのための適当な措置をとる。 
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（a） 幼児及び児童の死亡率を低下させること。 
（b） 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医

療及び保健をすべての児童に提供することを確
保すること。  

（c） 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保
健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、
特に容易に利用可能な技術の適用により並びに
十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給
を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。  

（d） 母親のための産前産後の適当な保健を確保す
ること。  

（e） 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、
児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、
衛生（環境衛生を含む。）並びに事故の防止に
ついての基礎的な知識に関して、情報を提供さ
れ、教育を受ける機会を有し及びその知識の使
用について支援されることを確保すること。  

（f） 予防的な保健、父母のための指導並びに家族
計画に関する教育及びサービスを発展させるこ
と。  

３ 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣
行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置
をとる。 

４ 締約国は、この条において認められる権利の完全
な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し
及び奨励することを約束する。これに関しては、特
に、開発途上国の必要を考慮する。 

 
（児童の処遇等に関する定期的審査） 
第２５条 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保

護又は治療を目的として権限のある当局によって収
容された児童に対する処遇及びその収容に関連する
他のすべての状況に関する定期的な審査が行われる
ことについての児童の権利を認める。 

 
（社会保障からの給付を受ける権利） 
第２６条 締約国は、すべての児童が社会保険その他

の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものと
し、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を
達成するための必要な措置をとる。 

２ 1 の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養
について責任を有する者の資力及び事情並びに児童
によって又は児童に代わって行われる給付の申請に
関する他のすべての事項を考慮して、与えられるも
のとする。 

 
（相当な生活水準についての権利） 
第２７条 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的

及び社会的な発達のための相当な生活水準について
のすべての児童の権利を認める。 

２ 父母又は児童について責任を有する他の者は、自
己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な
生活条件を確保することについての第一義的な責任
を有する。 

３ 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範
囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童につ
いて責任を有する他の者を援助するための適当な措
置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄
養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画
を提供する。 

４ 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を
有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外

国から、回収することを確保するためのすべての適
当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任
を有する者が児童と異なる国に居住している場合に
は、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締
結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 

 
（教育についての権利） 
第２８条 締約国は、教育についての児童の権利を認

めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等
を基礎として達成するため、特に、 
（a） 初等教育を義務的なものとし、すべての者に
対して無償のものとする。 
 (b)  種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教

育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対
し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、
これらを利用する機会が与えられるものとし、
例えば、無償教育の導入、必要な場合における
財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 

（c） すべての適当な方法により、能力に応じ、す
べての者に対して高等教育を利用する機会が与
えられるものとする。 

（d） すべての児童に対し、教育及び職業に関する
情報及び指導が利用可能であり、かつ、これら
を利用する機会が与えられるものとする。   

（e） 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励す
るための措置をとる。  

２ 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合
する方法で及びこの条約に従って運用されることを
確保するためのすべての適当な措置をとる。 

３ 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の
廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに
最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関
する事項についての国際協力を促進し、及び奨励す
る。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考
慮する。 

 
（教育の目的） 
第２９条 締約国は、児童の教育が次のことを指向す

べきことに同意する。 
（a） 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な
能力をその可能な最大限度まで発達させること。 
 (b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にう

たう原則の尊重を育成すること。 
（c） 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び

価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値
観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重
を育成すること。 

（d） すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗
教的集団の間の並びに原住民である者の理解、
平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、
自由な社会における責任ある生活のために児童
に準備させること。   

（e）自然環境の尊重を育成すること。   
２ この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体

が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるもの
と解してはならない。ただし、常に、1 に定める原
則が遵守されること及び当該教育機関において行わ
れる教育が国によって定められる最低限度の基準に
適合することを条件とする。 

 
（小数民族に属し又は原住民である児童の文化、宗教

及び言語についての権利） 
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第３０条 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又
は原住民である者が存在する国において、当該少数
民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他
の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教
を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利
を否定されない。 

 
（休息、余暇及び文化的生活に関する権利） 
第３１条 締約国は、休息及び余暇についての児童の

権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリ
エーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸
術に自由に参加する権利を認める。 

２ 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分
に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文
化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び
余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨
励する。 

 
（経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労

働への従事から保護される権利） 
第３２条 締約国は、児童が経済的な搾取から保護さ

れ及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり
又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若
しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働
への従事から保護される権利を認める。 

２ 締約国は、この条の規定の実施を確保するための
立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考
慮して、特に、 
（a） 雇用が認められるための 1又は 2 以上の最低

年齢を定める。 
（b） 労働時間及び労働条件についての適当な規則

を定める。 
（c） この条の規定の効果的な実施を確保するため

の適当な罰則その他の制裁を定める。 
 
（麻薬の不正使用等からの保護） 
第３３条 締約国は、関連する国際条約に定義された

麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並
びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児
童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上
及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をと
る。 

 
（性的搾取、虐待からの保護） 
第３４条 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性

的虐待から児童を保護することを約束する。このた
め、締約国は、特に、次のことを防止するためのす
べての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をと
る。 
（a） 不法な性的な行為を行うことを児童に対して

勧誘し又は強制すること。 
（b） 売春又は他の不法な性的な業務において児童

を搾取的に使用すること。 
（c） わいせつな演技及び物において児童を搾取的

に使用すること。 
 
（児童の誘拐、売買等からの保護） 
第３５条 締約国は、あらゆる目的のための又はあら

ゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するた
めのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措
置をとる。 

 
（他のすべての形態の搾取からの保護） 
第３６条 締約国は、いずれかの面において児童の福

祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護
する。 

 
（拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い） 
第３７条 締約国は、次のことを確保する。 

（a） いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人
道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは
刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性が
ない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪に
ついて科さないこと。 

（b） いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自
由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘
禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決
手段として最も短い適当な期間のみ用いるこ
と。 

（c） 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、
人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢
の者の必要を考慮した方法で取り扱われるこ
と。特に、自由を奪われたすべての児童は、成
人とは分離されないことがその最善の利益であ
ると認められない限り成人とは分離されるもの
とし、例外的な事情がある場合を除くほか、通
信及び訪問を通じてその家族との接触を維持す
る権利を有すること。 

（d） 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その
他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利
を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、か
つ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性
を争い並びにこれについての決定を速やかに受
ける権利を有すること。 

 
（武力紛争における児童の保護） 
第３８条 締約国は、武力紛争において自国に適用さ

れる国際人道法の規定で児童に関係を有するものを
尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約
束する。 

２ 締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に直接参加
しないことを確保するためのすべての実行可能な措
置をとる。 

３ 締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に採用す
ることを差し控えるものとし、また、15 歳以上 18
歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長
者を優先させるよう努める。 

４ 締約国は、武力紛争において文民を保護するため
の国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争
の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するため
のすべての実行可能な措置をとる。 

 
（搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の

回復のための措置） 
第３９条 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若し

くは虐待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐
な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し
くは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身
体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するため
のすべての適当な措置をとる。このような回復及び
復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環
境において行われる。 
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（刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護） 
第４０条 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、

訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価
値についての当該児童の意識を促進させるような方
法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自
由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢
を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会
において建設的な役割を担うことがなるべく促進さ
れることを配慮した方法により取り扱われる権利を
認める。 

２ このため、締約国は、国際文書の関連する規定を
考慮して、特に次のことを確保する。 
（a） いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際

法により禁じられていなかった作為又は不作為
を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴
追され又は認定されないこと。 

（b） 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追された
すべての児童は、少なくとも次の保障を受ける
こと。 

（i） 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と
推定されること。 

（ii） 速やかにかつ直接に、また、適当な場合に
は当該児童の父母又は法定保護 者を通じて
その罪を告げられること並びに防御の準備
及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援
助を行う者を持つこと。  

（iii） 事案が権限のある、独立の、かつ、公平
な当局又は司法機関により法律に基づく公
正な審理において、弁護人その他適当な援
助を行う者の立会い及び、特に当該児童の
年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益
にならないと認められる場合を除くほか、
当該児童の父母又は法定保護者の立会いの
下に遅滞なく決定されること。 

（iv） 供述又は有罪の自白を強要されないこと。
不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問さ
せること並びに対等の条件で自己のための
証人の出席及びこれに対する尋問を求める
こと。  

（v） 刑法を犯したと認められた場合には、その
認定及びその結果科せられた措置につい
て、法律に基づき、上級の、権限のある、
独立の、かつ、公平な当局又は司法機関に
よって再審理されること。 

（vi） 使用される言語を理解すること又は話すこ
とができない場合には、無料で通訳の援助を
受けること。  

（vii）手続のすべての段階において当該児童の私
生活が十分に尊重されること。 

３ 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追さ
れ又は認定された児童に特別に適用される法律及び
手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよ
う努めるものとし、特に、次のことを行う。 
（a） その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有し

ないと推定される最低年齢を設定すること。 
（b） 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的

保護が十分に尊重されていることを条件とし

て、司法上の手続に訴えることなく当該児童を
取り扱う措置をとること。 

４ 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯
罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保す
るため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリン
グ、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、
施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置
が利用し得るものとする。 
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10 小田原市民憲章    《昭和51年（1976 年）7月 20日告示第51号》 

   小田原市民憲章 

わたくしたちは、黒潮おどる相

さ

模

がみ

灘

なだ

にのぞみ、梅の香におう天守閣をあおぐ「小田原」

の市民です。 

わたくしたちは、先人の残した文化を誇りにし、西

せい

湘

しょう

の近代都市としての限りない発展

に願いをこめて、ここに市民憲章を定めます。 

１ 健康で明るい生活を大事にし、豊かな心をそだてましょう。 

１ 元気で働くことを喜び、しあわせな家庭をきずきましょう。 

１ 隣人と仲良くし、だれにもやさしく親切にしましょう。 

１ きまりを守り、力をあわせ、住みよいまちをつくりましょう。 

１ 緑と水を大切にし、平和な明日の繁栄につとめましょう。 

 

11 小田原市平和都市宣言   《平成5年（1993 年）10月 1日告示第54号》 

 

歴史的文化遺産を守り続けている城下町小田原市は、美しい地球と輝かしい人類の未来を

守り、世界平和を実現するため、次のように宣言する。 

 

   小田原市平和都市宣言 

わが国は、世界で唯一の核被爆国であり、国民は、日本国憲法にもとづく恒久平和の実現

をめざし、世界から核兵器を廃絶することを共通の願いとしています。 

わたくしたちのまち小田原は、過去に戦災を被るという悲しい歴史をもっています。そし

て多くの歴史的文化遺産を守り続けているわたくしたちには、こうした惨禍をくり返すこと

のないよう、平和を守り、きらめく城下町を次の世代へ引き継いでいく責務があります。 

小田原市は、美しい地球を大切にし、輝かしい人類の未来を信じ、世界平和を実現するた

め、ここに永久に平和都市であることを宣言します。 
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１２ 小田原市教育都市宣言    《平成16年（2004 年）4月 1日告示・制定》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
市民社会全体を挙げて取り組んだ「静かなる教育論議」の中で寄せられた意見や子どもたちを取り巻くさま

ざまな問題などを踏まえ、小田原市と小田原市教育委員会の、教育や青少年の健全な育成に対する基本的な取
り組み姿勢を平成16年（2004 年）4月に宣言として示したものです。 

 

13 おだわらっ子の約束         《平成19年（2007 年）1月制定》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市民の方々から寄せられた標語を基に、子どもたちに身につけてほしいしつけや生活規範を10の項目にまと

めたものです。教育都市宣言の理念を具体化し、その実現を図るものとして、平成 19年（2007年）1月に制定
いたしました。 

小田原市教育都市宣言 

 

小田原市民は、子どもたちが希望を持ち、健やかに成長してほしいと願っています。世界に目を開く
地球市民であり、郷土の文化と伝統を誇りにしたいと思っています。一人ひとりが自立し、家庭、学校、
地域が支え合う社会を築きたいと願っています。 

小田原市と小田原市教育委員会は、市民のこうした思いや願いを実現するために、ここに教育の行き
届いたまち、教育都市を宣言します。 
 
１ 一人ひとりが、尊い命です。心身ともに健康で思いやりのある人の育成に努めます。 

２ 家庭は、心を育みます。家族の絆を紡ぎ、人としての心がまえを養う家庭づくりを支えます。                                    

３ 学校は、生きる力を培います。児童生徒の確かな学力を育成し、社会の仕組みの基礎を教えます。 

４ 地域は、支え合いながら、繁栄します。青少年が社会の一員であることを自覚し、社会活動に参加
できる地域づくりに努めます。 

５ 地球のすべてのものは、結ばれています。かけがえのない文化や伝統を受け継ぎ、自然や国際社会
との交流を深める実践活動を進めます。 
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14 関連情報 

 

国、神奈川県、小田原市、関係機関の人権啓発に関連する情報については、下記ＵＲＬま

たはＱＲコードからご覧いただけます。 
 

 

 

国 

法務省 人権擁護局   
https://www.moj.go.jp/JINKEN/ 

 

神
奈
川
県 

福祉こどもみらい局 共生推進本部室 
神奈川人権施策推進指針（第２次改定版） 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/jinken/jinken-douwa.html 

 

小
田
原
市 

市民部 人権・男女共同参画課 
小田原市人権施策推進指針（改定版） 
https://www......................................... 
 
 
 
パブリックコメント結果 
https://www......................................... 
 
 

 

関
係
機
関 

公益財団法人 人権教育啓発推進センター 
http://www.jinken.or.jp/ 
 
 
 
国際連合広報センター 
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/ 
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小田原市消防の業務改善の取組について 

 

１ 趣 旨 

  小田原市消防における、消防力の強化、人材育成、職員の処遇改善などの

諸課題に加え、今後増加が見込まれる定年延長や再任用、時短勤務など多様

な職員の勤務形態に応える働き方改革への対応にむけ、令和４年（2022 年）

５月から公募による消防職員のプロジェクトチームを編成し「持続可能な消

防組織の検討会」を進めている。 

また、諸課題の解決の一つとして、令和４年 10 月から小田原消防署にお

いて毎日勤務で対応する救急隊（以下「日勤救急隊」という。）及び情報司

令課における３部制交替勤務(以下「３部制」という。)の試行を開始したも

のである。 

 

２ 消防部内の試行までの動き 

令和４年４月 消防長から各所管課への業務改善に向けた検討を指示 

（消防長レクチャー） 

５月 令和４年度消防施政方針、プロジェクトチームの公募 

６月 「持続可能な消防組織の検討会」開始 

７月 消防長レクチャーで各所管課から業務改善の経過報告 

８月 消防幹部会議にて試行運用の方針決定 

９月 消防管理者会にて担当所管課から試行運用説明 

10 月 各署所の消防長ミーティングで試行運用説明 

 

３ 小田原消防署日勤救急隊の試行運用状況について 

(1) 目的  

ア 消防救急兼務隊の消防業務の専任時間を確保することで、消防力の向

上を図る。 

イ 救急出動件数の多い平日日中に活動することで、救急体制を強化、他

の部隊の業務負担を軽減する。 

資料４ 
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ウ 育児や介護などで 24 時間勤務が困難な職員、定年延長や再任用の職

員の多様な働き方を確保する。 

(2) 運用開始日 

  令和４年 10 月３日（月）から 

(3) 運用時間 

  土日祭日を除く平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

(4) 配置場所 

小田原市前川 183-18 小田原消防署 

（救急隊２隊に加え日勤救急隊の３隊体制） 

(5) 隊員の編成 

  救急救命士を含む４名配置（救急救命士３名、再任用職員１名） 

(6) 出動体制 

ア 出動体制については他の救急隊同様に直近選別方式 

イ 小田原消防署配置の救急隊は、日勤救急隊が先行して出動する体制と 

している。 

(7) 出動件数（各月末日時点） 

10 月（出勤日 20 日） 60 件 １日平均   ３件 

11 月（出勤日 20 日） 59 件 １日平均  ３件 

(8) 現時点の効果について 

ア 消防救急兼務隊が平日の日中に消防隊としての業務に専念できるよ  

うになり、実災害にも対応でき消防力が強化された。 

イ 平日の日中だけではあるが、増隊になったことにより全体出動の割合 

が減り、救急運用に余裕ができた。また、小田原消防署の救急隊が交互 

出動する体制となったことから、救急隊員の負担軽減を図ることができ 

た。 

ウ 増員することなく、現有の人員で対応したことから人件費への影響が 

ない。 

(9) 課題について 

ア 救急救命士の病院研修を含めた各種研修への参加について調整が必  

要である。 
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イ 今後、育児休業明けの時短職員配置に向け、勤務体制を構築していく 

必要がある。 

 

４ 情報司令課司令係の３部制交替勤務の試行運用状況について 

(1) 目的 

ア 管理職の常駐と配置職員の固定化が可能となり、役割分担の明確化、 

業務の効率化を図る。 

イ ３部制の特性による日勤日を活用することで、研修や特殊訓練の実施 

が可能となり、職員の資質向上を図る。 

ウ ３部となるため、感染症対策の強化を図る。 

(2) 運用開始日 

令和４年 10 月１日（土）午前８時 30 分から 

(3) 職員の配置 

  ６名×３部（18 名体制） 

(4) 現時点の効果について 

ア 役割分担が明確になった。 

イ 人員に余裕があれば職員の負担軽減、年休取得促進になる。 

ウ 感染症等で１班が勤務不能となっても、残りの２班で勤務が可能とな 

る。 

エ 日勤日を活用することで、今まで当務中に行っていた業務を集中的に 

行うことができる。 

(5) 課題について 

ア 試行運用は配置人員が変わっていないため、指令業務体制強化、勤務 

環境の改善には、増員が必要である。 

イ 警防課との調整事項や連絡回答に時間を要する。 

 

５ 今後の方向性 

(1) 試行運用をしながら柔軟に見直しを図る。 

(2) 試行運用での課題を検証（効果の有無、課題解消の可否等）する。 

(3) 検証の結果で、試行の取りやめ、試行の継続、本運用を決定していく。 


